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は し が き

本書は会計上の利益概念とその認識方法に関する研究の序である。 このテー

マに関する研究は,直 接あるいは間接に,会 計上のほとんどすべての問題を包

含する大問題である。それゆえ,お そらく生涯の研究課題 となるであろうし,

怠惰で非力な筆者にとっては,生 涯をかけてもきわめ尽す ことのできない困難

な問題であろ うとも思える。 しか し,そ うであった としても,こ の問題は筆者

に とって大変関心のある問題であることもあって,本 書では,そ の研究のため

の序 として,会 計上の収益認識論を研究 しようとするものである。

すなわち,本 書の直接の課題は,「会計上の収益の妥当な認識概念ない し認

識方法はいかなるものか」 ということである。 このような問題を設定 した理由

や問題解明のために本書のとった接近方法等については,第1章 に詳 しく述べ

てあるので,そ ちらに譲ることとする。

なお,本 書の中心部分の初稿は約6年 前に脱稿 したものであり,そ の後,機

会をえて,大 学の機関紙その他に部分的に発表 してきた ものである。再度,こ

れ らを まとめて本研究叢書 とするにあたって,あ る程度の修正 と加筆をほどこ

したのである。 しか し,筆 者の非力と怠慢のゆえに,必 ず しも,納 得のゆ く検

討のできないままに上梓せざるをえない点も残るが,そ れに しても,そ の骨子

は初稿 とほ とん ど不変である。このことは,む しろ筆者の研究の頓挫を示すな

にものでもなかろう。大いに反省を し,今 後の精進を期す次第である。

ただ,き わめて未熟なものであることを十分に自覚 しながらも,あ えて本書

を公にする所似は二つある。一つは,こ うした方面の研究がわが国のみならず

諸外国においてもほとんどなされていないからであり,そ してもう一つは,た

とえ不完全なものであっても,こ れを今後の研究の踏み台にすることができれ

ば と考えたからである。

それに しても,こ の未熟な小著を執筆するにあたってすら,多 くの方 々から

計 りしれないご指導 とご高恩を受けたことを痛感 した次第である。なによりも

まず,神 戸大学の谷端 長先生に感謝申し上げねばならない。先生のこ門を筆
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者が敲いたのはいまからおよそ14年 前である。それ以来,今 日まで公私にわた っ

て賜わったご高恩については到底筆舌に尽 しうるものではない。本書は,元 来,

先生の 「期間損益計算の真実性」に関する一連のこ論作,と りわけ,そ の頂点

に位置すると思える 「全体的個別 と個別的全体一 シュマー レンバ ッハの期間

外損益観によせて一 」(国 民経済雑誌 昭和40年12月)に 大きなヒン トを え

ている。つぎに,神 戸大学会計学研究室の諸先生,わ けても高田正淳,武 田隆

二,中 野 勲の諸先生からは,ひ とかたならぬ ご指導 と貴重なご批判を賜わっ

た。また,会 計学研究に興味を持っよう筆者を最初にお導き下さったのは小樽

商科大学の久野光朗先生である。先生は,そ れ以来,公 私にわたって終始変 ら

ぬご指導を下さり,怠 惰な筆者を励まし続けて下さっている。こIDよ うな諸先

生のご恩寵にもかかわらず,本 書はあまりに拙 く,ご 高恩に報いるどころか,

かえって先生方のお名前を傷っけるのではないかと心ひそかにおそれている状

態である。 しか し,い まとなっては,ひ たす ら今後の精進によって,い つの日

にか ご恩の万分の一でも報いることのできるようお誓い して,ご 寛怒を乞い願

うまでである。なお谷端先生のもとに集 まる 「財務会計研究会」の諸氏からも

有益なコメン トを頂載 したことを記 して,感 謝の意を表す る。

最後に,筆 者の研究と教育の場である大阪府立大学経済学部の諸先生方に対

しても,平 素は学問研究に対す る刺激を与えて下 さり,今 回は本研究叢書執筆

の機会を与えて下さったことに対 して謝意を表わ したい。なかでも,学 部長市

橋英世先生には,深 甚の感謝を申し上げねばならない。先生の強いご態濾がな

かったなら,怠 惰な筆者は本書の公刊を まだまだ先に延ぽ していたであろ う。

また,本 書を研究叢書に加えるにあたって,審 査の労をお とり下さった鈴木和

蔵先生にも深 くお礼申し上げたい。

昭和53年3月1日

福 島 孝 夫
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第1章 問題の所在 とi接近方法

第1節 問 題 の 所 在

悠 久 な る歴 史 的 背景 を 有 す る現 代会 計 学 は,今 世 紀 後 半 に は い って,顕 著 な

変 貌 の傾 向を 示 しっ っ あ る。 わ れわ れ は,こ こ20年 の 間 に,ア メ リカ会 計 学 会

(AmericanAccountingAssociation)や ア メ リカ公 認 会 計 士 協 会(Ameri-

canInstituteofCertifiedPublicAccountants)eこ よ って公 表 され た 諸 見

解 お よび そ の他 の なか に,こ の よ うな傾 向を は っ き り と見 出 す こ とが で き る。

会 計 は,元 来,一 つ の社 会 制 度 と して,社 会 ・経 済 的環 境 の変 化 に 自己 を 適

応 させ てい か ね ば な らぬ も ので あ る 以上,歴 史 の 変 化 と と もに 変 貌 の 道 を 歩 む

の もそ の宿 命 で あ る,と い え よ う。 す なわ ち,現 代 会 計 学 の新 た な 動 向 は,社

会 ・経 済 的 環 境 の変 化(changesinsocialandeconomicconditions)と そ

こか ら生 じる会 計 へ の要 請 の変 化(changesinneeds)と に,自 己 を 適応 させ一

(1)
て い く歴 史 的 過 程 で あ り,伝 統 的 会 計学 を超 克 して い く一 つ の試 み で あ ろ う。

私 見 に よれ ば,今 世 紀 後 半 以 降 に お け る現 代 会 計 学 の 変貌 の傾 向 は,一 方 に

お い て 価 格 水 準 の変 動 とい う外 的 要 因に よって,ま た,他 方 に お い て企 業 経 営

の科 学 化 ・専 門 化 に 伴 う高 度 な管 理 的 要 請 の増 大,お よび これ と並 行 して 生 じ

た 合 理 的 人 間 行 動 重 視 の思 考 の 増大 とい う内 的要 因 に よ って,惹 起 され た もの

で あ る。 そ して また,こ の新 たな 動 向 は,端 的 に い っ て,伝 統 的会 計学 の 中

核 を構 成 す る二 つ の理 念 ・ す な わ ち収 益 認 識 に お け る 伝 統 的 実 現 概 念(tradi-

(1)会 計学 におけ る発展過程を,A.C.Littleton&V.K.Zimmermanは,「 環 境

の変化 一 要請の認識→ 理念の試 行→ 実践へ の利用→ 経験 → 新 たな修 正のた

め の理念 の認識 一 実 践への利用→ ……」 とい う,一 連 のシ ェーマで 理 解 す る。

Littleton・A・C・&Zimmerman・V・K・,AccountingTheory:Continuityand

Change,NewJersey,1962,p・2.詳 しくは,拙 稿 「Littleton会 計学説研究く序説〉

一 歴史観か ら理論ヘ ー 」 六 甲台論集 第12巻 第3号(昭 和40年9月)
,11-21頁

を参照 され たい。
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tionalconceptofrealization)と 資 産 お よび 費 用 の評 価 に おけ る 原 価 主 義

(costbasis)と に 対 す る反 省 な い し批 判 の 方 向 で あ り,新 た な 「会計 上 の 利

益 概 念 とそ の認 識 方 法 」 の 模 索 で あ る,と 考 え る 。

伝 統 的 会 計 学 に おい て は,実 現 概 念 と原 価 主 義 とい う二 つ の理 念 は密 接 に結

合 し,表 裏 一 体 の関 係 を な して い るの で あ る。 た とえ ば,ア メ リカ会 計 士 協 会

(AmericanInstituteofAccountants)の 『企 業 所 得 研 究 会 』(StudyGroup

onBusinessIncome)は つ ぎ の よ うに こ の点 を 指 摘 して い る。 「実 現 公 準 に 対

す る最 高 裁 判 所 の 主張 は っ ぎの よ うな命 題 を支 持 した 。す な わ ち,資 産 は実 現

され る まで 原 価 で繰 り越 されね ば な らず,し た が って会 計 学 の 文献 に お い て,

い わ ゆ るr伝 統 的 原価 原 則 』(``traditionalcostprinciple")を 確 立 す る のに

(2)

貢献 した」と。 また,黒 沢 清教授によれば,「損益計算上の実現主義は,貸
(3)

借 対 照 表 上 に お け る 資 産 評 価 の 原 価 主 義 と密 接 な 関 連 を 有 す る も の で あ る 。」

しか し,後 者 す な わ ち 原 価 主 義 会 計 に 対 す る反 省 な い し批 判 の 問 題 に つ い て

は,す で に 他 の 多 くの 論 者 に よ っ て 研 究 が な され て い る し,筆 者 自 身 は 評 価 論

の 本 格 的 な 研 究 を 後 日 の 課 題 と した い 。 そ こ で,本 書 で は,従 来,比 較 的 研 究

さ れ る こ と の 少 な か っ た 前 者 の 問 題 す な わ ち 収 益 認 識 概 念 の 問 題 を 主 に 考 察

し よ う と思 う。 と は い え,如 上 の 通 り,,両 者 は 密 接 な 関 連 性 を 有 す る 問 題 で あ

(2)StudyGrouponBusinessIncome,AIA,ChangingConceptsofBusinessIn・

.come ,NewYork,1952,.p.27.

(3)黒 沢 清 著 『近 代 会 計 学 』 春 秋 社 昭 和41年,348頁 。

なお,そ の 他 に も,つ ぎの よ うな 諸 見 解 を あ げ る こ とが で き る 。

「原 価 主 義 評 価 は,利 益 測定 に 適 用 され た 場 合,笑 現 主 義 の 副産 物 で あ つて,資 産

そ れ 自体 を 独 立 して 測 定 す る こ と の産 物 で は な い 。」(Sprouse,R.T.&Moonitz,M.,

ATentativeSetofBroadAccountingP .riciPlesforBusinessEnterPrises,New

York,1962,p.16.)

「歴 史 的 原 価 の 中心 的地 位 は,貸 借 対 照 表 観 点 か らで はな く利益 測 定 の 観 点 か らみ

る な らば,単 にr実 現 原 則 』 の付 随物 に す ぎ な い と考 え られ うる 。」(Solomons,D,,

・・EconomicandAccountingConceptsofCostandValue"
,inBacker,M.,Modern

AccountingTheory,NewJersey,1966,p.120.)

「収 益 認 識 に 関す る販 売 基 準 は,生 産 物 お よび そ の 他 の非 貨 幣 性 資 産 が 販 売 され る

ま で,そ れ らの 資産 を歴 史 的 購 入 価 格 で 報 告 す る効 果 を有 す る。 … … した が って,実

現 主 義 は 歴 史 的 原 価 主 義 で も あ る 。」(Thomas,A.L.,・ ・RevenueRecognition",in

Davidson,S.,Handbooko/ModernAccounting,NewYork,1970,10-16.)
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るからして,本 書でも,当 然のことながら,必 要なか ぎりで評価論にも言及す

ることとなる。さらに,現 代会計学の動向をヨリ明確なものとするために,補

論において,評 価論の問題を直接検討 しようと思 う。

したがって,本 書の主要な,そ して直接の問題点は,「会計上の収益の妥当

な認識概念ないし認識方法はいかなるものか」ということであ り,そ して,こ

の問題に関連するかぎりにおいて,同 時に,資 産評価の問題をも検討する。そ

れゆえ,本 書は,「会計上の利益概念とその認識方法」に関する研究の一つの

端緒である,と いえよう。「会計上の利益概念とその認識方法」は,収 益およ

び費用の概念とその認識方法を規定する反面で,後 者によって逆に具体化され

るのである。

したがって,本 書の究極 目的は 「会計上の利益概念とその認識方法」の究明

にあるが,本 書は,そ の一っの端緒 として,主 に,「会計上の収益認識概念な

い し収益認識方法」の研究を行なおうとするものである。

第2節 接 近 方 法

いまさら多言を弄するまでもな く,会 計は,本 来,社 会 ・経済的制度であり,

必要不可欠の技術である。 それゆえ,「会計上の収益ρ妥当な 認識概念ないし

認識方法はいかなるものか」 という本書の直接の問題点を考察する場合にも,

その社会 ・経済的環境ない し背景はいかなるものか,ま た,そ こから生 じる会

計への要請はなにか,と い う問題を究明することが不可欠の前提であろう。

そこで,本 書では,今 日,新 たな社会 ・経済的環境 と,そ こから生 じる会計

への新たな要請 とに直面 して,反 省ないし批判にさらされている伝統的実現概

念の検討から,そ の考察を始める。第2章 がこれである。すなわち,第2章 で

は,伝 統的実現概念の性格を明らかにするために,そ の代表的見解を検討 し,

その成立の背景,内 包要件,お よび特微等を明らかにする。これによって,伝

統的実現概念の意義と限界を明らかに し,次 章以降の研究の基盤を うることが

できる,と 信 じる。

っいで,第3章 と第4章 では,ア メリカの二大会計研究団体であるアメリヵ

会計学会 とアメリカ公認会計士協会 とにおける・収益認識論およびこれに関連
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す るかぎりでの資産評価論を検討する。すなわち,第3章 では,伝 統的実現概

念による収益認識の不十分性を反省 し,新 たな認識方法を説 くアメリカ会計学
(4)(5)

会の見解を,『AAA1957年 基準』 とこれに対する二つの 『補足意見書』お よ
(6)

びr実 現概念小委員会報告書』によって,究 明する。そ して,第4章 では,ア
レ コ

メリカ会計学会とは対照的に,伝 統的実現概念による収益認識の欠陥を批判 し,

これに代わる認識概念を主張するアメリカ公認会計士協会の1961年 以降におけ
(7)

る 見 解 を,そ の 二 つ のr会 計 調 査 研 究 書 』 に 基 づ い て,明 ら か に す る 。

こ れ ら の 研 究 を ひ と ま ず 終 え た 後 で,両 者 の 見 解 を 比 較 ・考 察 し,こ れ を 現

代 会 計 学 に 対 す る要 請 に 照 して,本 書 の 主 要 か つ 当 面 の 問 題 で あ る,「 会 計 上

の 収 益 の 妥 当 な 認 識 概 念 な い し認 識 方 法 は い か な る も の か 」 と い う問 に 対 す る

素 朴 な 私 見 を 申 し述 べ る 。 す な わ ち,第5章 で は,本 書 の 総 括 を な す と 同 時 に,

これ を 前 提 に し て 前 述 の 問 題 点 に 対 す る私 見 を 開 陳 す る 。 そ して,終 りに,今

後 の 研 究 課 題 の 一 端 を 披 歴 して 結 び に か え る 。

要 す る に,本 書 は,「 会 計 上 の 利 益 概 念 と そ の 認 識 方 法 」 に 関 す る 研 究 を 究

極 目 的 と し,そ の 一 つ の 端 緒 と して,会 計 上 の 収 益 認 識 論 の 研 究 を 直 接 目的 と

(4)AAA,CommitteeonConceptsandStandards,``AccountingandReporting

StandardsforCorporateFinancialStatements-1957Revision,"Accounting

Review,Vol.32No.4(Oct.1957),pp,536--546.

な お,本 書 で は,こ れ を 『AAA1957年 基 準 』 と略 称 す る 。

(5)AAA,CommitteeonConceptsandStandards-Long・LivedAssets,``Ac・

co岨tingforLand,Buildings,andEquipment,"SupplementaryStatementNo、1,

AccountingReview,Vo1.39No.3(July1964),pp.693-699.

AAA,CommitteeonConceptsandStandardsInventoryMeasurement,``A

DiscussionofVariousApproachestoInventoryMeasurement",Supplementary

StatementNo.2,AccountingReview,VoL39No.3(July1964),pp.700-714.

(6)1964ConceptsandStandardsResearchStudyCommittee-TheRealiza・

tionConcept,``TheRealizationConcept",AccountingReview,Vol.40No.2

(April1965),pp.312-一 一322.

(7)Moonitz,M.,TheBasicPostulatesofAccounting,AccountingResearchStudy

No.1,NewYork,1961.

Sprouse,R.T.&Moonitz,M.,ATentativeSetofBroadAccounting・princi.

plesfbrBecsinessEnterprises,AccountingResearchStudyNo.2,NewYork,

1962.一
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するのである。そ して,ア メリカにおける二大会計研究団体であるアメリカ会

計学会 とアメリカ公認会計士協会の,今 世紀後半における動向を究明 し,両 者

の見解を比較 ・考察することによって,さ らには,現 代会計学の社会 ・経済的

環境 とそこか ら生 じる現代会計学への要請に照 して,「会計上 の 収益の妥当な

認識概念ない し認識方法はいかなるものか」とい う問題を究明 しようとするも

のである。

なお,補 論の二章は,収 益認識論と密接な関係を有する資産評価論に関する

ささやかな研究である。すなわち,第6章 では,伝 統的実現概念とともに伝統

的会計学の中核を構成する原価主義会計の意義と問題点を明らかに し,つ いで

第7章 では,か かる原価主義会計に対する反省の方向を示す一つの見解を明ら

かにする。本論における研究 と総合することによって,伝 統的会計学の意義と

限界をヨリ明らかにすることができるであろうし,さ らには,現 代会計学の環

境 と要請を解明す る一つの資料 ともなるであろう。

さらにまた,本 書では,以 下の事柄を前提にして議論を展開する。

(1)実 現概念は,次 章以降において明らかになるように,き わめて多岐に用

いられている。 しか し,本 書では,こ れを期間収益の認識概念として用いる。

(2)本 書では,収 益をいわゆる利得(gain)を も含む,広 義の概念として用

いる。

(3)認 識 と測定 とは しば しば区別 されて用いられる。観念的には正 しい方法

であ り,ま た,し ばしぽ有用でもあろう。 しか し,会 計上の認識は測定または

その可能性を当然の前提 としているし,さ らに,本 書で検討の対象 とする実現

概念は,一 般にも認識概念としてとともに,測 定概念としても使用 される。そ

れゆえ,本 書は,両 者をあえて区別せずに用いる。いいかえれば,こ こでの認

識 とは測定をも含んだ概念である,と いえよう。
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第2章 伝統的実現概念の性格

第1節 伝 統 的 実 現 概 念 の 誕 生

前章に述べたごとく,伝 統的実現概念に対する反省および批判の動向を探 り,

それによって,収 益の妥当な認識概念ない し認識方法を究明しようとすること,

これが本書の直接の目的である。そこでまず,今 日,新 たな社会 ・経済的環境

とそこから生 じる新たな要請に直面 して,反 省ないし批判の姐上にのせ られて

いる伝統的実現概念とはいかなる性格を有す るものであるのか,こ の点から明

らかにしてい くことに しよう。

とはいっても,当 然のことながら,そ れは真空管のなかから突如 として生ま

れた概念ではない。そこで,本 節では,伝 統的実現概念の性格を明らかにする

プロローグとして,ま ず,伝 統的実現概念誕生の経緯を,ア メリカ会計士協会
(1)

の研究報告書によって,概 観することとしよう。そうすることによって,こ の

概念がいかなる社会 ・経済的環境 と要請か ら生まれたものであるかを,そ れゆ

えまた,こ の概念の意義 と限界を明らかにする手がか りを見出すことができる

と信 じる。

r企業所得研究会』の研究報告書に よれば,第1次 世界大戦以前のアメリカ

においては,「実現」の概念は未だ一般には認められていなかった。なぜなら,

その当時,イ ギリスやアメリカにおける会計学,法 学および経済学の分野にお

ける権威者達は,利 益概念に関して,い わゆる 『純財産増加概念(``increase
(2)

innetworth"concept)を 主 張 して い た か ら で あ る,と い う。

(1)S加dyGrouponBusinessIncome,AIA,ChangingConceptso/BusinessIn・

come,NewYork,1952.

な お,実 現 概 念 誕 生 の経 緯 に つ い て は,同 研 究 報 告 書 を も とに した,つ ぎ の優 れ た

論 攻 が あ る 。 本 節 も これ らに 負 う と ころ 大 で あ る 。飯 野 利夫 稿 「実 現 主 義 の会 計 学 的

意 義 」 ビ ジネ ス ・ レビ ュ ー 第1巻 第3号,39-43頁 。若 杉 明 著 『企 業 会 計 基 準 の

構 造 』 実 務 会 計 社 昭 和41年,234-236頁 。
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周 知 の よ うに,期 間損 益 計 算 方 法 と して の純 財 産 増 加 法 一 財 産 法 一 は,

期 首 と期 末 の純 財産 す なわ ち 自己資 本 の在 高 比 較 に よっ て,期 間 損 益 を 計 算 す

る方 法 で あ る。 そ こで の 中心 課 題 が 資 産 評 価 に あ る こ と も,ま た よ く知 られ て

い る。 と ころが,当 時 の ア メ リカ会 計 界 に お い ては,資 産 評 価 に お け る時 価 主

義 評価 論 が 支配 的 で あ った 。 そ の こ とは,『 企 業 所 得 研 究 会 』 が あ げ るR.H,
(3)

MontgomeryやA.L.Dickinsonの 主 張,あ る い は また,W.A.Paton&

(4)
R.A.Stevensonの 見 解 を あ げ る まで もな く,今 日一 般 に 知 られ て い る と こ

ろ であ る。

この よ うに,時 価 主 義 評価 を前 提 とす る財 産 法 が 期 間損 益 計 算 方 法 と して支

配 的 で あ った 当時 に お い ては,原 価主 義 評価 と表 裏 一体 の 関 係 を 有 す る実 現概

念 は,未 だ,一 般 に 認 め られ て は い な か った,と い うの で あ る。

と こ ろが,1913年 か ら1920年 に か け て起 こっ た物 価 水 準 の上 昇 に直 面 して,

各 企 業 は資 産 の評 価 替 え を 行 な った 。 こ こに,貨 幣価 値 の下 落 に 基づ く未 実 現

の 評 価 益 が 計上 され る こ と とな った の で あ る。1918年 に 至 り,こ れ を め ぐって,

現 金 に よ って実 現(realizedincash)し て い な い利 益 に対 す る課 税 の是 非 が,

会 計学 者 ・経 済学 者 と法 学 者 との 間 で議 論 され た 。 この 議 論 の な か か ら,『 完

了 した 取 引 』(``thecompletedtransaction")や 『現 金 も し くは現 金 等 価 物 』

(``cashoritsequivalent")の 思 考 が,利 益 の実 現 に 関 連 して 具 体 化 し,

1918年 の法 律 に お い て採 用 され る とこ ろ とな った 。 そ して,最 高 裁 判 所 は,税 制

に 関 す る憲 法 改 正 の 解 釈 に お い て,経 済 学 者 や 会 計 学 者 の主 張 す る利 益 概 念 を

認 め る方 向 へ と基 本 姿 勢 を変 更 した 。 す な わ ち,最 高裁 判 所 は,利 益(income)

を 「資 本 か ら分 離 した な ん らか の もの を 意 味 す る」 と し,「 資 本 お よび 労 働,

も し くは 両者 の結 合 か ら生 じた 利 得(gain)で あ る」 と定 義 した 。 しか も,こ

こ で は,利 得 とい う側 面 よ りも分 離(sevarance)と い う側 面 を ヨ リ強 調 した

の で あ る。 ここに 至 っ て,資 本 か らの分 離,す なわ ち,実 現(realization)な

く して利 得 は あ りえ な い,と い う思 考 が 法 的 に も承 認 され,実 現 概 念 が 損 益 計

(2)StudyGrouponBusinessIncome,AIA,op.cit.,p.23.

(3)Montgomery,R.H.,Auditing-TheoryandPractice,NewYork,1912,

p.360.:Dickinson,A.L.,AccountingPracticeandProcedure,NewYork,1913、

pp.80司31.

(4)Paton,W.A.&Stevenson,R.A.Principleso/Accounting,1917.



8

算において一般に認められるようになったのである。以上が,ア メリカ会計士

協会における 『企業所得研究会』の研究報告書に よる,実 現概念誕生の経緯で
(5)

ある。

「1913年か ら1920年 の間にみられた著 しい物価上昇に照 して,実 現の公準は・

た とえ単なる貨幣単位の価格下落を具現 したものにすぎない利得をも利得に含

め るという考え方か ら生 じる種々の影響を緩和するためだけであったとしても・

やは秘 要であ。たであろ覧 。のようセ・,実 現齢 は,第1次 世界大轍

の ア メ リカに おけ る価 格 水 準 の変 動 を 契 機 と して,時 価 主i義評 価 を前 提 とす る

『純 財 産 増 加 』 概 念 と して の利 益 の欠 陥,す なわ ち,未 実 現 評 価 益 の計 上 に 対

す る批 判 と して誕 生 した の で あ る。 した が っ て,そ れ は,い わ ゆ る 「可 処 分 利

益 」 の認 識 の問 題 と密 接 に 関 連 して 誕 生 した概 念 で あ る こ と も,そ の生 成 の 背

景 か ら 明 らか であ る。

実 現 概 念 の台 頭 は,期 間 損 益 計 算 方 法 に お い て,「 財 産 法 の転 落 」(displa㏄ 一

mentofthe``increaseinnetw◎rth"test)で あ り,そ れ に代 わ る 「損 益
(7)

法 」(processof``matchingcostsandrevenues")の 成 立 で あ る 。 した が

っ て,「 そ れ(実 現 概 念)は 会 計 士 の利 益 概 念 の 重 要 な 部分 とな った 。 そ の こ

とは,会 計 士 の注 意 を 貸借 対 照 表 か ら損 益 計 算 書 へ 漸 次 移 動 させ,財 務 諸 表 の
(8)

重要性において,貸 借対照表の地位をまった く逆転させたのである」 と,P.F.

Brundageも いうように,実 現概念の誕生は,会 計思考における貸借対照表観

点から損益計算書観点への重点移行を暗示する。それは,ま た,1931年 以降に
(9)

も た ら さ れ る,「 ア メ リ カ 会 計 学 の 施 回 」一 一 ア メ リ カ に お け る 動 的 会 計 論 の 成

立 一 の,一 つ の 萌 芽 で す ら あ る。

(5)StudyGrouponBusinessIncome,AIA,op.eit.,PP.25-28.

(6)ibid.,p.27.

(7)ibid.,pp.27-28.

(8)Brundage,P.F.,``MilestonesonthePathofAccounting",HarvardBusiness

Review,Vo1・29No・4(July1951),P.74.(カ ッコ 内 は 引 用者)

な お,当 論 文 につ い て は,つ ぎ の書 物 に詳 しい 紹 介 と論 評 が あ る 。 木 村 和 三 郎 著

『会 計 学 研 究 』有 斐 閣 昭 和37年 第1章 。

(9)「 ア メ リカ会 計 学 の 施 回 」 を きめ る要 因 に つ い て は,木 村 和 三 郎 前 掲 書,13--

14頁 を参 照 され た い 。
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第2節 伝 統 的 実 現 概 念 の 内 包 要 件

前節における分析によって,実 現概念の起源は,比 較的,近 代に属すること

を知 りえた。 したがって,伝 統的実現概念 といっても,そ れはきわめて歴史の

浅い概念である。そのためもあってか,実 現概念の意味 ・内容は,今 日,必 ず

しも確定 しておらず,論 者に よって,そ の説 くところを異にしている。そこで,

本節では,伝 統的実現概念にっいての代表的見解として,し ば しば狙上にのせ
(10).

られる,三 つの論者の見解を とりあげ,そ の内包(connotatlon)を 明らかに

しよう。

まず,S.Gilmanの 見解である。彼はつぎのように述べている。

「ある人達は,会 計記録に反映すべき収益が販売財貨を生産する行為のみで

生 じると主張するσまたある人達は,現 金と財貨 もしくは用役の交 換 だ け が

収益認識のテス トを果た しているという。さらにまた多 くの人達は,現 金もし

くは現金に対する法律上の 請求権といったような 現金等 価物(cashequiv・

alent)と 財産もしくは用役との交換が収益の認識に関する唯一の適切な基準を

与えると主張する。2・3の 著 しい例外はあるけれ ども,こ の後者の見解が一

般に受け入れ られており,し たがっていささかその根拠を探究することが至当
(11)

である」 とする。 そ して,ヨ リ具体的には,「エンティティがある資産を他の

資産 と交換する場合,そ の新資産が正常な営業活動において爾後の販売取引を

必要としないで換金される現金に対する請求権でないかぎり,収 益は実現 しな
(12)

い の で あ る 」,と い っ て い る 。

(10)た とえ ば,つ ぎの 文 献 で と りあ げ られ て い る。Windal,F.W.,TheAccounting

ConceptofRealization,Michigan,1961,pp.1-2.:Winda1,F.W.,t`Realization

-ANewLookatOldConcept",NewYorkCertifiedPublicAccountants ,

June1963,pp.395-396.(な お,前 者 につ い て は,つ ぎ の 全 般 的 か つ 詳 細 な 紹 介 ・

論 評 が あ る。若 杉 明,前 掲 書,第12章 第3節 。):武 田 隆二 稿 「損 益 法 に お け る実 現

原 則!国 民 経 済 雑 誌,第109巻 第3号(昭 和39年3月),105-一 一108頁。

(11)Gilman,SりAccountingConceptofprofit,NewYork,1939,p.98.:久 野 光

朗 訳rギ ル マ ソ会 計 学(上 巻)』 同文 館,昭 和40年,127頁 。
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このように,Gilmanに よれば,(1)エ ンティティが自己の財貨 もしくは用役

を外部のエンテ ィティと交換するこ.と,お よび(2)それによって現金もしくは現

金等価物一 爾後の販売取引を必要 としないで換金される現金に対する請求権

一 を対価 として受領すること,こ の二つの要件の充足を実現概念は要求 して

いる。ここに交換とは,財 貨の引渡 し一 所有権の移転行為一 もしくは用役
(13)

の提供をいい,一 般に,販 売行為を意味する。端的にいって,そ れは,相 互に

独立 したエンティテ ィとエンテ ィティとの対外取引であ り,当 該企業実体が当

事者である市場取引の成立である。 また,(2)の 要件は,受 領 した対価を現金も

しくは現金等価物によって確認すべきことを要求するものである。この二っの

要件が,S.Gilmanに よる収益実現の必要 ・十分条件であ り,実 現概念の内包

要件である。

つぎに,E.L.Kohlerの 見解を聞こう。

まず,「実現する(realize)と は,(販 売によって)現 金 もしくは受取勘定に,

あるいは(利 用によって)用 役に,転 換することであり,受 領 した時点で流動

資産に分類され うるような財産,あ るいは直ちに流動資産に転換 され うるよう
(14)

な財 産,と 交 換 す る こ とで あ る」 とす る。 そ して さ らに,「 収 益 の実 現(reve-

nuerealization)と は,財 貨 も し くは用 役 の販 売 者 に よる収 益 の認 識 で あ り,

そ の金 額 も し くは価 額 は,販 売 者 に 対 して購 入 者 が 支 払 う,あ る い は支 払 う こ

とを 約 す る,こ とに 同意 した 貨 幣 額 な い し貨 幣 等 価 額(amountofmoneyor

moneyequivalent)で,値 引 と割 引 とを 控 除 した 純 額 であ る。 販 売 者 に よ る

記 録 の時 点 は,履 行 の時 点,す なわ ち,財 貨 であ れ ば 所 有 権 の移 転 す る時 点 で
(15)あ

り,用 役 で あ れ ば 提 供 さ れ た 時 点 で あ る,と しば しば い わ れ る 。」 ・

以 上 がELKohlerの 実 現 に 関 す る 定 義 で あ る 。 実 現 に 関 す るKohlerの

定 義 で,Gilmanの 見 解 と異 な る 点 は,最 初 の 引 用 文 か ら 明 ら か な よ うに,ま

ず 実 現 を 単 に 収 益 の み の 認 識 概 念 に 限 定 せ ず,交 換 を 認 識 す る た め の 一 般 的 な

(12)ibid・ ・P・103・:久 野 光 朗,前 掲 訳 書,133耳 。

(13)ibid.,P・117・:久 野 光 朗,前 掲 訳 書,148頁 。

(14)Kohler,EL・,ADictionarツforAccountants,3rdedりNewJersey,1963,

p.417.

(15)ibid.,pp.432-433.
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概 念 と して い る こ とで あ る。 そ のか ぎ りに お い て,彼 の実 現 概 念 はGilman

のそ れ よ り大 き い外 延(denotation)を 有 して い る。 しか し,第1章 第2節 で

述 べ た よ うに,こ の 点 に つ い て の考 察 は本 論 の直 接 関与 す る と ころ で は ない 。

そ れ で は,両 者 の 相 異 点 は それ 以外 に あ るで あ ろ うか 。Kohlerは 実 現 一 般

の定 義 に お い て,受 け取 られ た資 産 の性 格 を,現 金 も し くは現 金 等 価 物 に か ぎ

る こ とな く,流 動 資 産 の 範 囲 まで 認 め て い る。 しか し,こ の点 に っ い て も,

「収 益 の実 現 」 に お い て は,収 益 は対 価 と して受 領 した 貨 幣 も し くは貨 幣 等 価

額 に よ って記 録 され るべ きで あ る,と して い る。 した が っ て,言 葉 の上 で の相

異 は あ って も,こ の 点 にっ い て,両 者 の本 質 的 差 異 は な い 。 す な わ ち,Gilman

が 「現 金 も し くは現 金 等 価 物 」 とい い,Kohlerが 「貨 幣 も し くは 貨 幣等 価 額 」

とい って い るにす ぎず,両 者 と も 「爾後 の販 売 取 引 を必 要 と しない で換 金 され

る資 産 」 の受 領 を収 益 実 現 の要 件 と して い る の で あ る。

ま た,Kohlerは,記 録 の時 点 を 「履 行 の時 点 」「と して規 定 し,さ らに,こ

れ を 明確 に してい る。 しか し,す で に み た よ うに,Gilmanも また 実 現 概 念 の

具 体 的 展 開 過 程 に お い て 同 一 の 見 解 に立 つて い る。 した が って,こ の点 に お い

て も,わ れ わ れ がGilmanの 見 解 の な か で指 摘 した,実 現 概 念成 立 の ため の

も う一 っ の要 件 を も認 め て い る。 す な わ ち,そ れ は,「 財 貨 も し くは用 役 の販

売 者 に よ る収 益 の 認 識 」 とい う表 現 に も明 らか な よ うに,エ ソテ ィテ ィが 自己

の財 貨 ・用 役 を 他 の エ ン テ ィテ ィと交 換 す る こ と,い い か え れ ば,相 互 に独 立

した ニ ンテ ィテ ィ間 の対 外 取 引 の存 在 の要 件 で あ る。

さて,伝 統 的 実 現 概 念 と して と りあ げ る第3の 見 解 は,W.A.Paton'&A.

C.Littletonの そ れ で あ る。 彼 らは つ ぎの よ うに い う。

「収 益 は顧 客 か ら受 け 取 ワた新 しい 資 産 で 測定 され た,企 業 の生 産物 で あ る。

収 益 は,営 業 の 全 過 程 す な わ ち 企 業 努 力 の 全 過 程 に よ って稼 得(earn)さ れ,

生 産 物 が 現 金 も し くは 他 の確 実 な資 産(cashorothervalidassets)に 転 換
(16)

され る こ とに よ って実 現(realized)す る」 と。 そ して さ らに,「 この場 合,暗

黙 の うち に二 つ の テ ス トが 考 え られ てい る。 す な わ ち,(1)法 的 な販 売 も し くは

同様の過程による轍 と,(・)瀬 賭 ・よる翻(。 ・lid。t量。n)で あ鴇 と、、

(16)Paton,W.A.(旦Littleton,A.C.,AnIntroduct.iontoCorporateAccounting

Standards,AAA,1940,p.46.
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う。

ここにおいて,ま ず,稼 得 と実現 とが明確に区別されている。そ して,後 者

すなわち実現の成立要件 として,第1に,「 法的な販売もしくは伺様の過程に

よる転換」が要求 されている。この要件は,端 的にいって,Gilmanが 「エン

テ ィテ ィによる交換」といい,Kohlerが 「履行」すなわち 「所有権の移転な

い し用役の提供」といっていた要件である。 したがって,こ こで もまた 「エン

テ ィテ ィとエソティテ ィとの対外取引」,す なわち,「独立した当事者間の交換

取引の存在」を実現概念成立の必要条件としているのである。

また,第2の 要件は,「現金もしくは他 の確実な資産」,す なわち,流 動資産

の受領である℃ この点,Gilmava説 にあっては,「現金もしくは現金等価物」

であり,Kohlerに おいては 「貨幣もしくは貨幣等価額」であった。 したがっ

て,Paton&Littletonは,他 の二者に比 して,実 現概念の成立要件を緩和 し

ている。 しか し,「受領した対価」の範囲を流動資産にまで,そ れゆえ,量 的

に拡大しているのであって,そ れは質的な拡大を行なっているわけではない。

なぜなら。依然 として,「対価の受領」を実現概念の 成立要件としているか ら

である。 相異するのは,「 対価として受領する資産の範囲」をどこまで認める

カ㍉ とい う点だけである。

したがって,以 上の考察か ら,わ れわれは,つ ぎの二つの要件を伝統的実現

概念の内包 として,あ げることができる。

〈1)当 該実体が外部の独立 しだ実体に対 して財貨 ・用役を提供する行為の存在

(対外取引テス ト)

(2)そ の対価 として当該実体がなんらかの確実な資産一 せいぜい流 動 資 産
(18)

一 を受 領 し,(ユ)の行 為 を 確認 す るこ と(流 動 性 テ ス め

ち なみ に,こ の二 つ の要件 カミわ が国 に お け る実 現 概 念 の 規 定 に も要 求 され て

い る こ とを 示 して お こ う。 す な わ ち,『 税 法 と企 業 会 計 原 則 との 調 整 に 関 す る

意 見 書 』 そま,こ の点に つ い て.つ ぎの よ うに述べ て い る。 「『実 現 』に 関 す る会

(17)iibid.,〕p.49.

(18)「 対 外取 引テス ト」お よび 「流動 性テス ト」 とい う用語は 阪本安一教 授の もので

ある。'阪本安一稿 「実現概 念に関 する一考察」会計 第89巻 第6号 て昭和4ユ年6月),

19頁 。
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計上の証拠は,原 則 として,企 業 の生産す る財貨または役務が外部に販売され

た とい う事実に求められるので,こ れをとくに販売基準 と名づける。……販売

基準に従えば,一 会計期間の収益は,財 貨または役務の移転に対する現金 また

は現金等価物(手 形,売 掛金等)そ の他の資産による対価の成立によって立証

された ときにのみ実現す る。」(総論第一の二 実現主義の原則の適用 なお,傍 点

は引用者)

ここでは,対 外取引によって受領 した対価を 「その他の資産」まで認めてい

る。それゆえ,実 現概念を前三者によりもさらに広 く規定 し,そ の量的拡大を

計 ってはい る。 しか し,依 然として,「対価の受領」を実現概念成立の必要条

件 としている点では,前 述の見解 と共通の要素を有 している。

さらに,当 意見書の規定において,実 現概念は 「販売概念」を意味すること

が明確 に指摘 されている。 このように,伝 統的実現概念は,「 売上収益の認識
'「(19)

のた め に成 立 し,実 現 と販 売 とは 同i義語 の よ うに 用 い られ て きた。」 この こ と

は,前 掲 三 者 の 見解 に も,明 示 的 も し くは暗 示 的 に説 かれ て い る。 また,ア メ

リカ会 計 土 協 会 の 『株 式 会 社 財 務諸 表 の監 査 』(AuditofCorporateAccounts)
(20)

も,「利益は通常の営業過程において販売が行なわれた時に実現する」 と,実

現 と販売とを同義的に用いている。 さ らに,わ が国のr企 業会計原則』も,

「売上高は実現主義の原則に従い,商 品等の販売又は役務の給付によって実現

したものに限る」(第二損益計算書原則三のB)と,同 様の立場をとっている。

以上のように,伝 統的実現概念は,(1)当 該実体 と他の独立 した実体 との間の

財貨 ・用役に関する交換取引の存在 と(2)対価としての資産一 通常,流 動資産

一 の受領とい う,二 つの要件をその内包 とし,販 売概念 と同義語に用いられ

てきた。

第3節 伝 統 的 実 現 概 念 の 意 義 と 限 界

伝 統 的 実 現 概 念 は,第1節 で 述 べ た よ うに,第1次 世 界 大 戦 後 の ア メ リ カ に

(19)若 杉 明,前 掲 書,233頁 。

(20)May,G・0・,FinancialAcco%nting:ADistillationofExPerience,NewYork,

LP .18ユ.
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おける価格水準の上昇を契機 として,時 価主義評価に伴 う未実現評価益の計上

を排除するために,生 成 した概念であった。それゆえ,伝 統的実現概念は,い

わゆる 「可処分利益」概念 と密接に 関連 して生 まれた概念であ り,「対価の受

領」を流動資産に求める所以もまたここにあるといえよう。

そして,実 現概念誕生の会計学的意義は,時 価主義評価を前提 とするr純 財

産増加』概念としての利益概念を否定 し,原 価主義評価に基づ く期間収益 ・期

間費用の対応による近代的損益法を中心 とする動的会計論への胎動であった。

また,実 現概念は,具 体的には,販 売収益の認識概念として機能することによ

って,第3次 産業はもちろんのこと,見 込生産を行なう第2次 産業のためにも,

客観的に して確定的な期間損益計算一 「可処分利益」の計算一 を行な う重

要な基礎を提供 してきた。

ところが,以 上のような役割を果た してきた伝統的実現概念は,今 世紀後半

に入 って,価 格水準の変動とい う社会 ・経済的環境のもとで,新 たな反省ない

し批判に直面 している。第1次 世界大戦後の価格水準の変動を契機 として台頭

した実現概念としては,ま ことに皮肉なめ ぐり合せである。

こうしたことの理由を仮説的に一 仮説的にとは,新 たな動向を究明してい

く過程で,や がて論証されることであろうから,こ こでは,こ のように仮説的

としておく 述べれば,概 略っぎの通 りであろう。

企業活動は,概 念上,財 貨 ・用役をめ ぐる(1)取得活動,(2)保 有活動,(3)生 産

活動,お よび(4)販売活動等から成る一連の活動である。そ して,企 業の収益な

いし利益は,す でに検討 したPaton&Littletonの 見解にもはっきり示され

ていたように,こ れら諸活動の全過程から生み出された成果である。ところが,

伝統的実現概念のもとにあっては,収 益は,原 則として,財 貨 ・用役が販売さ

れた期間に一括 して認識される。販売活動は,代 金回収過程を別として,企 業

活動の全過程のうち最後の過程である。 したがって,伝 統的実現概念の適用に

よって,販 売活動がなされた期間に至って,収 益が初めて認識されるとすれば,

ここに至 らない企業活動の成果は当該期間の収益ない し利益に反映されないし,

さらにまた,当 該期間の収益ないし利益のなかには,過 去の企業活動の成果が

含 まれることとなる。

もちろん,Paton&Littletonが 「収益は営業の全過程すなわち企業努力の
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全過程によって稼得(earn)さ れ,… …」 と述べていたように,伝 統的実現概

念を説 く論者にあっても,収 益ないし利益は販売活動のみに帰属する,と 主張
(21)

す るわ け で は な い。 しか し,伝 統 的 実 現 概 念 に よ る収 益 認 識 の結 果 は,「 これ

ら の過 程 の すべ て の成 果 が,製 品 の販 売 され た期 の期 間利 益 に含 まれ る こ とに

な る。 … … かか る期 間利 益 は,過 去 の期 の営 業 活動 の成 果 の一 部 を含 み,ま た
(22)

当 期 の営業 活動 の成 果 の一 部 を含 まな い こ とに な る」 の で あ る。

した が って,伝 統 的実 現概 念 に よ る期 間 収益 の認 識 は,前 節 で 明 らか に した

内 包 要 件 に よ って,期 間 損益 計算 の客 観 性 お よび確 定 性 を達 成 す る こ とが で き,

そ れ に よ って,「 可 処 分 利 益 」 の認 識 を 達成 す る こ とは で きて も,損 益 計 算 に
(23)

おけ る 「期 間 個 別 の真 実 性 」 な い し正 確 性 を 達 成 す る こ とが で きな い 。 そ の こ

とは,多 種 多 様 な 利 害 関 係 者 に 対 して,可 能 な か ぎ り,リ アル な 会計 資料 を 提

供 す る とい う目的 か ら も,さ らに また,近 年 に お け る企 業経 営 の科 学 化 ・専 門

化 に伴 う高 度 な 管 理 的 要 請 に 対 して も,と もに 不 十 分 な もの とな るで あ ろ う。

こ こに,「 期 間個 別 の真 実 性 」 を 達 成 す る と同時 に,従 来,伝 統 的 実 現 概 念

の 適 用 に よ って,販 売 とい う企 業 活 動 の頂 点 な い し一 部 に お い て,す べ て一 括

的 に認 識 され て い た 収益 を,可 能 なか ぎ り,企 業 活 動 の各 過 程 の成 果 を反 映 す

る よ うに,識 別 して認 識 す べ きで あ る,と い う新 しい 要 請 が 生 まれ る ので あ る、

この新 た な 要 請 に 対 して,伝 統 的 実 現 概 念 に よ る期 間 収 益 の認 識 は十 分 に 適 合

しえず,そ こに,こ の概 念 に 対 す る反 省 と批 判 が 生 まれ てい る ので あ る。

とは い って も,会 計 の世 界 に あ って は,原 則 と して,財 貨 ・用 役 の生 産 活 動

に 基 づ く成 果 生 産 過 程 に おけ る価 値 増 殖 分 一 を 独 立 して客 観 的 に 認 識 す

(21)た とえば,G.().Mayは,「 い うまで もな く,製 造 と販 売 との労苦の過程が利益

を伴 った製 品の引渡 しに よって頂点 に達す る場 合,慣 習的方法を別 とすれば,そ の利

益 は,販 売 もし くは引渡 しの生 じた時 点に帰属 しえない」(May,G.().,op.cit.,P.

30)と いい,W・A・Patonは,「 会計上,一 般 的承認 がえ られてい る主要な点があ る

とすれ ぽ,そ れは収益が生産の全過程か ら生ず るとい うことで ある」(Paton,W・A・,

``DeferredIncome-AMisnomer ,"JozernalofAccountancy,Sept.1961,p.

39),と いっている。

(22)森 田哲彌稿 「期間利益の性格」 ビジネ ス ・レビー.一 第14巻 第3号,25頁 。

〈23)「 期間個別の真実性」等,期 間損益計算の真実性につい ては,谷 端 長著 『動的

会計論』森山書店,昭 和43年,第5章 一第8章 に詳 しい研究が ある。
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(24)

ることはできない。 また,取 得活動に基づ く成果は,理 論的には,「 当期の費
(25)

用要素の取得日の正常取得価額一当期の費用要素の実際取得価額」 として,認

識できよう。 しか し,「取得日においては,原 価と価値は(少 なくとも大部分
(26)

の取引において)実 質的に同一である」,とPatonも いうように,取 得活動に

基づ く成果は,少 な くとも自由競争経済を前提 とするかぎ り,ゼ ロと考えてよ

いであろう。 さらにまた,生 産活動や取得活動に基づ く成果は,販 売活動に基
(27)

つ く成果とともに,本 来の正常営業活動の成果である,と も考えられ うる。 こ

れに反 して,保 有活動に 基づ く成果は,当 該財貨の保管中 に生 じた購入価格
(28)

取 替 原 価 の 変 動 に 起 因 す る成 果 で あ っ て,前 老 と は 異 質 の 要 素 で あ ろ

う。 な ぜ な ら,後 者 は,企 業 の 外 的 要 因 に 多 くは 起 因 す る も の で あ っ て.原 則

と して,経 営 者 の 管 理 不 能 も し くは 管 理 困 難 な 要 因 に 基 づ く成 果 だ か ら で あ る σ

した が っ て,企 業 活 動 の 各 過 程 の 成 果 を 反 映 す る よ うに,会 計 上,収 益 を 認

識 す る と い っ て も,所 詮,そ れ は,企 業 の 成 果 を 本 来 の 正 常 営 業 活 動 に 基 づ く

成 果 と そ れ に 付 随 した 保 有 活 動 に 起 因 す る成 果 と に,分 解 して 認 識 す る こ と と

な る 。 近 年,価 格 水 準 の 変 動 と い う社 会 ・経 済 的 環 境 か ら生 ま れ た 要 請 も.そ

して こ れ に 刺 激 さ れ て 起 った 伝 統 的 実 現 概 念 に 対 す る 反 省 と批 判 も,ま さ に,

こ の 保 有 活 動 に 基 づ く成 果 一 保 有 損 益(holdinggainsandIosses)・ の

(24)た だ し,理 論 的 には,N・MBedfordの 説 くよ うに認 識 可 能 で あ る と も考 え ら

れ うる(Bedford,N。M.,lncomeZ)eterminationTheory'AnAccountingFrame-

worh,Massachusetts,1965)。 しか し,こ の見 解 の検 討 は別 の 機 会 に譲 らざ る を え な

い 。本 書 で は,し た が って 上 述 の よ うな 前 提 で 議 論 を 展 開 す る 。

(25)森 田哲 彌,前 掲 稿26頁 。

(26)Paton,W.A."CostandVa!ueinAccounting",/oasrnalofAccountancy,

March1946,inDavidson,S.,GreenJr.,D.,HorgrenrG.T.&Sorter,G、H.r

AnIncomeAPProachestoAccountingTheorン:ReadingsandQuestions,New

Jersey,1964,p.22.

(27)森 田哲 彌,前 掲 稿,26頁 参 照 。

(28)EO.Edwards&P・W・Bellは,こ れ を 原 価 節 約(costsaving)と よび,他

方,「 生 産 と販 売 に 関 す る利 益 」 を 当 期 営 業 利 益(currentopeτatingprofit)と よん

で,両 者 を 区 別 す る。彼 等 の 場 合 に は,取 得 活 動 に 起 因 す る成 果 を前 者 に 含 め て い る.

と考 え られ うる。(Edwards,E.Q&Bell,P.W.,TheTheorツandMeasurement

ofBusiness∬ncome,CalifQrnia,1965,PP・92-93.)
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分解認識をめ ぐってなされている。そこで,次 章以下においては,こ の点に関

連させなが ら,伝 統的実現概念に対する反省と批判の動向を探究 していこう。
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第3章 アメ リカ会 計学会 の見解

第1節 は じ め に

長所は,観 点をかえる時,往 々に して短所 となる。未実現評価益の認識を排

除することは,未 販売の成果,と くに保有損益を認識 しえず,し たがって期間

個別の成果をあ りのままに認識 しえないこととなる。未実現評価益の認識を排

除 し,そ れによって会計資料に客観性を付与する伝統的実現概念の長所は,企

業活動の成果を可能なかぎりあ りのままに認識 し,会 計資料のリア リィティを

増大するとい う観点からは,逆 に,短 所 となる。いいかえれば,期 間個別の成

果をあ りのままに認識 し,つ いで,こ れを,少 な くとも本来の正常営業活動に

基づ く成果一 営業損益一 とそれに付随 した保有活動に起因する成果 保

有損益 とに分解 して認識 したいとい う要請に対 して,伝 統的実現概念に よ

る収益の認識は十分に適合することができない。

それゆえ,今 世紀後半の現代会計学における新たな動向では,一 方において

伝統的実現概念の不備を反省 し,こ の概念 ・内容を変革す ることによって,ま

た,他 方においては伝統的実現概念の欠陥を批判 し,こ れに代わ る概念一 発

生概念(accrualconcept)一 を採用することによって,新 たな要請に適応 し

ていこうとする動きがみられる。前者の方途を歩むかにみえるのが アメリカ会

計学会であ り,後 者のそれをとるのがアメリカ公認会計士協会であるといえる。

本章では,ア メリカ会計学会の1957年 以降における実現概念の動向か ら明らか

に してい くこととしよう。

第2節 『AAA1957年 基 準 』 に お け る 見 解

ア メ リカ会 計 学 会 は,1957年 に,r会 社 財 務 諸 表 の 会 計 お よび 報 告 諸 基 準

(1957年 改 訂 版)』(AccountingandReportingStandardsforCorporate
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FinancialStatements;1957Revision)と 題 す る 会 計 基 準(以 下,本 書 で は,

(1)

これをrAAA1957年 基準』 とい う)を 発表 し,従 来 の 見 解 を 大 幅 に 変 更 した 。 そ

こに お い て,企 業 実 体(businessentity)な ど三 っ の基 礎 概 念(underlying

concepts)と と もに,実 現(realization)概 念 を も基 礎 概 念 の一 つ に加 え る と

と もに,こ れ をつ ぎ の よ うに 規 定 した の で あ る。 す なわ ち,「 実 現 の本 質 的 意

味 は,資 産 また は 負債 に お け る変 動 が,会 計 記 録 上 で の認 識 計 上 を 正 当化 す る
(2)

に足 るだ け の確 定 性 と客 観 性 とを備 え るに 至 った とい う こ とで あ る」 と。

こ こに お い て,わ れ わ れ は,こ の実 現 概 念 が単 に収 益 認 識 の概 念 と して の み

な らず,会 計 一 般 に つ い て の認 識概 念 と して定 義 され て い る こ とに まず 気 づ く。

な ぜ な ら,「 資 産 また は負 債 に お け る変 動 」 とは,結 局,収 益,費 用 お よび 資

本 の変 動 を も含 む か らで あ る。 それ ゆ え,こ れ の 「認 識 計 上 」(recognition)

とは,資 産,負 債 のみ な らず,会 計 要 素 の すべ て の変 動 を認 識 す る こ とを意 味
(3)

す る。 した が っ て,こ こ で の実 現 概 念 は,伝 統 的実 現 概 念 に比 して,き わ め て

広 範 な適 用 領 域 を有 す る こ と とな る。

す でに 第1章 で述 べ た よ うに,本 書 の 当面 の課 題 は,収 益 の 認識 概 念 に っ い

て,そ の動 向 を探 り,か つ妥 当 な認 識 概 念 を探 究 す る こ とに あ る。 した が っ て,

上 の 点 に 論 及 す る こ とは蛇 足 で あ る と も思 わ れ よ う。 しか しで あ る。 以 下 の考

察 で も 明 らか に な る よ うに,実 概 概 念 の適 用 領 域 を拡 大 す る こ とは,必 然 的 に,
(4)

こ れ を 抽 象 的 な 概 念 と化 す る 。 そ し て,そ うす る こ と に よ っ て,伝 統 的 実 現 概

(1)rAAA1957年 基 準 』 の主 要 な特 徴 に つ い て は,つ ぎの もの を 参 照 され た い 。

黒 沢 清 著 『近 代 会 計学 』 春 秋 社 昭 和41年,238-258頁 。

中 島 省 吾 著 『会 計 基 準 の理 論 』 森 山 書 店 昭 和36年,第13章 。

(2)AAA,CommitteeonConceptsandStandards,``AccountingandReporting

StandardsforCorporateFinancialStatements-1957Revision",inAccott77ting

andRePortingStandardsforCorPorateFinancialStatementsandPreceding

StatementsandSuPPIements,AAA,p.3.:中 島 省吾 訳 編 『増 訂AAA会 計 原 則 』

中 央 経 済 社 昭 和39年,132頁 。

(3)た だ し,厳 密 に い えば,自 己 資 本 相 互 の 交 換 取 引 の み は 含 まれ な い 。

(4)実 現 概 念 の 外 延 を 拡 大 した こ とに対 して,W・J・Vatterは,実 現 の意 味 が 不 明 瞭

に な った と批 判 し,ま た,G・J・Staubusは,そ れ が 「わ け の 分 か らな い 言 葉(jar・

gon)」 に な って しまい,無 用 の もの とな った か ら,こ の 言 葉 を 用 い る の を い っそ の こ と

や め るべ きで あ る,と す らい って い る。 【Vatter,W.」,"AnotherLookatthe1957
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念 の栓 楷 を脱 し,そ れ に 弾 力 性 を 付 与 す る こ とに よ っ て,前 章 第3節 で述 べ た

新 た な 要 請 に 適 合 し うる途 も開 け る とい うので あ ろ う。

そ れ は さ てお き,こ の 定i義か らrAAA1957年 基 準 』 にお け る実 現 概 念 の 成

立 要 件 は,「 確 定 性 」(defini・tness)と 「客 観 性 」(obj,ectiveness)と で あ るa

これ を伝 統 的 実 現 概 念 の そ れ,す な わ ち,(1)独 立 した 当事 者 間 に お け る財 貨 ・

用 役 をめ ぐる交 換 取 引 の存 在 と㈲ 対 価 と して の(流 動)資 産 の受 領 とい う二 っ

の要 件,と 比 較 す る時,前 者 は著 し く抽 象 的 な,か つ 分 散(divergence)の 大

き い概 念 で あ る こ とは あ ま りに 明 白 で あ ろ う。.こ の こ とこ そ,G.J.Staubus
(5)

が 「新 しい 実 現 概 念 はわ け の分 か らな い言 葉 に な った 」 と い う所 以 で あ ろ う。

「確 定 性 」 と 「客 観 性 」 とは,い か な る意 味 ・内容 を有 す る の で あ ろ うか 。
(6)

そ こで,一 般 に,『AAA1957年 基 準 』 の実 現 概 念 を深 化 ・発 展 させ た,と い

わ れ て い るF.,W.Windalの 見 解 を 聞 く こ とに しよ う。

Windalに よれ ば.「 確 定 性 」 とは 「恒 久 性 」(permanence)で あ り,「 客 観

性 」 とは 「測定 可 能 性」(measurability)で あ る。 そ して,「 確 定 性 」 とは,

「あ る項 目が 取 り消 され そ うな 可 能性 が な い こ と」,す なわ ち,「 そ れ が 恒 久 性

を有 す る よ うに 思 え る」 こ とで あ って,「 測 定 可 能 性 と同様,会 計 士 の判 断 に

依 存 す る。」

また,「 客 観性 」 とは.「 主 観 性(subjectivness)の 対 照 概 念 で あ り,あ る項

目が認 識 され る に足 る だけ 十 分 に客 観 的 であ るた め に は,そ れ が 当該 項 目を検

討 す るすべ て の会 計 士 に と って実 質 上 同一 で あ る」 こ とを い う。 そ して.「 測

定 可 能 性 とい う属性(quality)は,客 観 性 の要 請 を大 い に 満 た す もの と思 え る。

あ る項 目が か な りの程 度 正 確 に測 定 され うる な らば,そ れ は相 当 に 大 きな 客 観

性 を 有 す る。 … …要 す るに,会 計士 の判 断 が この要 素 の 適 用 に は 含 まれ る。」

以上が 雁 定性」と 「客観性」に関するWi・d・1の 見解のあらましであ91

Statement,"AccountingReview,Vo1.37No.4(Oct.1962).pp.661-662.:Staubus
,

G.エ,``Commentsonthe1957Revision",AccσttntingReview
,Vo1.33No.1

(Jan.1958),p,21.】

(5)Staubus,(}.J.,op・cit.,P.21.

(6)武 田 隆 二 稿 「損 益 法 に お け る 実 現 原 則 」 国 民 経 済 雑 誌 第109巻 第3号(昭 和39

年3月),105頁,お よ び 若 杉 明 著 『企 業 会 計 基 準 の 構 造 』 実 務 会 計 社 昭 和41年,

243頁 等 を 参 照 。
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な る ほ ど,「 確 定 性 」 を 「恒 久 性 」 と し,「 客 観 性 」 を 「測 定 可 能性 」 と し,

さ らに,両 者 が 「会 計 士 の判 断」 に依 存 して い る こ と を 明 ら か に し た 点,

Windalの 見 解 は,rAAA1957年 基 準 』 に お け る 実 現 概 念 の 意 味 ・内容 を 深

化 ・発 展 させ た も ので あ る とい え よ う。 しか し,そ れ で もな お,わ れ わ れ は,

「確定 性」 や 「客 観 性 」 の意 味 ・内 容が 抽 象 的 な,分 散 の 大 き い概 念 で あ る,

とい わ ざ るを え な い の で あ る。 な ぜ な ら,「 あ る項 目が取 り消 され そ うな 可 能

性 が ない 」 と は,ど うい う事実 を い うの か,ま た,「 か な りの 程 度 正 確 に」 と

か,「 相 当に 大 きな 」 とい う副 詞 や 形 容 詞 は程 度 の問 題 で あ り,そ れ ゆ え,そ
(8)

れ は,所 詮,「 会 計 土 の判 断 」 に委 ね ざ る を え な い 問題 だ か らで あ る。

この よ うに,『AAA1957年 基 準 』 に お け る実 現 概 念 の 成立 要件 は,「確 定 性 」

と 「客 観 性 」 とい う,き わ め て抽 象 的 な,分 散 の大 き い概 念 で あ る。 そ れ とい

うの も,実 現 概 念 を,単 に 収益 の認 識概 念 に 留 め る こ とな く,会 計 一般 の 認 識

概 念 と した 結 果 で あ ろ う。 そ こで,「 確 定 性」 と 「客観 性」 とを 満 た す 条 件,

す な わ ち実 現 テ ス ト(testsofreahzation)と して,『AAA1957年 基 準 』 は

具 体 的 に どの よ うな 条 件 を 考 え て い るの で あ ろ うか 。 つ ぎ に,こ の点 の考 察 に

進 む こ と と しよ うσ

この 点 に つ い て,『AAA1957年 基 準 』 はつ ぎ の よ うに述 べ て い る。 「この よ

うな実 現 の 認 識 は,独 立 の 当 事者 聞 の交 換 取 引が 行 なわ れ た こ と,こ れ ま でに

確 立 され た 取 引 上 の 実践 慣 行 に か な って い る こ と,あ る い は,そ の履 行 が 実 質

的 に確 実 視 され る よ うな契 約 諸 条 件 を 基 礎 と して行 なわ れ る こ と とな ろ う。 そ

の認 識 は,銀 行 制 度 の安 定 性,商 業 上 の契 約 の 抱東 力,あ るい は,高 度 に組 織

化 され た市 場 が 資産 の他 の形 態 へ の転 形 を 容 易 に し うる能 力 のい か ん に よ っ て

(7)Winda1,F.WりTheAccountingConceptofRealization,Michigan,1961,PP.

75-76.

(8)な お,私 見 に よれば,「客観性」 と 「測定可能 性」 とを同一視す るF.W.Winda1

の見解には 同意 し難 い。 ある項 目が客観性 を有す る とい うことは,こ れ を検 討す る会

計士が実質上 同一 の認識 をす る ことである,とWindalも いっている ように,測 定者

に ょってそ の値 が異 な らない ことであろ う。それゆえ,無 限定の 「測定 可 能 性」 と

「客観性」とをただちに同一視 す ることはで きない。いいか えれば,測 定可能で あって

も,そ の値 が測定 者に よって異 な るな ら,そ れは主観的であ る。 したが って,「 測定

可能性」 は,「 客観 性」の必要条件ではあ って も,十 分条件で はない.
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(9)
規定される。」

以上のように,(1)独 立 した当事者間における交換取引の存在,(2)取 引上の実

践慣行への適合性,お よび(3)履行の確実な契約諸条件の存在の三つの要件のう

ち,い ずれか一つの要件を満たすなら,実 現テス トは満たされるとする。 しか

も,そ れは,銀 行制度の安定性等,企 業の社会 ・経済的環境のなかで判断され

る問題である,と いうのである。

それゆえ,こ こで,是 非とも指摘 しておかねばならない重要な点が一つある、

従来,『AAA1957年 基準』については,多 くの論評がなされてきた。 しか し,

肝心のつぎの点が看過されているからである。 それはほかでもない。 「独立 し

た当事者間における交換取引の存在」とい う条件が実現概念の成立要件と して,

必ず しも不可欠の要件とされていない事実である。上にみたように,そ こでは,

この要件をも含めて三つの要件のうち,い ずれか一つが満たされれば,実 現概

念の成立は十分なのである。それゆえ,こ こでは,伝 統的実現概念の絶対条件

(condition)で あった,そ の地位は,い まや,「 客観性」 と 「確定性」を満た

すための相対基準(relativecriterion)へ 転落 して しまったのである。この点

については,『AAA1957年 基準』を深化 ・発展 されたといわれる!W孟ndalの
(10)

見 解 に お い て も同 様 の立 場 が と られ て い る。

こ こに こそ,わ れ わ れ は,rAAA1957年 基 準 』 に お け る実 現 概 念 の も っ と

も重 要 な 質 的 変貌 な い し拡 大 を見 出す の で あ る。 それ は,も は や伝 統 的 実 現 概

念 の展 開(development)で は な くして,明 らか に転 開(conversion)で す ら

あ る とい え る。

rAAA1957年 基 準 』 は い う。 「資産 の 総 額 に お け る増 減 は 市 場 取 引 あ るい

は これ に 準ず る もの に よっ て裏 づ け られ るべ き で あ る。 例 え ば,発 見,寄 贈,

あ るい は 自然 増 加 の過 程,お よび,(あ る種 の 契 約 の も と で の)生 産 が新 しい

資産 の認 識 を伴 う こと もあ る。 あ らゆ る場 合 に つ い て客 観 的 測 定 の要 件 が み た

され ね ば な らな い。 実 現 概 念 は 資 産 増 加 を認 識 す るた め の 一 般 基 準 を 提供 す
(11)
る」 と。 ここ で も,一 応,市 場 で の 取 引(あ るい は これ に 準 ず る もの)に よ っ

(g)AAA,CommitteeonConceptsandStandards,oP.cit.,p.3.:中 島省吾 前掲

訳 編書,132頁 。

(10)Windal,F.W.,op.cit.,P.83,
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て(収 益の)認 識が裏づけられるべきことを要求 してはいる。 しか し,そ れは

当該企業実体が当事者である市場取引によってであるか否かは必ず しも明確で

はない。む しろ,そ れが必ず しも要求されてはいない,と いえる。その理由は

こうである。ここに例示 された発見,発 生,自 然増加,お よび生産等による収

益の認識は,従 来,実 現概念の例外である発生概念によって,認 識 されると一

般に認められてきた。 しか し,こ こでは,こ れらをも実現概念による収益認識

のもとに包含 している。 したがって,こ の場合,当 該実体が当事者である市場

取引の存在を望むことなどできようはずがないからである。この ことは,ま さ

に,実 現概念による発生概念の包摂(subsumption)で あ り,実 現概念か ら発

生概念への転開である,と いえよう。

企業会計は,い うまでもな く,個 別資本の運動をその認識対象 とする技術で

あり,「企業実体」の公準の上に成 り立つ制度である。 この公準によって,会

計は,一 般的経済事象一 外部事象一 から個別的会計事象一 内部事象一
(12)

を客観的 ・確定的に識別することができるのである。「独立 した当事者間 に お

ける交換取引」は,当 該企業実体と外部の実体との交渉であり,経 済事象を会

計事象となす当該実体の活動である。すでにみたように,伝 統的実現概念は,

その存在を実現のための必要不可欠の条件とする。これを不可欠の条件とす る

か らこそ,い いかえれば,「企業実体」の公準を極端に遵守するからこそ,そ
(13)

れ は,評 価 論 に お け る原 価 主 義 と表 裏 一 体 の関 係 を なす の で あ り,保 有 損 益 の

認 識 を否 定 す る の で あ る。 そ れ ゆ え,私 見 に よれ ば,ア メ リカ会 計 学 会 の評 価

論 に おけ る,そ の後 の変 貌 は ま さに 実 現 概 念 の この質 的 拡 大 のな か で胎 動 して

いた の であ る。

そ こ で,rAAA1957年 基 準』 に お け る 資 産 評 価 に 関 す る 論 述 を瞥 見 してお

こ う。 同基 準 はつ ぎ の よ うに述 べ て い る 。 「資 産 の価 値 は そ の用 役 潜 在 分 の貨

幣 等 価 額 で あ る。 概 念上 は,こ の よ うな貨 幣 等 価 額 とは,そ の資 産 が 生 み 出す

(11)AAA,CommitteeonConceptsandStandards,op・cit・,PP・3-4.:中 島省吾

前掲訳編書,133頁 。

(12)Littleton・A・C・ ・EssaysonAccountancy・Urbana・1961・P・412・:本 書,第6

章89-91頁 参照。

(13)本 書,第6章 参照。
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用役のすべての流れの将来の市場価格を確率 と利子率 とに よって現在価値に割
(14)

引 い た もの の 合 計 額 で あ る。」 この よ うに.『AAA1957年 基準 』 の とる 評 価 基

準 は,理 論 的 に は,「 将 来 現 金 収 入 の割 引 額 」(discoun-tedfuturecashmove・
　 　

meent)で ある。 それは,明 らかに,時 価主義評価であって,原 価主義か らの

離脱である。

とはいっても,『AAA1957年 基準』の具体的な 評価基準は,実 際的には,

貨幣的資産を除けば,従 来とほとんど同様で,原 価主義の域を一歩 も出ていな

い。それがたとえ理論と実践 との妥協の結果による後退であるにせ よ,上 に述

べたことは,あ くまで,ア メリカ会計学会のその後の評価論における変貌の胎

動にすぎないのである。

以上のことは,収 益についてもいえる。 同基準 は,「実現総利益の主要源泉

である,収 益は,あ る期間に企業がその顧客に提供 した製品または役務の総体
(16)

を金額で表示 した ものである」,と いっている。 ここでは,販 売収益が実現利

益の主要源泉である,と されている。とすれば,主 要源泉以外の収益が当然考

えられているはずであろう。とりわけ,わ れわれの関心は,保 有利得が実現利

益の副次的源泉と考えられているか否かである。 「さきに説明 したような 修正

以外は,変 更を加えずに(取 得価額のままで)繰 越すぺきである。例えば価格

水準の変動に対する修正はその基礎 となる資産価額が客観約に表示されている
(17)

場 合 に の み 有 意 義 と な る 」 と述 べ,価 格 水 準 の 変 動 に 対 す る 修 正,す な わ ち,

保 有 損 益 の 認 識 を 認 め るか の ご と き 態 度 を 示 す 。

しか し,そ れ は 保 有 損 失 一 低 価 評 価 損 失 一 の み を 説 く も の で あ っ て,実

現 概 念 の 外 延 を 質 的 に 拡 大 した,rAAA1957年 基 準 』 に 対 し て 懐 い た わ れ わ

れ の 期 待 は,結 局,裏 切 られ る 。 そ こに は,利 得 の 定 義 は も ち ろ ん な く,さ ら

a8)
に,Staubusが 批 判 す る よ う に,収 益 概 念 の 定 義 す ら 明確 に はな い 。 し た が っ

(14)AAA・C・mmittee・nC・ncept・andSt・nd・ ・d・,・P.・it.,P.4.・ 中 島 省 吾 前 掲

訳 編 書,133-134頁 。(傍 点 は 引用 者)

(15)Staubus,G.工,の.厩 ちP.13.

(16)AAA・CommittbeonConceptsandStandards,op・cit.,P.5.:中 島 省 吾 前 掲

訳 編 書,136頁 。(傍 点 は 引用 者)

(17)ibid.,p.5・:中 島 同 上 訳 編 書,136頁 。

(18)Staubus,G.J.,op.cit,,P,17.
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て,収 益と利得との関係は不明であり,当 然のことなが ら,保 有損益の思考は

具体的に展開 されてはいない。評価論において原価主i義の域を出られえなかっ

た同基準であってみれぽ,そ れ もまたけだし当然の結果であろ う。すでに述べ

た ように,保 有損益は,財 貨 ・用役の保有中に生 じた価格水準の変動一 個別

物価の変動一 に起因する評価損益だからである。

伝統的実現概念の外延を質的に拡大 し,実 現概念から発生概念への転開を試

みたrAAA1957年 基準』ではあったが,そ れは,あ くまで実現概念の規定と

評価論におけ る原則的態度 との範囲内に留まり,到 底,会 計理論の全体構造に

まで及ぶものではなかった。 しか し,そ こには,す でに触れたように,ア メリ

カ会計学会のその後における変貌の萌芽がみられるのである。 したがって,こ

こでは,実 現概念と密接に関連する保有損益観や評価論の問題の展開を,同 学

会におけるその後の発展に待たねばならない。

しか し,こ れ らの問題の探究へ向か うに先き立って,わ れわれは,本 節で,

rAAA1957年 基準』の実現概念におけるもう一っの変貌 に触れておかねばな

らない。 それは,伝 統的実現概念において,「独立 した当事者間における交換

取引の存在」と並んで,そ のもう一つの成立要件 とされていた,「 対価として

の(流 動)資 産の受領」 という要件に関してである。

すでに引用 した実現概念の定義や実現テス トの具体例のなかには,流 動資産

はもとよりジ「対価としての資産の受領」すら要求されてばいない。すなわち,

会計一般 の認識においてはジ客観性と確定性 の要件が満たされるかぎり,実 現

の成立要件として,「対価の受領」はまったく要求されないのである。 ここに,

伝統的実現概念の絶対条件 であった,「 対価としての ・(流動)資 産の受領」 の

地位は.今 や新 しい実現概念の相対基準以下に転落 したのである。それという

の も・実現概念を会計一般 の認識概念として,一その外延を量的に拡大 した当然

の帰結であろう。(内 部取引や負債 ・資本交換取引等を考えてみ よ。)わ れわれ

は,こ こに もまた適用領域の搬 化が概念の外延を拡大 し,内 包を縮小 してい

る事実を知るのである。

では,会 計一般の認識ではなく,収 益 の認識についてはどうであろうか。そ

れは こうであるs「 収益は,あ る期間に企業が顧客に提供 した製品また は役務
(19)

の総体を金額で表示 したものである。」
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このように,収 益は,「顧客から受領 した対価」によってではな く,ま った

く逆に,「顧客に提供 した財貨 ・用役の価額」によって認識されるべきである,

と主張されている。すでにみた ように,発 見,発 生あるいは自然増加等による

収益も,客 観性 と確定性の要件を満たすかぎり,実 現概念によって認識される,

といっていた。 これらをも実現概念によって認識するのであれば,当 然,「顧

客から受領 した対価」によって認識することはできない。

「受領 した対価」ではなく,「 提供 した価額」によって,収 益を認識すると

い うことは,「受け取られるべき対価」によって,否,ヨ リ正確にいえば,「受

け取られるうるであろう対価」によって認識することである。それは,明 らか

に,伝 統的実現概念の質的拡大であり,実 現概念による発生概念の包摂であろ

う。そのことは,す でにみた,い わゆる長期請負工事の収益認識に関する見解

にヨリ端的に表明されている。

以上のように,「対価の受領」とい う点においても,rAAA1957年 基準』は,

伝統的実現概念を量的にのみならず,質 的にも拡大 し,実 現概念から発生概念

への転開を計っている,と いえる。

以上,本 節では,『AAA1957年 基準』における新 しい実現概念を,伝 統的

実現概念の内包要件との比較 ・検討によって,明 らかにした。そこで,ひ とま

ず,そ の要点をふ り返っておこう。

会計上の実現概念は,ま ず,単 に収益の認識概念に留らず,会 計一般の認識

概念として規定 された。 ここに,実 現概念の適用領域における量的拡大がまず

みられる。そのためもあって,実 現概念の成立要件は,「確定性」 と 「客観性」

とい う分散の大きい,抽 象的な概念によって満たされるとされる。 したがって,

そこでは判断の要素が大きな比重を占めることとなる。その結果,伝 統的実現

概念の絶対条件であった 「独立 した当事者間における交換取引の存在」 と 「対

価としての(流 動)資 産の受領」 という二つの要件は,「確定性」と 「客観性」

とを判断するための,単 なる相対基準以下となってしまった。後者 す なわ ち

「対価受領」の要件は否定 されてす らいる。

したがって,従 来,伝 統的実現概念の例外として,発 生概念によって認識さ

(1g)AAA,CommitteeonConceptsandStandards,oP.cit.P.5・:中 島省吾 前掲

訳編書,136頁 。
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れていた発見,発 生,自 然増加および生産等による収益の認識 も新 しい実現概

念に よる認識のなかに包摂されてしまう。それは,明 らかに,実 現概念の質的

拡大であ り,発 生概念への転開である。われわれは,そ こに,ア メリカ会計学

会における新たな旋回の胎動を見出すのである。

しか し,こ のような方向を勇敢にうち出 した 『AAA1957年 基準』ではあっ

たが,評 価論の領域においては,未 だ原価主義の域を脱 しえなかった。すなわ

ち,「用役潜在性」(service・potentials)と い う新 しい資産概念を提唱 し,そ の

評価基準を,理 論的には,「将来現金収入の割引額」 としなが らも,実 際的に

は,伝 統的な原価主義評価論の域に留まったのである。 したがって,そ こでは.

売上原価の算定に関連 して,価 格水準の変動一 個別物価の変動一 に起因す
(20)・ …

る損益の分解認識は,必 要であるとしながらも,現 実には,な んら考慮 されて

いないのである。 いいかえれば,本 来の 営業活動に基づ く成果一 営業損益

一 とそれに付随 した保有活動とに基づ く成果一 保有損益一 とを分解 して

認識する思考は,未 だ具体的には,展 開 されていないのである。

とはいえ,こ の分解思考 も,ま た評価論における時価主義への展開も,ア メ

リカ会計学会のその後の発展のなかで,間 もな く誕生するのである。 しかも,

この発展 こそ,rAAA1957年 基準』における上述の変貌のなかで 力強 く胎動

していた,と 解する。

そこで,次 節以下においては,ア メリカ会計学会におけるその後の実現観を,

評価論と保有損益観 とに関連 させながら,考 察 してい こう。そ うすることに よ

って,『AAA1957年 基準』 の実現概念が適切なものであるか否か,さ らに,

「会計上の収益の妥当な認識概念ない し認識方法はいかなるものか」 という,

われわれの課題の解明に一歩ずつ近づ くことができるのである。

第3節 『補 足 意 見 書 』 に お け る見 解

そ。で,本 節では蝋rAAA・957年 基準』に対する二っのr補 足意見鐵

(20)ibid.,p.6・:中 島 同 上 訳 編 書,138頁 。

(21)AAA,CommitteeonConceptsandStandards-Long・LivedAssets,・ ・Ac。

countingforLand・Buildings・andEquipment・',SupPlementaryStatementNo .1,
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(SupPlementaryStatement)を 分析 ・検討することによって・実現概念の変

貌 とそれを惹起 している社会 ・経済的環境およびそこか ら生 じる会計への要請

とを明らかに しよう。なぜなら,そ うすることによって,前 章第3節 で述べた

仮説を論証することもできるであろう,と 考えるか らである。

もちろん,こ れ ら二っのr補 足意見書』は,実 現概念を真正面から検討 しよ

うとしているものではない。む しろ,そ こでの中心問題は,評 価論と,そ れに

関連するかぎりでの利益概念の検討とである。 しか し,す でに述べたように・

これ らの問題は,わ れわれの直接の問題である実現概念と密接不可分の関連性

を有 している。 しかも,こ れ らを明らかにすることは,実 現概念の変貌を惹起

している社会 ・経済的環境とそこから生ずる現代会計学に対する要請 とを明ら

かにすることとな り,そ れゆえ,「会計上の収益の妥当な認識概念ないし認識

方法はいかなるものか」を解明する重要な鍵ともなるであろう。

ところで,r補 足意見書』の思考一 その論理構造,特 徴お よび問題点一

については,補 論,第7章 において,か な り詳 しくとりあげる予定である。そ

れゆえ,こ こでは,必 要なかぎりにおいて,そ の要点を記述 し,つ いで,『補

足意見書』の実現概念を検討することとしよう。
(22)

まず,r補 足 意 見 書 』 の 論理 構 造 は,大 略,つ ぎの よ うな も の で あ る。 会 計

は,な に よ りもまず 投 資 者 が 投 資 意 思 決 定 と経 営 者 を 支 配 ・統 制 す るた め に 必

要 な 資料 を提 供 す る こ と,ヨ リ具 体 的 に い え ば,将 来 の 利 益 予 測 と財 政 状 態 と
「

を 明 らか にす る こ とを主 目的 とす る。そ の た め の会 計資 料 は,理 論 上,「 用 役 潜

在 性 」 の 経 済 価値 を示 す 「将 来 現 金 収 入 の割 引現 在 価 値 」 に よ って 評価 され ね

ば な らな い。 あ く まで資 産 評 価 の本 質 的 要 素 は 「用 役 潜 在 性 」 で あ る。 しか し,

客 観 性 と検 証 可 能性 との要 請 を考 慮 す る時,現 実 に は,そ の実 践 的 近 似 値 で あ

る ヵ レン ト ・コス トに よ らざ る を え な い。 しか し,そ れ は,陳 腐 化 した 取 得 原

価 を 補 完 し,会 計 資料 を ヨ リ有 意 義 な も の とす る。 そ うす る こ とに よ っ て,会

AccountingReview,Vo1,39No.3(July1964),pp.693-699.lAAA,Committee

onConceptsandStandards-InventoryMeasurement,``ADiscussionofVar・

iousApproachestoInventoryMeasurement",SupplementaryStatementNo.2,

AccountingReview,Vo1.39No,3(July1964),pp.700-714.

(22)こ こでは,そ の理論構造 を ヨ リ論理的 に展開 してい るr補 足意見書第1号 』に よ

った。詳 しくは,本 書第7章 を参照 された い。
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計資料は,つ ぎのような長所を生か し,所 期の目的に役立つのである。すなわ

ち,(1)費 用評価 と資産評価 とが同一価格水準で行なわれ,(2)当 該期間の損益計

算 と同時に,総 資本利益率等の経営分析上重要な比率が リアルなものに近づ く。

また(3)期間損益は,正 常営業損益と保有損益とに分解認識 され,経 済および企

業活動の実態がヨリ明らかになる。さらに,(4)価 値変動は,そ れが現実に生 じ

た期間にタイムリーに認識されるので,期 間個別の真実性ないし会計資料の リ

ア リィティが一層高められる。これらの理由によって,投 資者は,企 業の将来

性を予測する情報能力をヨリ増大できる。

ここに,わ れわれは,r補 足意見書』に示された新 しい 会計思考を理解する

ことができる。すなわち,一 方において,価 格水準の変動とい う外的要因によ

って,伝 統的実現概念と原価主義評価に基づ く会計資料は,期 間個別の リア リ

ィテ ィを喪失 し,そ の真実性ない し有用性を少なからず失ってしまう。 これに

対 して,他 方では,企 業経営の科学化 一専門化に伴 う管理的要請はますます増

大 し,さ らにこれと並行 して,合 理的人間行動重視の思考も増大する。その結

果が会計資料に対する要請の変化となって現われるのである。その端的な現わ

れが,会 計資料を して過去的 ・回顧的な統制 目的か ら,さ らに,現 在的 ・未来

志向的な予測 目的にも役立たせようとする要請である。それゆえ,こ うした状

況のもとにあって,会 計資料の期間的 リア リィテ ィは大きく要請され,伝 統的

実現概念と原価主義に基づ く 「可処分利益」の認識は,少 なからずその意義を

失 う。 そこで,こ の要請を満たすべ く,「発生利益」ともい うべき,新 しい利

益概念がクローズ ・アップされる。そこでは,一 方において,一 定期間におけ

る経済および企業活動をありのままに,い いかえれぽ,そ の価値変動が現実に

生 じるままに,タ イム リーに認識する要請が,ま た他方において,こ れをその

発生形態に応 じて分解認識する要請が,強 調される。その結果,会 計資料は,

陳腐化 した取得原価を補完する意味で,「 用役潜在性」の実践的近似値である

カレソ ト・コス トによる評価がヨリ以上に要請 される。なぜなら,そ うするこ

とによって,企 業の価値変動をタイム リーに認識するぼかりではなく,さ らに,

それを本来の正常営業損益とそれに付随 した保有損益 とに分解認識することを

可能に し,経 済および企業活動の実態にヨリ即 した会計的認識を可能にするか

らである。これこそ,新 しい環境のもとでの新 しい要請に応えることのできる,



30

ヨリよい方途であろう。

以上,r補 足意見書第1号 』に示された,ア メ リカ会計学会の新たな 会計思

考を要約 して記述 した。これをrAAA1957年 基準』 と比較するなら,そ こに

は,理 論的にも実践的にも,相 当に進歩の跡がみえるであろ う。すなわち,会

計資料の現在および未来志向的性格を強調するとともに,新 たな利益概念を暗

示 し,こ れを本来の正常営業損益とそれに付随 した保有損益とに分解認識する

ことを主張 しているのである。 そのために,評 価論において,「用役潜在性」

としての資産概念にヨリ即 した会計認識を主張 し,し かも,そ の具体的適用を

論 じている。 したがって,そ れは,rAAA1957年 基準」を理論的に発展 させ

ると同時に,そ の実践への適用に向って,か なりの進歩を示 しているのであるσ

それは,ま さに,前 節で考察した 『AAA1957年 基準』におけ る実現概念の変

貌のなかで胎動 していた新たな会計思考の誕生である,と いえよう。

ただ,r補 足意見書第1号 』においては,保 有損益は実現損益か否か,い い

かえれば,保 有損益は実現概念によって認識 され るのか,そ れ とも他の概念に

よって認識されるのか,と い う本書の直接の問題点が必ず しも明確にされてい

ない うらみがある。

わずかに,「 これ(客 観的に認識 しうる保有損益)は,発 生主義会計の論理
(23)的

拡張(logicalextensionofaccrualaccounting)で ある」,と いっている

にすぎない。「発生主義会計」なる概念については,わ が国においてすら,諸 説
(24)

紛々の状態であって,見 解の一致をみていない。 したがって,こ こにい う 「発

生主義会計」が伝統的実現概念に対照する意味での 「発生概念」であるか否か,

きわめて不明である。ただ,『補足意見書第1号 』は,「留保利益勘定は二っの

部分,す なわち,(a)実 現留保利益と(b)保有損益を表わすための歴史的原価の累
(25)積 未 実 現 修 正 額 と

の 二 つ の 部 分 に,区 分 さ れ ね ば な ら な い 」,と い っ て い る 。

し た が っ て,こ こ か ら判 断 す る か ぎ り,同 意 見 書 は,一 応,保 有 損 益 を 未 実 現

(23)AAA,CommitteeonConceptsandStandards-Long-LivedAssets,op.

cit.,P.698.(カ ッ コ内 は 引 用 者)

ζ24)若 杉 明 稿 「我 が 国 に お げ る発 生 主 義 諸 説 の検 討 」 商 学 論 集 第27巻 第4号(昭

和34年3月),31-60頁 参照6

(25)AAA,CommitteeonConceptsandStandards-Long・LivedAssets,op.

cit.,P.698.
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損 益 と して認 識 して い る,と い え よ う。 しか し,そ の区 分 は,あ くまで 過 渡 的

な もの にす ぎ な い,と もい え る。 な ぜ な ら,同 意見 書 は,「 保 有 損 益 を利 益 と

して認 識 す る概 念 が一 般 化 す るに っ れ て,こ の情 報 に 関 す る以 上 の よ うな ヨ リ

(26)
詳細な報告は不要 となるかもしれない」,と もいっていからであ。 いずれに し

ても,『補足意見書第1号 』においては,実 現概念の意味 ・内容はもちろん,

保有損益の認識概念も不明である。

ところが,幸 いにも,r補 足意見書第2号 』においては,保 有損益の実現 ・

未実現性 の問題を真正面からとりあげ,実 現概念に関する一つの見解を表明 し

ている。そこで,こ れをつぎにみることにしよう。

結論からさきにいえば,同 意見書の作成 ・公表に携わった委員の意見は真二

つに分かれている。すなわち,P.A.Firmin,S.R.Hepworth,R.Wixon

の3委 員は保有損益を実現損益 とすることを主張 し,他の3委 員(R.K.Mautz,

C.T.Zlatkowich,C.T.Horngren)は,こ れを未実現損益として主張する。

まず,実 現説を説 く論者の主張を要約すれば,つ ぎの通 りである。実現概念

の本質的意味は,『AAA1957年 基準』が述べているように,「資産 または負債

における変動が,会 計記録上での認識計上を正当化するに足るだけの確定性 と

客観性とを備えるに至ったとい うことである。」 ところで,す でに会計実践に

おいては,低 価主義評価にもみられる通 り,価 格下落損失一 保有損失一 を,

実現概念の成立要件を満たすものとして認めている。それゆえ,保 有損失が実

現損失として認められるのであれば,逆 の現象すなわち保有利得に対 しても同

様の論理を適用 しうる。 いいかえれば,「 取替原価の証拠は保有損益を実現 し

た損益とみなすに足るだけの確定性と客観性を有 している。」 すなわち,市 場

環境(marketplace)は,客 観性テス トとして有効であ り,当 該企業実体が

当事者である現実 の交換取引によって証明される必要はない。「対外取引テス

ト」にこだわっているなら,「期間純利益の計算は不正確になる。」「価格変動

から生 じた保有損益はそれが生 じた期間に報告されねばならない。」なぜなら,

保有損益に関する情報が財務諸表の利用者にとって有意義であるなら,元 来,

会計は・報告目的のために,継 続企業の活動を人為的に期間を画 して認識する

ものだからである。「もちろん・ 保有損益は 次期以降の価格変動によって取 り

(26)ibid.,p.699,
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消 され るか も しれ な い。 しか し,そ れ は そ れ で また そ の期 間 の事 象 で あ る。」
く　の

以 上 が 実現 説 を と る論 者 の主 張 の要 点 で あ る。

これ に対 して,未 実現 説 を と る論 者 の主 張 は,大 略,つ ぎの よ うな も の であ

る。 まず,未 実 現 説 を説 く論 者 に あ って も,そ の認 識 が信 頼 し うる も ので あ る

な ら,保 有 損 益 は 会 計 上 認 識 ・報 告 され るべ きで あ る,と す るの で あ る。 ただ.

前 者 と異 な る点 は,実 現 概 念 の解 釈 を 異 に す る だ け で あ る。 す な わ ち ・ 彼 等 に

よれ ば,「 独 立 した 当事 者 間 の取 引(arm'slengthtransaction)は(実 現 して

い る)証 拠 の十 分 条 件(sUtthciency)を 満 た す 一般 に 認 め られ た 手 段 で あ る。」

い い か えれ ば,「 販 売 時 点 を も って実 現 の有 用 な 運 用概 念 で あ る」 とす る。 そ

れ ゆ え,販 売 され て い な い資 産 に 生 じた 保 有 損 益 は,中 間 的 も し くは暫 定 的 な

計 器測 定(meterreadings)で あ って,最 終 的 な もの で は な い 。 した が っ て・

彼 等 に よれ ば,「 重 要 な価 格 変 動 に 関 す る適 切 な 情 報 は,他 の研 究 に お い て 勧

告 され て い る 自由 主 義(liberalization)に よ って と同様,実 現 テ ス トの 伝 統 的

解 釈 に よっ て も公 開 し うる。」 そ うす る こ とは,た とえ会 計 の理 論構 造 や 報 告

手 続 を複 雑 に す る と して も,異 な る種 類 の,異 な る程 度 の 客観 性 を 報 告 組 織 に

明示 で き,そ れ ゆ え,有 用 であ る と同 時 に 望 ま しい 方法 で あ る。 これ が 未 実 現
(28)

説 を とる論 老 の主 張 のあ ら ま しで あ る。

以 上 の よ うに,r補 足 意 見書 第2号 』 に お い て は,保 有 損 益 の 実 現 ・未 実 現.

性 に 関 す る見 解 が対 照 的 状 態 を 呈 してい る。 そ れ とい うの も,結 局,実 現 概 念

に 関 す る両 者 の解 釈 が まっ た く対 照 的 に 相 異 して るか らで あ る。

前 者 は,明 らか に,実 現 概 念 の意 味 ・内容 をrAAA1957年 基 準 』 に お け る

そ れ に 求 め,し か も,実 現 概 念 を して収 益 認 識 の ため の唯 一 の概 念 と してい るσ

実 現 概 念 を 収 益 認 識 の た め の唯 一 の概 念 とす る こ とが 妥 当 で あ るか ど うか,す

な わ ち,実 現 概 念 の変 貌 を 惹 起 して い る現 代会 計 学 へ の要 請 に 十 分 適 合 す る も

の で あ るか否 か,は な はだ 疑 問 であ る。 しか し,そ の点 に つ い て の論 及 は しば

ら くお くと して,こ の実 現 説 を とる論 者 の主 張 は,す でに 前 節 に お い て詳 細 に

述 べ た よ うに,伝 統 的 実 現 概 念 を量 的 に も質 的 に も拡 大 し,実 現 概 念 か ら発 生

(27)AAA,CommitteeonConceptsandStandards-InventoryMeasurement.

oP.cit.,pp,708-709.

(28)ibid.,pp.708-709.
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概念への転開をもたらしている見解である。

これとは対照的に,後 者は,実 現概念の意味 ・内容を伝統的実現概念のそれ

に求め,「対外取引テス ト」をその絶対条件 としている。 それゆえ,保 有損益

を未実現 として観念す る。 しか し,そ の認識の必要性まで否定 しているわけで

はない。その意味で,伝 統的実現概念にのみ固執 している思考 とも異なる・そ

こでは,実 現概念を収益認識のための,唯 一の概念としてではな く,む しろ・

一っの概念として観念している。 すなわち,伝 統的実現概念とともに,「他の

研究において勧告されている自由主義」 とよばれ るものをも,収 益認識のため

のもう一っの概念として考えている。それがいかなる概念であるか,こ こでは

まったく推測の域を出ない。ただ,私 見によれば,こ れこそ,ア メ リカ公認会

計士協会によって提唱 されている発生概念であろうと考える。

それに しても,以 上 のように,伝 統的実現概念を収益認識のための一っの概

念とし,未 実現損益の認識を認めていることは重要である。そのことは,端 的

にいって,伝 統的実現概念を収益の第1次 的認識概念としてよりも,む しろ,

他の概念一 おそらく発生概念一 によって認識された収益を分解するための

第2次 的な認識概念 もしくは分類概念として観念していることを暗示する。あ

るいは,も う少 し消極的にいっても,そ こでは,伝 統的実現概念を収益の部分

的な認識概念として観念 している,と いえる。いずれに しても,そ れは,収 益

認識概念としての実現概念の機能的変貌であり,吉 田 寛教授の指摘するよう
(29)

に,「実現概念から発生概念への移行」を意味 している。 このように,後 者に

あっても,収 益認識概念に関 して,実 現概念から発生概念への展開がみ られ る

のである。

いずれの見解が妥当であるか,ま た収益認識のための妥当な概念はなにか。

これについての結論はひ とまずさきに譲ることとしよう。それに しても,本 節

では,伝 統的実現概念の変貌を惹起 している社会 ・経済的環境か ら生ずる現代

会計学への要請を明らかに しえたと信ず る。 端的にいって,そ れは,「会計資

料のリアリィテ ィの増大」とい う要請であ り,具 体的にいえば,一 方において

一定期間における経済および企業活動の成果ないし変動をタイムリーに認識す

(29)吉 田 寛稿 「会計における期待と実現の概念」 会計 第89巻第3号(昭 和41年

3月),60頁 。
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ると同時に,他 方において,こ れをその発生形態に応 じて分解認識する,と い

う要請である。そ して,こ れを惹起 している社会 ・経済的環境は,価 格水準の

変動 とい う外的要因と企業経営の科学化 ・専門化に伴 う管理的要請の増大およ

び これ と並行 して生 じた合理的人間行動重視の思考の増大とい う内的要因であ

る。本節では,こ れをもって,ひ とまずさきへ進むこととしよう。

第4節 『実 現 概 念 小 委 員 会 報 告 書 』 に お け る見 解

前節では,rAAA1957年 基準』に対する二っのr補 足意見書』 を検討 し,

それに よって,実 現概念の変貌を惹起 している社会 ・経済的環境とそこか ら生

ず る現代会計学への要請を明らかに した。そ して,こ の新たな要請に基づいて

生まれた保有損益の認識に関 して,伝 統的実現観と新 しい実現観との対立をみ

た。いずれの説が妥当であるかは,新 たな要請にいずれがヨリ適合 しうるかに

よって判断され うる。 しか し,そ の点について私見を述べるのは,い ま しばら

く控えておこうと思 う。

というのも,ア メ リカ会計学会は,二 つのr補 足意見書』を公表 した翌年に

r1964年 概念 ・基準調査研究委員会 ・実現概念小委員会』(1964Conceptsand

StandardsResearchStudyCommittee-TheRealizationConcept)_

以下,単 に 『実現概念小委員会』 という一 から,『実現概念』(TheRealization

Concept)と 題する報告書を公表 し,実 現概念の再検討を行なっているか らで
(30)

ある。当報告書の意図は,そ の冒頭に述べられているところに よれば,「『AAA

1957年 基準』における実現に関する所説を実質的に展開 し,か つ部分的に修正
(31)

す る こ と で あ る 。」 そ こ で は,収 益 取 引 に お け る 実 現 概 念 が 再 検 討 さ れ,つ い

で 保 有 損 益 の 認 識 と 報 告 に 関 す る 問 題 点 が 検 討 さ れ て い る 。 そ して,保 有 損 益

の 実 現 ・未 実 現 に 関 す る 前 述 の 二 つ の 対 立 した 説 に 一 応 の 結 論 を 出 し て い る 。

(30)1964ConceptsandStandardsResearchStudyCommittee-TheRealization

Concept,``TheRealizationConcept",AccountingReview,VoL40No.2(April

1965)pp.312-322.

(31)ibid.,P・312・ な お,``toexpandsubstantially"を 「実 質 的 に展 開 し」 と訳 し,

「実 質 的 に 拡 大 し」 と しな か った のは 報 告 書 の 内容 か ら判 断 した た め で あ る。
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それゆえ,前 述の問題に対 して私見を述べるに先き立って,こ の報告書の見解

をみることに しようと思 う。

『実現概念小委員会』によれば,会 計において解決 しなければならない根本問

題は,つ ぎの二っ,す なわち,第1に,経 済事象の うちいずれの事象が勘定に

記録されるべきかとい うこと,第2に,記 録された事象は財務諸表の上にどの

ように報告されねばならないかとい うことである。これ ら二っの設問に対 して

同小委員会はつぎのように勧告する。

まず,第1の 問題に対 しては,委 員全員が一致 して,「 のれん以外の,す べ

ての資産の価値変動の影響は,適 切な証拠によって確認され うるかぎり,勘 定
(32)

に記録されるべきである」とする。すなわち,会 計事象となる経済事象は 「検

証可能な資産価値の変動」 ということになる。ここに,保 有損益も,こ の要件

を満たすかぎり,会 計の認識対象となる。同小委員会 も,全 員一致 して,「 保
(33)

有損益は勘定に認識され,記 録 されるべきである」としている。なぜなら,そ

うすることによって,前 節にみた 『補足意見書』に説かれている要請の一つ,

すなわち,価 値変動を,そ れが現実に生 じた期間に,タ イムリーに認識すると
(34)

いう要請に応えることができるからである。

また,第2の 点については,委 員の多数説,す なわち5名 中3名 の委員は,

rr実現 していない』資産価値の変動を,報 告される純利益の算定に含めるべき

ではな く,損 益計算書上,純 利益区分のつぎに示すべきである。そ して,貸 借

対照表上は,累 積未実現価値変動を利益剰余金区分において独立項 目として表
(35)

示 す べ き で あ る 」 と す る 。 こ の よ う に,r実 現 概 念 小 委 員 会 』 は,保 有 損 益 を

も含 め て,検 証 可 能 な す べ て の 資 産 価 値 の 変 動 を 会 計 の 認 識 対 象 とす る の で あ

る が,1名 の 委 員 を 除 い て は,「 実 現 した 価 値 変 動 と 未 実 現 の 価 値 変 動 と の 間

(32)ibd.,p.312.

(33)ibd.,p.319,

(34)ibd.,pp.319-320,

(35)ibd・ ・P・312・ ちな み に,残 り2名 の委 員 の うち,S・Davidsonは,未 実 現 の価

値 変 動(保 有 損 益)は 純 利 益 を構 成 す る独 立 項 目(seParatecomponentofnetincome)

と して 報 告 す べ きで あ る と主 張 し,J・Graジ は,価 値 変 動 を 実 現 と未 実 現 とに 区 別 す

る こ とは,未 実 現 の価 値 変 動 の認 識 を排 除 し よ うとす る もの で あ っ て,望 ま しい もの

で は な い,と い って い る(ibid.,pp.312-313)。
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(36)

の差異には区別することを正当化するに足るだけの意味がある」 とす るのであ

る。

では,保 有損益は実現損益か否か。この問題に対する解答は,す でに前節で

明らかなように,実 現概念の解釈によって異なる。そこで,っ ぎに同小委員会

の実現概念に関する見解を明らかに しよう。

『実現概念小委員会』によれば,「現在,一 般に認められている実現テス トは,

提供された用役に対 して,市 場取引において客観的測定を可能にす る流動資産

の受領を要求する」がゆえに,収 益取引において実現概念の成立要件として,
(37)

っ ぎ の三 っ の 要 件 が 重 要 で あ る。

(1)受 領 した 資 産 の 性 格

(2)市 場 取 引 の存 在

(3)用 役 が 達 成 され た 度 合

第1の 「受 領 した 資 産 の性 格 」 に つ い て,r実 現 概 念 小 委 員 会 』 は,大 略,

つ ぎの よ うに い う。 こ こで 問 題 とな るの は,受 領 した資 産 の流 動 性(liquidity)

と測 定 可 能性(measurability)の 二 つ の属 性 で あ る。 多 くの場 合,両 者 は密

接 に 関 連 して い るが,本 質 的 に は,異 な る もの で あ り,問 潭 とな るの は 後 者 の

場 合 で あ る。 従来,実 践 に おい ては,そ の流 動1生を 重 視 す る傾 向 が 一般 に あ っ

た 。 例 え ば 受 取 勘 定 や市 場 性 あ る有 価 証 券 の受 領 は実 現 と認 め るに対 し,設 備

資 産 の受 取 を 実 現 と認 め る例 は まれ で あ る。 しか し,一 般 に 認 め られ た 会 計 実

践 に おい て も,例 え ば,減 債 基 金 の利 息(earningsofasinkingfund)や

購 入 社 債 の割 引 額 の(毎 期 の)増 加 額(accumulationofdiscountedon

purchasedbonds)等 が 実 現 収 益 と して 認 め られ て い るの で あ る。 この こ とは,

「受 領 した 資 産 の 流動 性 よ り も,む しろ そ の 客 観 的 測定 可 能 性 が 実 現 収 益 を記

録 す る場 合 に本 質 的要 素 で あ る こ とを 意 味 す る。」 そ れ ゆ え,「 本 小 委 員 会 は,

実 現 収 益 の認 識 に とっ て要 求 され る本 質 的 属 性 と して,流 動 性 で は な く,測 定

可能 性 を重 視 す る。」

この よ うに,同 小 委 員会 は第1の 点 に つ い ては,測 定 可 能 性 の属 性 を重 視 し,

した が って,物 々交 換 に お い て も,実 現 収 益 は 認 識 され る,と す る。 以上 が

(36)ibid.,p.312.

(37)ibid.,p.314.
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『実現概念小委員会』が第1の 「受領 した資産の性格」 に関 して述べるところ
(38)

の要旨である。

第2の 「市場取引の存在」の要件について,r実 現概念小委員会』 はそれを

実現概念成立の一要件 として認める。ただ,当 該企業実体が当事者である市場

取引の存在が必要であるか否かについては,1名 の委員(H・Bierman)は ・

当該企業の所有物がその市場価格でほぼ販売可能であるなら,必 ず しも当該企

業がその市場取引の当事者でない場合にも,収 益は実現す る,と 主張する。 し

か し,委 員の多数説は,そ のような場合でも,当 該企業が当事者である市場取

引の存在を実現概念成立の要件 とてし主張 し,そ れが満たされないかぎり,こ

れを未実現保有損益 として認識することを勧告す る。以上が第2点 に関する委
(39)

員会 の見 解 で あ る。

第3の 「達 成 され た 用 役 の度 合 」 の 要 件 に 関 して,『 実 現 概 念小 委 員 会 』 は,

用 役 の履 行 を い くつ か の ケ ー スに 分 類 した 上 で,そ れ ぞれ の実 現 を 検 討 して い

る。 しか し,こ こで の主 張 の うち,従 来 の もの と異 な るの は,い わ ゆ る結 合 収
(40)

益(jointrevenue)の 期 間 配 分 を,得 意 先 に対 す る用 役 の 提供 度 を 考慮 して 行

な うの で は な く,収 益 の獲 得過 程 に お け る決 定 的 事 象(crucialevent)の 履 行
(41)

に よ って 行 な うこ とを 勧 告 して い る点 の み で あ る。

以 上 がr実 現 概 念 小 委 員 会 』 の 実 現 概 念 に 関 す る見 解 の 要 旨で あ る。

第1の 「受 領 した 資 産 の性 格 」 につ い て は,同 小 委 員 会 は,そ の 資 産 の 流 動

性 で は な く,測 定 可 能 性 を 重 視 す る。 これ に よっ て,実 現 収 益 の 認 識 時 期 を 早

め る こ とは事 実 で あ る。 い い か え れ ば,そ の資 産 の 範 囲 を 流 動 資 産 に 限 定 す る

こ とな く,客 観 的測 定 を保 証 す るか ぎ り,い か な る資 産 で も よい とす るの で あ

るか ら,伝 統 的 実現 概 念 を 量 的 に 拡大 して い る こと は事 実 で あ る。 しか し,依

然 と して,実 現 概 念 の成 立要 件 と して,同 小委 員会 は 「対 価 と して の 資 産 の受

(38)ibid」,pp.314-315。

(3g)ibid,,pp315-316.し か し,そ の根拠は,後 に も述べ るよ うに,必 ず しも明確で

はない。

(40)な お,こ こにい う結 合収益 とは,収 益取 引にお いて現金 の受領 は済 んで いるが,

用役 の履 行が当該 期末 まで に部分的 に残 っている場合 の収益 を意味 す る(ibid.,pp.

316-317)。

(41)ibid.,pp.316-318.
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領」を要求 している。それゆえ,『AAA1957年 基準』が実現概念の成立要件 と

してこの要件を否定 し,伝 統的実現概念を質的に 拡大 したのに対 し,『 実現概

念小委員会』は,実 現概念の成立要件としてこの要件を再び認め,伝 統的実現

概念の方向へ大きく立ち返 つているといえよう。

このように,「対価の受領」を実現概念の成立要件 とす る以上,『実現概念小

委員会』の実現概念は,保 有損益の認識について,伝 統的実現概念 と同一の認

識に立たざるをえない。 すなわち,「 対価の受領」の要件を満たしていない保

有損益は,明 らかに,未 実現損益として認識されねばならないのである。

また,第2の 「市場取引の存在」の要件に関 しても,多 数説は,実 現概念の

成立要件として,「 当該企業実体が 当事者である市場取引の存在」を要求する。

「対価の受領」を要求す る以上,多 数説の見解は論理的なものであろう。「対価

の受領」ではな く 「対価の確定」を要件とするとい うのであれば,少 数説であ

るH.Biermanの 主張 も是認できようが,こ こでは,「対価の確定」ではな く,

「対価の受領」を実現概念の成立要件としているからである。

それに しても,こ の 「当該企業実体が当事者である市場取引の存在」は,ま

さに,伝 統的実現概念の中核をなす要件であった。 『AAA1957年 基準』は,

この要件を 「確定性」 と 「客観性」を判断するための一つの基準にすぎないも

のとして,伝 統的実現概念を質的に拡大 した。 これに対 して,『 実現概念小委

員会』は,こ れを再び転開 して,こ の要件を実現概念の成立要件として,伝 統

的実現概念に,こ の点に関するかぎり,完 全に立ち返っている。

こうした見解は,実 現概念を 「客観性」や 「確定性」の ような単なる形而上

学的概念としてではな く,会 計個有の技術的概念として観念 している現われで

ある,と いえる。すなわち,こ こでは,「 エンテ ィティ」 の立場 と意義が再認

識 されているといえよう。

以上のように,第2点 についても,r実 現概念小委員会』 の見解は,伝 統的

実現概念と同一の立場に立つのであって,そ れゆえに,保 有損益を未実現損益

として観念せざるをえない。なぜなら,保 有損益は 「一期間中に(当該企業に)
(42)

保有 されている資産 ・負債の当該期間中における価値変動」 であって,「 当該

企業実体が当事者である市場取引の存在」によって未だ検証 されていない価値

(42)ibid.,p.318.
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変動だからである。

第3に,r実 現概念小委員会』は,い わゆる 「決定的事象の履行」による収

益の実現を勧告 している。しか し,そ れは,未 完成用役の原価を客観的に見積

ることが可能な場合にのみ適用される方法であ り,さ らに,そ の時点に当該収

益の全額を認識することを意味 しているものではない。要するに,こ の点につ

いての同小委員会の勧告は,い わゆる結合収益の実現額を 認識する場合に,
三(43)・ ・

「経済的正当性」 もしくは 「経済的 リアリィティ」 を客観的に認識する,一 つ

の具体的な方法 として,「 決定的事象」 による認識を勧告 しているにすぎない

ものであろう。それゆえ,未 完成用役を完成するのに必要な原価を客観的に見

積 ることが困難な通常のケースにあっては,「会計は,概 念上は不満足な仮定で

あっても,各 発生原価はそれぞれ等 しい利益を稼得するとい う仮定に依存する
(44)

こ と とな ろ う」,と 伝 統 的 立 場 一 達 成 され た 用 役 の 度 合 に よる結 合 収 益 の期

間配 分 一 を 容 認 せ ざ るを え な い の で あ る。

この よ うに,「 決 定 的 事 象 」 に よ る実 現 収 益 の 認 識 は,き わ め て限 定 され た

ケ ー スに 対 す る,実 現 概 念 の 具 体 的 な 適 用 方 法 に す ぎ ない 。 これ に よ っ て,実

現 収 益 の 認 識 を 早 め る ケー スが あ っ て も,伝 統 的 実 現 概 念 を 根 本 的 に変 革 す る

もの で は な い 。 い い か え れ ぽ,そ れ は,伝 統 的 実 現 概 念を 質 的 に拡 大 す る もの

とは な らず,ま してや,今 日,問 題 とな っ てい る保 有 損 益 を実 現 損 益 と して 認

識 す る もので は決 して な い ので あ る。

以 上,本 節 で は,『 実 現 概 念 小 委 員 会 』 の会 計 認 識 に お け る基 本 的 立 場 と実

現 概 念 に 関 す る見解 を概 観 した 。 第1に 「対 価 と して の資 産 の 受領 」 を,ま た,

第2に 「当該 企 業 実 体 が 当 事者 で あ る市 場 取 引 の 存在 」 を実 現 概 念 の 成 立 要 件

と して要 求 す る。 そ れ ゆ え,同 小 委 員 会 の実 現 概 念 は,本 質 的 に は,伝 統 的 実

現 概 念 と同一 の もの で あ る。

した が って,ア メ リカ会 計 学 会 は,『AAA1957年 基準 』 に お い て,伝 統 的

実 現 概 念 を 量 的 に 拡 大 した ぼ か りか,そ の 質 的 拡 大 を 計 り,会 計 上 の 収 益 認 識

(43)「 経済 的正 当性」 の意味については,武 田隆二 前 掲稿,109-110頁 を参照 され

たい。

(44)1964ConceptsandStand弓rdsResearchStudyCommittee-TheRealization

Concept,op.cit.,p,317.
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において実現概念から発生概念への転開を一度は計ったのである。 しか し,こ

の 『実現概念小委員会』報告書をもって,実 現概念を再び伝統的実現概念の方

向へ と転開しているのである。そ して,こ のような観点からr実 現概念小委員

会』は,前 節にみたr補 足意見書』における保有損益の実現 ・未実現の相対立

する見解に,一 応の結論を与え,未 実現説に加担するのである。

すでに述べた ように,実 現概念の成立要件のうち,第1と 第3の 点に関連 し

て,そ の要件を緩和 し,実 現収益の認識を早め,伝 統的実現概念を量的に拡大

してはいる。 しか し,そ れに しても,そ の見解は,本 質的には,依 然として伝

統的実現概念の範囲内に留まっているのである。 なぜなら,『 実現概念小委員

会』の実現概念は,「紺価の受領」 と 「当該企業実体が当事者である市場取引

の存在」の二つの要件を依然としてその成立要件 としているのであり,そ れゆ

え伝統的実現概念を質的に拡大することにはならないか らである。したがって,

この二つの要件を満たしていない保有損益を実現損益 として認識す ることはで

きないのも当然のことである。

r実現概念小委員会』は,一 方において,会 計の認識対象となる事象を 「検

証可能な資産価値の変動」 とし,保 有損益の認識を強 く勧告する。 しか し,他

方において,実 現概念を伝統的なそれに近いものとすることに よって,保 有損

益を未実現損益として観念する。それゆえ,こ こでは,会 計収益の認識 とその

実現 とが区別 されている,と いえよう。

認識と実現 とを区別する理由はなんであろうか。いいかえれば,『AAA1957

年基準』において伝統的実現概念を質的に拡大 し,発 生概念への転開を計 った

アメリカ会計学会が再び実現概念を伝統的なそれへ立ち返らせた理由はなんで

あろうか。r実現概念小委員会』 の論述においては,こ の間の理由が必ず しも

論理的かっ明確に展開 されているとは思えない。ただ,い くっかの断片的な論

述を総合 し,判 断するなら,そ の理由は,お そらく,以 下のような ものであろ

うと推測できる。

前節で明らかとなった現代会計学に対する新たな要請,す なわち,一 定期間

における経済および企業活動の成果をあ りのままに,タ イム リーに認識すると

いう要請を 『実現概念小委員会』も認識 し,そ れに適合 しようとしている。そ

のことは,保 有損益の認識を勧告する理由がr補 足意見書』のそれ と符合 して
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い ることからも明らかであろう。そこで,会 計認識における基本的立場 として,

「検証可能な資産価値の変動」 を主張 し,そ の具体的現われ として,保 有損益

の認識を勧告する。

ところが,同 小委員会は,E.0,Edwards&P.W.Bellの 見解に従って,

「企業活動に関する報告は二つの部分,す なわち,営 業活動 と保有活動に分割
(45)

しうる」として,企 業活動の成果を分解認識する必要性を説 く。その理由は,

両者の発生形態が本質的に異なるからであるとい う。なぜなら,営 業活動に基

づ く成果は,企 業の主要な活動である 「財貨 ・用役の販売によって生 じるもの
(46)

であ り,… …,経 営者に よって大いに左右しうる活動の成果である。」 これに

対 して,保 有活動に基づ く成果は,「 経営者の意思決定によって直接左右しえ
(47)

ない事象」,例 えば,技 術進歩,需 要に影響を与える嗜好の変化および供給条

件の変化等の事象か ら生 じる成果だか らである。さらに,営 業活動に基づ く成

果は,「 当該企業実体と他の独立 した外部のグループとの間の財貨 ・用役の交
(48)

換に関す る取引」から生 じる成果であるのに対 し,保 有活動に基づ く成果は,
(49)

「当該企業によって保有されている期間中に生 じた 資源の価値変動」 である。
(50)

それゆえ,両 者は,明 らかに,「証拠の質に差異がある」 のであ り,さ らに,

その発生形態を本質的に異に しているのである。これ らの差異のゆえに,保 有

損益を認識はするが,実 現 とは区別する必要性がある。

r実現概念小委員会』が認識と実現を 区別 し,実 現概念の解釈を伝統的なぞ
(5D

れ に 近 い も の と す る 理 由 は 以 上 の よ う な も の で あ ろ う。 要 す る に,そ れ は,C.

T.Horngrenが 主 張 す る よ う に,異 な る 発 生 形 態 の 事 象 と,経 営 者 の 異 な る

責 任 の 側 面 と を 明 ら か に す る た め に は,実 現 概 念 の 解 釈 を 伝 統 的 な そ れ と し,

他 方,現 代 会 計 学 に 対 す る 要 請 に ヨ リ適 合 す る た め に は,こ れ と は 区 別 さ れ た

(45)ibd.,p.318.

(46)ibd.,pp.318-319.

(47)ibd.,p.319.

(48),(49)ibid.,p.313.

(50)ibid.,p.322.

(51)ほ ぼ 同 様 の 見 解 はR・K・Jaedicke&RT・Sprouseの 主 張 の なか に もみ られ る 。

(Jaedicke,RK.&Sprouse,RT.,Accottnting,Floeqs:inceme,Fesnds,andCash,

NewJer『ey,1965pp,58-59.)
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(52)会 計 認 識
を 適 用 しなけ れ ば な らな い 、 とい うの で あ る。

第5節 お わ り に

本 章 で は,『AAA1957年 基 準 』 お よび これ に対 す る二 っ の 『補 足 意 見 書 』,

さ らにrAAA1957年 基 準 』 に おけ る実 現 観 を 「実 質 的 に展 開 し,か つ 部 分 的

に 修 正 す る こ と」 を意 図 して公 表 され たr実 現 概 念小 委 員 会 報 告 書 』 の 三 っ の

公 式 見 解 を 検 討 す る こ とに よ って,1957年 以 降 に お け るア メ リカ会 計 学 会 の収

益 認 識 概 念 に 関 す る見 解 を 明 らか に して きた 。 そ こで,以 下.こ の見 解 の うち

収 益 認 識 概 念 に対 す る結 論 的 部 分 の見 解 のみ に か ぎ っ て,こ れ に 対 す る素 朴 な

私 見 と疑 問 を 申 し述 べ,本 章 を 閉 じる こ とに しよ う。

会 計 上 の収 益 認 識 概 念 の 変貌 を惹 起 して い る現 代 会 計 学 へ の 新 た な要 請 は,

す でに 前 節 で 明 らか に した よ うに,一 定 期 間 に お け る経 済 お よび 企 業 活 動 を タ

イ ム リー に認 識 す る と 同時 に,さ らに,こ れ を そ の 発 生 形 態 に 応 じて,本 来 の

正 常 営 業 活 動 とそ れ に 付随 した保 有 活 動 との二 つ に分 解 して,そ れ ぞ れ の成 果

を 認 識 す る こ とに よ る,「 会 計 資 料 の リア リ ィテ ィの 増 大 」 で あ った 。 これ ら

両 者 は,本 来,異 な る発生 形 態 の事 象 で あ り.そ れ に 対 す る経 営 者 の責 任 形 態

も し くは 意 思 決 定 の種 類 も異 な る もの で あ る。 それ ゆ え,両 者 は,証 拠 の質 に

お い て も差 異 が あ り,こ れ を 明確 に 区別 して認 識 す る必 要 が あ る。

だ とす れ ば,実 現 概 念 を 質 的 に 拡 大 す る こ とに よ って,保 有 損 益 の認 識 を も

実 現 概 念 に よる認 識 の うち に包 摂 す る こ とを 主 張 す るrAAA1957年 基 準 』 は,

(52)Horngren,C.T.,``HowShouldWeInterprettheRealizationConcept?",

、4ccountingReview,Vo1.40No,2(Apri11965),pp.323-333.

なお,Homgrenの 主張 は 『実現概 念小 委員会報告書』におけ る多数説 と同一 の主

張 であ る。 すなわち,彼 は,ま ず,「 寛大な認識 テス トと厳 格な実現 テス ト(1iberaI

recognitiontestandastrictrealizationtest)」 を説 く。 ここにい う 「認識 テス ト1

とは,「 価値増加 の客観的 測定 を可能 とす るに足 るだけ の 明確 に してかつ検証可能 な

証拠」 の存在 とい う条件 を満たす ことであ り,ま た,「 実現 テス ト」 とは,こ の 「認

識 テス ト」 に さらに 「当該会 計単位 と他の単位 との間 の任意 の相互交渉 に よって始 め

られた事象で ある市場 取引」 お よび 「財 または用役の提供一 資産 に対す る抱束 の解

除一 」 の存在 とい う二 つの条件を付加 した ものであ る,と す る(ibid・,p.325)。
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前者の要請を満たす ことはできても,そ れを営業損益と保有損益とに分解 し,

しかも両者の質的差異を実質的に識別するという後者の要請を満たす ことは到

底できない。その理由はつぎのようなものである。ここに,営 業活動とは,当

該企業実体と外部の実体との現実の交渉一 対外取引一 によって成立 した,

いわば直接的事象であ り,W.J.Vatterの 言葉を借用 していえば,「 資産に対

す る抱 束 の 解 劇(,em。v。1。f,e・t・i・ti・n・ag・i・ ・tasset・)の み られ る 事 象

である。そ こにはまた,市 場環境に対する当該実体の積極的な意思決定の結果

が反映されている。 これに対 して,保 有活動は,当 該実体と外部の実体 との間

に未だ現実の交渉は成立 しておらず,し たがって,「資産に対する抱束の解除」

なる現象は未だみ られない。それは,単 に,外 部環境ない し条件が当該企業実

体の所有する資産または負債 に反映 しているにすぎず,そ のかぎりで間接的事

象である。 このような差異を有する両者を実現概念という一つの範疇において

認識することは,た とえ,そ の後において,営 業損益 と保有損益 とを表示上再

分類 したとしても,「実現」 とい う同一範疇において認識 しているかぎり,両

者の差異を実質的に識別することにはならない。いいかえれば,本 来の正常営

業活動とそれに付随 した保有活動 とに基づ く成果を実現概念の うちに同質的に

認識 し,そ の後において,両 者を分類表示 したとしても,そ れは,あ くまで形

式的な識別にすぎず,実 質的識別とはな らないか らである。

これに対 して,認 識と実現とを区別 して,会 計上の収益認識を行なお うとす

るr実 現概念小委員会』の見解は,現 代会計学に対する如上の要請に十分適合

す るものであろう。それゆえ,現 代会計学に対す る要請の認識が正 しいもので

あるとすれば,r実 現概念小委員会』の見解は・基本的には・ 妥当なものであ

る。そしてまた,伝 統的実現概念の根本的要素は・新たな要請のもとにあって

も,そ の存在意義を依然として有 してお り・必要性が認められているのである。

ただ,そ れのみを もってしては・新たな要請に十分適合できないがゆえに・不

完全なのである。そ こで,「実現概念小委員会』は・実現とは区別された意味に

おける認識 とい う概念によって・この不十分性を補完しようとするのである。

したが って,伝 統的実現概念による収益認識の不備を反省 し,こ の概念を質

(53)Vatter,W,JりTheFundTheoryofAccountingandltsImplicationsoア
FinancialReports,Chicago,1947,P・32・
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的に変革す ることに よって,新 たな要請に適合 しようとする姿勢のみえたrA

AA1957年 基準』ではあったが,そ れに対する 「実質的展開と部分的修正を意

図 した」アメリカ会計学会の 『実現概念小委員会報告書』は,実 現概念を質的

に拡大することを改め,実 現の不備を認識とい う概念によって補完 しようとす

るのである。これが,今 日までのところ,ア メリカ会計学会の到達 している基

本的立場である,と 考える。

以上のように 『実現概念小委員会』の見解は,『AAA1957年 基準』のそれに

比 して,ヨ リ妥当な見解である。ただ,私 見によれば,実 現概念もまた一つの

認識概念である。たとえ,そ れが,す でに述べたように,収 益の第2次 的もし

くは部分的な認識概念であるとしても,依 然 として,そ れは一つの認識概念で

あることには変りない。だとすれぽ,認 識 と実現 とい う用語を本質的に異なる

ものであるかのように使用することには疑問がある。それゆえ,実 現概念に対

照するもう一つの認識概念はなにかをまず明確にする必要がある。 また,『 実

現概念小委員会』の実現概念に関する解釈にも,ま った く問題がないわけでは

ない。これらの問題点にっいては,第5章 で検討することに しよう。
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第4章 アメ リカ公認会計士協会 の

見解

第1節 は じ め に

前章において,わ れわれは,ア メリカ会計学会の1957年 以降における収益認

識概念に関する見解を検討してきた。新たな社会 ・経済的環境 とそこから生ま

れ る現代会計学への要請に対 して,伝 統的実現概念による収益認識の不備を反

省 し,こ の概念 ・内容を質的に変革させることによって,こ れに適合 しようと

する姿勢のみえたアメリカ会計学会ではあったが,そ の到達 した ところは,実

現概念のみによる収益認識を断念 し,実 現概念の不十分性をこれ とは異 な る

「認識」 という概念によって補完 しようとするのであった。

これに対 して,伝 統的実現概念の不備を批判 し,こ れに代る概念すなわち発

生概念に よる収益認識を主張するのがアメリカ公認会計士協会の基本的立場で

ある,と 考える。

アメリカ公認会計士協会は,rAAA1957年 基準』に遅れること4年,す なわ
(1)

ち1961年 以 降 に,従 来 の姿 勢 を 根 本 的 に変 革 した とも い え る研 究 成 果 を 相 次 い

で 発 表 した 。 そ の発 端 を な す の がr会 計 調 査 研 究 書 第1号 』(Accounting

ResearchStudyNo.1)と して公 表 され た,M.Moonitzの 『基 本 的 会 計 公

(1)従 来,ア メ リカ公認会計士協会は,ア メリカ会計学会 とは対照 的に,r会 計調査 ・

用語公報 』(AccountingResearchandTerminologyBulletins)に み られ る ように,

会計実務上発生 した具 体的 ・個別 的問題 をケース ・スタデ ィ的 に検 討 し,そ れに対す

る実務的 に直接役立 つ指 針を提供 する ことを主 として行 なってきた 。 ところが,1961

年お よび1962年 と連続 して公表 した二つ の研究書では,こ うした従来 の方式 に代えて,

護会計実務 と会計理論 の根本問題 を再 検討 し,い わ ば会計理論 の統一的 ・体系 的構 造を

探 究す るようになった。

この よ うな点 につい ての歴史的経緯 につ いては,多 くの論稿や紹介 があるが,つ ぎ

の ものが比較的簡潔 に して明瞭であろ う。佐藤孝一 ・新井清光共訳 『会計公準 と会 計

原則』中央経済社 昭和37年,解 説 。
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準 論 』(Th。B。 、i。P。,t。1。tes。fAcc。unti。9,・96・)で あ 総 そ し て ま た,。 の

公 準 論 の上 部構 造 を なす 会 計 原 則 が 『総 合 的 企 業 会 計 原 則 試 案』(ATentative

SetofBroadAccountingPrinciplesforBusinessEnterprises,1962)の

名 の も とに,R.T.Sprouse&M.Moonitzに よ ってr会 計 調 査 研 究 書 第3
(3)

号 』 と して公 表 され た 。 これ ら二 つ のr会 計 調 査 研 究 書 』 は,そ の著 者 も述 べ

てい る よ うに,相 互 に 有 機 的 関 連 性 を 有 し,一 体 とな って 一 つ の会 計 原 理 を構
(4)

成 して い る 。 しか も,そ の 理 論 は,伝 統 的 会 計 理 論 を 根 本 的 側 面 に お い て 批 判

し,こ れ に 代 わ る 新 な 会 計 理 論 を 再 建 し よ う と試 み て い る の で あ る 。

そ こ で,本 章 で は,会 計 上 の 収 益 認 識 概 念 と こ れ に 関 連 し た 資 産 評 価 論 に 焦

点 を 合 お せ,如 上 の 二 つ の 『会 計 調 査 研 究 書 』 に 表 明 さ れ た ア メ リ カ公 認 会 計

士 協 会 の 見 解 を 明 ら か に し よ う,と 思 う。

と は い え,こ こ で の 問 題 は 会 計 上 の 収 益 認 識 概 念 と そ れ に 関 連 し た 資 産 評 価

論 と い う比 較 的 具 体 的 な 問 題 で あ る た め,ア メ リ カ公 認 会 計 士 協 会 の 見 解 の

解 明 に 関 し て は,そ の ほ と ん ど をr会 計 調 査 研 究 書 第3号 』 に よ っ て 行 な う 。

な お,以 下 で は,『 会 計 調 査 研 究 書 第1号 』 を 『AICPA公 準 論 』,同 第3号 を

『AICPA原 則 試 案 』 と略 称 す る 。

第2節 収 益 認 識 論

「会 計 の職 能 は,(1)特 定 の実 体 に よ っ て 所 有 さ れ て い る 資 源 を 測 定 す る こ と ,

(2)そ の 特 定 実 体 に 対 す る 請 求 権 お よ び 持 分 権 を 反 映 さ せ る こ と,(3)こ れ ら の 資

(2)Moonitz・MりTheBasicPostulates(ゾAccountingAccountingResearch

StudyNo.1NewYork,1961。

な お,本 書 に 関 す る反 応 は つ ぎ の も の に紹 介 され て い る。``Commenton`TheBasic

PostulatesofAccounting∵'/ournalofAccountancy ,Jan.1963,pp.44ff.

(3)Sprouse・RT・&Moonitz・M・,ATentativeSetofBroadAccountingPrinciPles

プ「orBusinessEnterprises,Acco"ntingResearchStudyNo.3,NewYork,1962 。

本 書 に対 す る反 応 は つ ぎ の も の に紹 介 され て い る。 ・・Commenton・ATentative

S・t・fB・ ・adAcc・u・ti・gP・i・ ・iplesf・ ・B・ ・inessE・terp・ises'" ,f…nal。 ノ

Accountancy?Apri11963,pp.36ff .

(4)Sprouse,R・T・&Moonitz,M.,op.cit,,Prefaceix.
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源,請 求権および持分権の変動を測定すること,(4)特定期間にその変動を割 り

当てること,(5)上 記の諸事項を公分母としての貨幣数値によって表現すること,
(5)

以上である。」 これが 『AICPA公 準論』におる会計職能に関する結論的見解で

ある。これを受けて,rAICPA原 則試案』は,「総合的会計原則は,い わば健

全な配当政策や租税政策の原則を立証 した り,そ れらを正当化することを主た
(6)

る目的として形成されてはならない」と,各 種利害関係者の利害か らの会計原
(7)

則の中立性をまず主張する。ついで,こ のような 「中立論的会計原則」の主張

を前提にして,「 会計の主要な課題は,経 済実体によって所有されている資源

の歴史を測定すること,す なわち,す べての資源 とその資源のすべての変動 と
(8)

を測 定 す る こ とで あ る」 と,会 計 の基 本 的 職 能 を 技術 的 ・中 立 論 的 に 規 定 す る

の で あ る。

こ の よ うに 会 計 の基 本 的 職 能 を 規 定 す る時,で は,「特 定 の実 体 に よ って所 有

され て い る資 源 の変 動 」 を いか な る時 点 に お い て認 識 す る の で あ ろ うか 。 こ の

問 題 に 対 して,『AICPA公 準 論 』 は,「 当為 的公 準 」(imperativepostulates)

のC-2「 客 観 性 」(objectivity)tlこ お い て,つ ぎの よ うに 勧 告 す る。 す な わ ち,

ギ資 産 ・負債 お よび(も しあれ ば)こ れ に 関 連 した 収 益 ・費 用 ・留 保利 益 な ら

び に そ の他 の類 似 項 目に 対 す る影 響 は,こ れ らの変 動 お よび 影 響 が 客観 的 条件

に よ って 測 定 され うる 以前 に,勘 定 に お い て正 式 な認 識 が 与 え られ るべ きで は
(9)

ない」と。そ して,こ の否定文に よって表現された客観性公準は,「 資産 ・負

債 の……に対する影響は,こ れらの変動および影響が客観的条件によって測定

され うるもっとも早い時点で,勘 定において正式な認識が与えられるべきであ
(10)

る 」 とい う よ うに,肯 定 文 で 表 現 す る こ と も で き る と い う。 そ して,『AICPA

原 則 試 案 』 も 同 様 の 見 地 に 立 っ て つ ぎ の よ うに い う。 す な わ ち,「 公 準 の 研 究

に お い て 強 調 した 点 に 呼 応 して,総 合 的 会 計 原 則 に 関 す る本 研 究 は,理 想 的 に

(5)Moonitz,M.,op.cit.,P・23.

(6)Sprouse,R.T.(昆Moonitz,M・,op・cit.,P.10.

〈7)rAICPA原 則試 案 』 の 基 本 的 性 格 を 「中 立 論 的 会 計 原 則 」 と して特 徴づ け る の は

新 井 清 光 教 授 で あ る 。新 井清 光 著 『会 計 公 準 論 』 中 央 経 済 社 昭和44年,236頁 参 照 。

(8)Sprouse,R.T.&Moonitz,M・,op.cit.,PP.11-12.

(g)Moonitz,M,op.cit.,p.5().

〈10)ibid.,pp.41-42.
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は,す べての資産(と 負債)と が認識されるべきであ り,さ らに客観的に決定

しうるすべての変動が認識 されるべきである,と いう立場をとっている。すな

わち,他 の実体 との明白な取引か ら生 じる変動の他に,価 格水準の変動,取 替

原価の動向およびその他の原因か ら生 じる変動等に関する認識を行な うことも.
(11)

それ らが客観的に決定 しうる証拠に 基づいているなら,本 研究は勧告する」,

としているのである。 このように,会 計一般の認識時点に関 しては,「客観的に

測定可能なもっとも早い時点」 という立場が基本的に主張 されているのである。

では,わ れわれの関心の焦点である収益の認識に関 しては,い かなる見解が

説かれているのであろうか。 いいかえれぽ,「 客観的に測定可能なもっとも早

い時点」による認識 とは,収 益の認識に関 して,い かなる概念による認識が考

えられているのであろうか。また,そ の概念を具体的にどのように適用 してい

るのであろうか。われわれは,っ ぎに,こ れ らの点を明らかに しなければなら

ない。

『AICPA原 則試案』は,ま ず,G.0.MayやW.A.Patonの 所説を引用

しながら,「利益は,企 業活動の全過程に帰属するものであって,販 売時点の

みに帰属するものではない」 という理論的には衆知の命題を強調す る。ついで.

「この点を一つの基盤とすることによって,そ れを 満たすために必要な諸原則
くユ　　

を形成 しうる」,と 主張する。この主張は,伝 統的実現概念に よる収益の認識

方法を批判 し,そ れに代えて発生概念による収益認識の方法を高揚する布石で

ある,と 考えられる。

そこで,わ れわれは,ま ず,実 現概念による収益認識方法に対するその批判

を聞 くことに しよう。 「利益の認識を 『実現』によることは,利 益が販売時点

のみで生 じるということを意味するものではない。む しろ,そ のことは,一 定

の環境において正 しい場合 もあれば,正 しくない場合 もあるということ,す な

わち利益が販売時点においてのみ首尾一貫 して認識されるなら,満 足すべき結

果が生 じることもあるということを意味 しているのである。満足すべき結果が
(13)

実 際 に 生 じる か 否 か は そ れ ぞ れ の 環 境 に 照 し て 決 定 さ れ る 必 要 が あ る 。」 そ れ

(11)Sprouse,R.T.&Moonitz,M,op。cit.,p.53.

(12)ibid.,pp.10-11.

(13)ibid.,p.11.
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ゆえ,「実現概念は分析上の精密 さを欠いているので,わ れわれは,こ の概念

を会計の本質的特徴 として認めることはできない。む しろ,資 産および負債の

変動,そ してさらに,そ れに関連 したすなわちそれによって派生する利益への
ロの

影響 という現実的な要素にわれわれの関心はある。」このように,『AICPA原

則試案』は.ま ず実現概念に よる収益認識方法の便宜性を批判する。

そ して,「 特定実体によって所有 されている資源 とそれに生 じた変動」 とを

「客観的に測定可能なもっとも早い時点」 において認識すべ きであるとい う前

述の基本的立場から,さ らにつぎのように,具 体的に実現概念による収益 の認

識を批判する。

「『実現』は,企 業および経済活動の正確な反映とい う主 目的を,そ の経済活
　 　

動 の一側面にすぎない販売活動へずらそ うとするものである。」それゆえ,「 い

かなる意味の実現主義(realizationrule)も,そ れが厳格に適用されるなら

ぽ,個 別物価が変動 している場合には,間 違 った期間に間違 った利益額を報告

する危険を,ま た,一 般物価水準が変動 している場合には,資 本修正項 目を損

益 として報告する危険を,と もに持 っているとい うことを指摘 したい。こうし
　　

た 二 つ の 危 険 は 可 能 な か ぎ り最 大 限 に 除 去 しな け れ ば な らな い 。」

実 現 概 念 に よ る収 益認 識 方 法 の欠 陥 を,ま ず,そ の便 宜 的 性 格 か ら批 判 し,

っ い で,こ の便 宜 性 に 由来す る二 つ の欠 点 、 す な わ ち,利 益 決 定 の期 間 的 歪 曲

性 お よび 資 本 と利 益 の混 同 とい う観 点 か ら,具 体 的 に 批 判 す る の で あ る。

以 上 の よ うな 批 判 の後,『AICPA原 則 試 案 』 は,実 現 概 念 に よる収 益 認 識 に

代 え て,発 生 概 念 に よるそ れ を つ ぎ の よ うに高 揚す る。 す なわ ち,「 発 生 主 義

会 計(accrualaccountin9)は,利 益 を正 しい期 間 に配 分 す るた め の一 つ の 態

度,観 点 お よび手 続 を す で に提 供 して い る。発 生 主 義会 計 は,本 質 的 に は,企

業 取 引 の財 務 的影 響 を,現 金 収 支 の よ うな一 定 の限 定 され た 事 象 が 発 生 した 時

点 に お い て で な く,む しろ それ らが現 実 に 発 生 した 時 点 に お い て 認 識 しよ うと
くエの

す る もの で あ る」 と。 これ に よ って,会 計 上 の収 益 認 識 方法 に お け るそ の基 本

(14)ibid.,p.15.

(15)ibid.,p.15.

(16)ibid.,p.17.

(17)ibid.,p,11,
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的観点が発生主義会計であることは明らかであろう。

しか し,こ こでの 「発生主義会計」 とは,い わゆる 「現金主義会計」に対照

す るそれのようにもとれる。それゆえ,こ れのみをもって しては,収 益認識に

おける実現概念に対照する発生概念を 『AICPA原 則試案』がその基本的観点

として主張 しているとはいえないであろう。 しかし,如 上の見解に基づいて展

開 している収益概念の規定やその具体的な認識方法についての見解を さらに詳

しく検討するならば,明 らかに,そ れは伝統的実現概念による収益認識とは異

な り,こ れに対照する発生概念に よるそれであることが判明する。いいかえれ

ぽ,こ の文言における 「現金収支のような一定の限定 された事象」とは,単 に

現金収支のみをいうのではな く,む しろ伝統的実現概念の成立要件をも指 して

いるのである。

したがって,こ こにいう 「発生主義会計」 とは,そ のような要件に抱束 され

ることな く,企 業の有する資源に生 じた価値変動をそれらが現実に発生 した時

点 もしくは期間に認識す る方法ない し思考を意味 しているのである。

そこで,つ ぎに,こ の点,す なわちrAICPA原 則試案』における収益概念

の規定 と収益の具体的認識方法にっいての見解を明らかに しよう。

「収益は,財 貨の生産 もしくは引渡 しおよび 用役の提供に よって生 じる企業
(18)

の純財産増加である」と,生 産による収益 の発生をまず主張する。すでに述べ

た ように,「 利益は企業活動 の全過程に帰属するもの」 という見地をとってい

る以上,当 然の主張である。伝統的実現概念を とる立場においても,生 産に よ

る収益の発生を否定するものではない。 たとえば,W。A.Paton&A.C.

Littleton[も,「 収益は,営 業活動の全過程,す なわち企業努力の全体によって
・ 。(19)

稼 得(earn)さ れ る」,と い っ て い る 。 た だ,伝 統 的 立 場 に お い て は,利 益 の

処 分 可 能 性 に 関 す る 考 慮 か ら,収 益 の 認 識 を 発 生 に よ る の で は な く,実 現 に よ

る とす る の で あ る 。

と こ ろ が,「AICPA原 則 試 案 』 は さ ら に い う。 「一 般 的 に い っ て,あ る 一 期

間 の収 益 は,当 該 期 間 に お け る そ の 企 業 の 生 産 物 一 財 貨 も し くは 用 役 を

(18)ibid.,p.46.

(19)Paton,W・A.&Littleton,A.C.,AnlntroductiontoCorporateAccot{nting

Standards,Michigan,1946,p.49.
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(20)

交換価格で測定 した ものである」 と。ここに,会 計上の収益を 「生産物の交換

価値額」と規定 している。 このような収益概念は,伝 統的実現概念によって認

識 されるそれと対照的に異なるばか りか,『AAA1957年 基準』 のそれ とも明

らかに異なる。すなわち,伝 統的理論における収益概念は,当 該企業が財貨 ・
..(21)

用役を他の実体へ提供 した代償としての 「顧客から受領 した対価」である。ま

た,こ の伝統的実現概念を変革 したrAAA1957年 基準』では,「収益は,一 定
(22)

期 間 に 当 該 企 業 が そ の顧 客 に 提 供 した 財 貨 ・用 役 の 貨 幣価 額 」 と規 定 され て い

た。 そ れ は,顧 客 に 提 供 され た 生 産 物 の交 換 価値 額 で あ って,単 な る生 産 物 の

交 換 価 値 額 で は な い 。 これ らに対 して,『AICPA原 則 試 案 』 は収 益 を 「生 産 物

の交 換 価 値 額 」 と規 定 す る ので あ る。 これ に よ って,収 益 の認 識 時 点 が さ らに

早 め られ う る こ とは 明 らか で あ る。 な ぜ な ら,そ れ は,対 価 を 受領 しな くと も,

また 生 産 物 を顧 客 に 提 供 しな くと も,認 識 が 可 能 とな るか らで あ る。

そ して,す で に 述べ た 「企業 お よび 経 済 活 動 の正確 な反 映」 とい う会 計 の主

目的 と「生 産 物 の交 換 価 値 額 」 とい う収 益 概 念 か ら,TAICPA原 則 試 案 』 は 収

益 認 識 につ い て つ ぎ の よ うに い う。 「収 益 は,そ の活 動 に 関す る成 果 の客 観 的

測 定 が 可 能 で あ るな ら,財 貨 ・用 役 の創 造 と処 分 に 必 要 な 主 た る経 済活 動 が 達
(23)

成 され た期 間 に識 別 され るべ きで あ る」 と。 こ こに い う 「客 観 性 」 に つ い て は

いず れ 明 らか に す る と して,こ こで は収 益 認 識 の も う一 つ の条 件 であ る 「主 た

る経 済活 動 」 に っ い て,『AICPA原 則 試 案 』 の見 解 を 明 らか に して お こ う。

まず,長 期 請 負 工 事 や 一 定 の 固定 相 場(aknownprice)で 容 易 に 販 売 しう

る市 場 を有 す る商 晶,例 え ぽ,あ る種 の鉱 産 物 や農 産 物 等 の場 合,「 『主 た る経

済活 動 』 とは生 産 を 意 味 し,そ れ ゆ え,収 益 は 生 産 が 行 な わ れ る につ れ て 認

(20)Sprouse,R.T.(旦Moonitz,M.,op.cit.,p。46.

(21)た とえば,Paton&Littletoneikつ ぎの ようにい っている。「収 益は,顧 客か ら受

領 した新 しい資産の額で 測定 した当該企 業の生産 物 で あ る」 と(Paton,WA.&

LittletQn,A.C.,op.cit.,p.46)。

(22)AAA・CommitteeonConceptsandStandards・``AccountingandReporting

StandardsforCorporateFinancialStatements-1957Revision",inAccounting

andIRePortingStandardsforCorPorateFinancialStatementsandPreceding

StatementsandSuPPIements,AAA,p,5,(傍 点は引用者)

(23)Sprouse,RT.&Moonitz,M.,oカ.cit.,P.47.
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(24)

識されるべ きである」 と,明 確 に発生概念による収益の認識を説 く。 また,
(25)

「用役か ら生 じる収益は,当 該用役が提供された期間に示されるべきである。」

そ して,棚 卸資産に関する営業収益については,販 売時点による認識を主張す

窺 しか し,そ れだけではない。すなわち,「 稼得利益 の算定において,棚 卸

資 産 に 生 じた カ レン ト ・コス トの変 動 の影 響 は 重 要 で あ るか ら,こ れ を 報 告 す
(27)

べきである」と,棚 卸資産に関する保有損益の認識を勧告 している。そ して,

さらに,「(い ずれの評価基準によっても)棚 卸資産に関するこのような会計は,

棚卸資産が販売によって立証される以前に,収 益,利 得または損失を記録す る

ことになるであろ う。それにもかかわらず,こ れらの収益,利 得または損失は,
(28)

それらが生 じた期間の純損益の構成要素である」,と している点が 重要なので

ある。

われわれの用語法に よる収益は,す でに述べた ように,利 得をも含む広義の

概念である。それゆえ,わ れわれの用語法によれば,『AICPA原 則試案』は

保有損益の認識を勧告 し,こ れを純損益の構成要素としていることから明らか

なように,棚 卸資産に関する収益についても,発 生概念に よる認識を主張 して

いる,と いえる。

ただ,次 節における評価論の解明でも明らかになるように,固 定資産に関 し

ては,必 ず しも理論通 りに発生概念が適用されてはいない。恐 らく,そ れは実
(29)

践 的 妥 協 か ら す る 後 退 で あ ろ う。

以 上 の よ うに,rAICPA原 則 試 案 』 は 利 益 を 「生 産 物 の交 換 価 値 額 」 と 規

定 し,客 観 的 測 定 可 能 性 の 条 件 を 満 た す か ぎ り,そ の 創 造 と処 分 に 必 要 な 主 た

る 経 済 活 動 が 達 成 さ れ た 期 間 に,そ して ま た 資 産 価 値 の 変 動 が 現 実 に 生 じた 期

(24)ibid.,p.47,

(25)ibid.,pL48.

(26)ibid.tp.48.

(27)ibidL,p.50.

(28)ibid.,p.57.

(29)『AICPA原 則 試 案 』 を経 済 学 理 論 と実 践 可 能 性 と の妥 協 の産 物 で あ る,と 性 格

づ け る の はRB・Cruse&ELSummersの 見 解 で あ る 。Cruse,R.B.&Summers,

E,L,``Economics,AccountingPracticeandAccountingResearchStudyN(L3",

AccountingReview,VoL40No.1(Jan.1965),pp.82ff.
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間に,こ れを認識すべきであるとする。これは,ま さに,伝 統的実現概念によ

る収益認識に代えて,発 生概念によるそれを主張する見解である。それは 「企

業および経済活動の正確な反映」とい う会計の主目的に ヨリ適合する。それゆ

え,「利益は,企 業活動の全過程に帰属するものであって,販 売時点にのみ帰

属するものではない」とい う基本命題にもヨリ適合することとなる。

しか し,こ れのみで十分であろうか。発生概念による収益認識は,た しかに,

「個別物価が変動 している場合,間 違った期間に間違った利益額を 報告する危

険」を回避するであろう。なぜなら,個 別物価の変動は,発 生収益一 ここに

いう収益 とは,わ れわれの用語に よる広義の概念である一 として,そ れが現

実に生 じた期間に認識 されるか らである。 しか し,『AICPA原 則試案』が伝

統的実現概念による収益認識に対 して批判 していた もう一つの点,す なわち,

「一般物価水準が変動 している場合,資 本修正項 目を損益項 目として報告する

危険」をも除去 しうるであろうか。さらにまた,現 代会計学に対する新たな要

請,す なわち,一 定期間における価値変動をあ りのままに,タ イムリーに認識

すると同時に,こ れをその発生形態に応 じて分解認識するとい う要請に対 して

十分に適合 しうるであろうか。

結論からさきにいえば,発 生概念による収益の認識は利益決定における期間

的歪曲性をは除去 しうる。 しか し,そ れのみでは,資 本 と利益の混同を避ける

ことができないばか りか,収 益の発生形態に応 じた分解認識を行な うこともで

きない。なぜなら,発 生概念のみに よる収益の認識は,一 般物価水準の変動か

らする資産または負債の価値変動をも,そ の他の変動からするそれに包摂 して

しまうし,さ らにすべての価値変動を包括的に認識 してしま うからである。

ところが,rAICPA原 則試案』は,周 到にも,つ ぎのような主張をな し,

これらの問題を解決する。すなわち,「 われわれの観察に よれば,あ る資産価

値の変動を一層タイムリーな方法で認識 し,か つ,そ れによって貸借対照表上

に従来の方法によるも一層 カレソ トな情報を提供することが技術的に可能であ

る。この点か ら(資 産価値の変動を)つ ぎのように識別することを提案する。

すなわち,(a)ド ル(価 値)の 変動すなわち(一 般)物 価水準の変動に起因

する変動額,(b)財 貨 ・用役 の利用以前 における取得(と 保有)に 起因する

(変動)額,お よび(c)そ の時の市場における販売に起因する(変 動)額 と
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(30)
の三者に識別することを」 と。

そ して,(a)は,「 いずれの年度においても実現利益ではな く,む しろ企業
(31)

の投下資本を変動 した ドル価値によって修正 した項 目にすぎない」,と する。

また,(b)は,「 物価変動時に,棚 卸資産項 目を所有 していた ことから生 じる

利得または損失」であって保有損益であ り,さ らに,(c)は,rr営 業損益』,(
32)

すなわち売価 とカレソ ト・コス トによって 算定された売上原価 との差額」,で

あるとい う。

それゆえ,rAICPA原 則試案』は,「利益は企業活動の全過程に帰属す るも

のであって,販 売時点にのみ帰属するものではない」 とい う基本命題か ら,客

観的に決定 しうるかぎり,す べての資産および負債 の価値変動を認識すべきで

あるとい う基本的見地に立 って,伝 統的実現概念に代えて,発 生概念に よる収

益認識を主張する。 しか し同時に,ド ル価値 の変動は資本修正項 目であるとし

こ(
,資 本と利益の混同を排除す ることを主張する。また,そ れ以外の変動をも

営業損益 と保有損益 とに識別 して認識することを勧告 しているのである。

なお,営 業損益 と保有損益 との分解認識の必要性を,っ ぎのような理由か ら

主張 している。すなわち,前 者は,「 反復的であ り,か つ比較的統制可能なも
(33)

のであって,そ の測定にはヨリ大なる予測的価値がある。」 さらにまた,そ れ
(34)

は,「他の実体 との明白な取引か ら生 じる資産(お よび負債)の 変動」である。

これに対 して,後 者は,カ レン ト・コス トの動向によるものであ り,当 該項 目

を単に保有 していたことから生 じる利得 または損失にす ぎない。それゆえ,両

者の有 している意味は異なる6両 者を別個に認識することは,別 個の分析 と解
(35)

釈 とを 可 能 に す る た め に,必 要 で あ る と。

以 上 の よ うに,『AICPA原 則 試 案 』 は,ド ル 価 値 の 変 動 を 損 益 項 目 か ら 除

去 す る と 同 時 に,そ の 他 の 変 動 を 営 業 損 益 と保 有 損 益 に 分 解 し て 認 識 す る こ と

を 主 張 す る 。 そ れ ゆ え,伝 統 的 実 現 概 念 に よ る収 益 認 識 を 批 判 し,発 生 概 念 に

(30)Sprouse,R・T・&Moonitz,M・,op.cit.,P.17.(カ ッ コ内 は 引 用 者)

(31)ibid.,p.17.

(32)ibid.,p.29.

(33)ibid.,p、51.

(34)ibid.,p.53.

(35)ibid.,p.51,
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よるそれを高揚するのではあるが,他 面において,実 現概念の意義をつぎのよ

うに認識する。 すなわち,「 会計において実現概念が広範囲に利用されている

こと,お よびその利用は,数 あるなかでも,純 利益のうち実現要素 と未実現要
・ ・(39)

索との区別を意味すること,こ の二点にわれわれは注 目する」 と。 ここにおい

て,実 現概念は,収 益の第1次 的認識概念としては不十分であっても,少 な く

ともその分類概念ない し第2次 的認識概念 として,そ の必要性ない し存在意義

が認められている,と いえる。

以上がアメリカ公認会計士協会の二つのr会 計調査研究書』における収益認

識論である。その検討は,後 に行なうこととして,ひ とまず さきに進 もう。

第3節 資 産 評 価 論

つぎに,わ れわれは,本 章で問題にしている 『AICPA公 準論』 とrAICPA
(37)

原則試案』における資産評価論を瞥見 しておこう。 なぜなら,「 利益は当該企

業実体の純資源の増加函数である。 したがって,利 益の構成要素,す なわち収

益,費 用,利 得および損失,の 測定は資産および負債領域における測定に依存
(38)

しなければならない」か らである。

まず,『AICPA原 則試案』は,「資産の概念は,経 済資源すなわち稀少性を
(39)

有する資源の概念と関連 している」とし,こ の稀少性を有する資源が会計上の

資産の範疇に含められるためには,「特定の実体に帰属 しうること,個 々にある

いは関連 グループの一部として交換すなわち移転が可能であること,お よび貨
(40)

幣 に よ る表 現 が 可 能 であ る こ と,こ れ らの三 つ の条 件 を 満 た さね ば な らな い」と

す る。 こ こに 規 定 され た 会 計 上 の資 産 の属 性,す な わ ち,(1)特 定 実 体 へ の 帰 属

可 能 性,(2)交 換 可 能 性,お よび(3)貨 幣 評価 の 可 能性 の属 性 は,rAICPA公 準

論 』 に お け る,「 資 産 は,特 定 の実 体 に よ って所 有 され,交 換 に よっ て生 じた,

(36)ibid.,P.15.(傍 点は引用老)

(37)新 井清光 前掲書,247-250頁 に も,そ の評価論が紹介 され ている。あわ せて参

照 されたい。

(38)Sprouse,RT.&Moonitz,M・,op・cit.,P.11.

(39)ibid.,P.19.

(40)ibid.,p.19.
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貨幣のごとき測定単位によって表現される経済資源 と関連づけられねばならな
(41)

い」,と い う規定に基づいているQ

会計上の資産の属性を以上のように規定 した後,資 産をつぎのように定義す

る。「資産は,当 期 もしくは過年度の取引の結果,当 該企業実体によって取得
(42)

された,期 待される将来の経済的効益,権 利である。」

ここに,「期待 される将来の」 とい う形容詞は,「効益が現実に発現す るとい
(43)

う点に関 して,す べての資産はある程度の不確実性をもっている」,と い うこ

とを意味している。それゆえ,そ の評価には推測ない し見積 りが不可欠である。

また,「経済的」とい う形容詞は,「 当該効益が稀少であり,そ れゆえ現在およ

び将来においてなんらかの交換価値を有 していることを示すために用いられて
(44)

いる。」さらに,「取引」 という用語は,当 該実体へ資産がもたらされた事象を
(45)

意味し」,「当期 もしくは過年度」 という用語は,「『将来』を排除するために用
(46)

い られている。」

ところで,こ の定義において,会 計上の資産の有する属性のうちもっとも重

要 な属性は,「 将来の経済的効益」であ り,現 在および将来におけるその交換
(47)

可能性である。 したがって,「 資産に付与される貨幣額は,こ のような期待さ
(48)

れる将来の効益 と関連づけられねばならない。」 いいかえれば,資 産評価の問

題は,当 該資産が有 している将来の用役提供能力を測定する問題であ り、その

現在および将来の交換可能額を貨幣的に見積 る問題である。

そ して,『AICPA原 則試案』に よれば,そ のためには,(1)将 来の用役提供

能力の存在を確認すること,② 将来の用役提供能力の量を見積 ること,(3)将 来

の用役提供能力の量を評価すること,こ の三つの段階が必要であ(29L

こ の 第3段 階,な わ ち 「将 来 の 用 役 提 供 能 力 の 量 を 評 価 す る 」 た め に は,い

(41)Moonitz,M.,op.cit.,P.54.

(42)Sprouse,RT.&Moonitz,M,op.cit.,P.20.

(43),(44),(45),(46)ibid.,p.20.

(47)し た が って,『AICPA原 則 試 案 』 に は,繰 延 資 産 に 関 す る議 論 は見 当 らな い 。 わ

ず か に研 究 ・開 発 費(researchanddevelopmentcosts)が 無 形 固 定 資 産 に含 め られ

て い るだ け で あ る(ibid.,P.20)。

(48)ibid.,p.23.

(49)ibid,,p.23.
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か な る基 準 が 採 用 され るの で あ ろ うか 。 『AICPA公 準 論 』 は,そ の 「付 随 的

公 準 」(supPlementarypostulates)B-2「 市 場 価 格 」(marketprices)に

お い て,「 会 計 資 料 は,現 実 に行 なわ れた,あ るい は 行 な わ れ るで あ ろ うと期
(50)

待される,過 去,現 在 もしくは将来の交換か ら生ずる価格に基礎をおく」,と

している。 この規定に基づいて,『AICPA原 則試案』も,会 計上の評価基準
(51)

と して,「過去,現 在および将来の交換価値」を採用する。

会計上の資産のもっとも重要な属性を 「将来の経済的効益」 すなわち,「 現

在および将来においてなんらかの交換価値を有 していること」とする以上,そ

の交換価値量の価格づけ,す なわち資産評価の基準が現在および将来の交換価

格であるとするのは当然のことであろう。

しか し,そ の基準として,過 去の交換価格をも認めることは論理的に矛盾が

あるといわざるをえないのではなかろうか。もちろん,過 去の交換価格を現在

および将来の交換価格の客観的見積 りの困難な場合の単なる便法ない し代替的
(52)

基 準 と して な ら,そ れ も認 め ざ るを え な い で あ ろ うが 。

そ れ は さ て お き,rAICPA原 則 試 案 』 は以 上 の よ うな 評価 基 準 を勧 告 す る。

そ して,す でに 明 らか な とこ ろで あ るが,こ の評 価 に は見 積 りない し推 測 が 不

可 欠 で あ る。 そ こで,こ の見 積 りな い し推 測 の難 易 性 に よっ て,同 原 則 試 案 は,

す べ て の資 産 を(a)貨 幣 も し くは貨 幣 請 求 権 の形 態 を とる資 産 と,(b)そ の

他 す べ て の資 産 とに 分 類 し,そ れ ぞ れ に つ い て の 評価 基 準 を主 張 す る。 具 体 的

基 準 は脚 注 に譲 り,こ こで は,そ の要 点 のみ を 記 して お こ う。 まず,(a)の 評

価 基準 は,原 則 と して,「 将 来 の交 換 価 格 の割 引価 額 」 であ り,(b)の それ は,

原 則 と して,「 過 去 も し くは 現在 の交 換 価 格 」 す なわ ち 取 得原 価 また は カ レ ソ

ト ・コス トで あ る。 後 者 の評 価 基 準 が 将 来 の交 換 価 格 で は な く,過 去 も し くは

現 在 の それ に よ るの は,そ の見 積 りに ヨ リ大 な る不 確 実性 が あ るか らで あ る。

(50)Moonitz,M・,op・cit・,P・37・

(51)Sprouse,R・T.&M'oonitz,M・,op・cit・,PP・23-24,

(52)な お,過 去の交換価格 は,資 産 の原初測定額 の評価基準 としては本来的意味 を有

してい る。 しか し,そ れは,取 得時点に おい て,そ の交換価格が現在 の交換価値 を示

してい るか らなので ある。取得時点以降 にお いては,少 な くともここで問題 に してい

る ように,価 格水準の変動の存在を前提 とす るか ぎり,過 去 の交換価格が当該資産 の

現 在お よび将来の交換価値 の基準 とはな りえない,と 考 えるぺ きで あろ う。
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そ して,後 者の評価基準の代替法として,取 得原価の個別物価指数による修正
(53)

や鑑 定 評 価(appraisal)も 認 め られ うる,と す る。

以 上 が ア メ リカ公 認 会計 士協 会 の二 っ のr会 計 調査 研 究 書 』 に お け る評 価 論

の あ ら ま しで あ る。 会 計 上 の 資 産 の 属 性 と して,「 将 来 の経 済的 効益 」 とい う

点 を 重視 す る。 こ こに 「経 済 的 」 とは,す で に述 べ た よ うに,当 該 資 産 が 現 在

お よび 将 来 に お い て な ん らか の交 換 価 値 を 有 す る こ とで あ った 。 そ れ ゆ え,会

計 上 の資 産 評 価 は,こ の交 換 価 値 を 見積 り,そ れ を 価 格 づ け る こ とで あ る。

した が って,理 論 的 に い え ば,会 計 上 の 資 産 は,取 得 時 点 に お い て は 取 得 価

格 に よっ て,ま た,そ れ 以 降 に お い て は 現 在 も し くは将 来 の交 換 価 格 に よ っ て評

価 され る こと とな る。もち ろ ん,ド ル 価 値 の変 動 に つ い て は別 個 の 考 慮 が 必 要 で

あ る。 なぜ な ら,前 節 に おい て 明 らか に した よ うに,そ れ は損 益 で は な く,単 な

る資 本修 正項 目 と して勧 告 され てい るか らで あ る。 これ が 原 則 的 な 立 場 で あ る。

しか も,そ うす る こ とは収 益 認 識 に お け る発 生 概 念 の 主 張 と符 合 す る ば か り

か,営 業 損 益 と保 有 損益 との分 解 認 識 を も可 能 に す る。こ の点 に っ い てジrAIC

PA原 則 試 案 』 は つ ぎ の よ うに い っ てい る。 「カ レン ト'・コス トす なわ ち 取 替

原 価 を 利 用 す る場 合 に は,さ らに つ ぎの よ うな 長 所 が あ る 。す な わ ち,そ れ は

物 価 の騰 落 時 に棚 卸 資 産 を 保 有 して い た こか ら生 じる損 益 と 『営 業 損 益 』 す な

(53)Sprouse,R'L&Moonitz,M,op.cit.,pp.24-36.

なお,こ こで説かれ ている評価基 準を具体的に示せば,つ ぎの通 りであ る。

(a)貨 幣 も しくは貨幣請求権 グル ープ……原 則 として,将 来 の交換 価格の割 引額

(イ)現 金……額面額

(ロ)受 取債権……割引現在価値

㊨ 市場性あ る有価証券 ……市場価格 また は割引現 在価値

⑥ その他の資産 グル ープ……原則 と して過去 または現在 の交換価 格

④ 棚 卸資産

ω 固定相場で容易 に販売で き,か つ処 分費用の予測が容 易な棚卸資産 ……正味

実現可能価 値

mそ の他の棚卸資産 …… カレン ト・コス トす なわち取 替原価

(ロ)償 却 性有形 固定資産(plantandequipment)・ ・…・取 替原価,取 得原価 の個別

物 価指数に よる修正,鑑 定評価,ま た は取得原価 のいずれかの方法

の 土地 ……取得原価 また は鑑 定評価

⇔ 無形 固定資産 ……取得原価

㈲ 投資 ……別個 の委 員会で検討



59

わち売価 とカレン ト・コス トによって算定 された売上原価 との差額 とを勘定に
(54)

おいて明瞭に識別することができるとい う長所である」 と。

しか し,如 上の評価基準はあ くまで原則的なそれにすぎない。実際には,rAI

CPA原 則試案』 は,「 貨幣 もしくは貨幣請求権」以外の資産に対する評価を

「過去の交換価格」によることも認めている。とりわけ,土 地および無形固定

資産に関 しては,取 得原価による評価を認め,そ れが陳腐化 した場合にのみ,

定期的な鑑定評価を勧告 している。明らかに,そ れは客観性の要請からする理

論 と実践可能性との妥協の結果である,と 考える。

第4節 お わ り に

以上で,ア メリカ公認会計士協会の 『会計調査研究書』第1号 および第3号

に表明された会計上の収益認識論 とこれに関連 した資産評価論 とを明らかに し

えた と信 じる。そ こで,そ の要点をひとまず再述 しておこう。

収益認識論においては,ま ず会計の基本的職能を 「企業および経済活動の正

確な反映」にあるとし,し たが って,会 計上の利益決定において 「利益は企業

活動の全過程に帰属するものであって,販 売時点にのみ帰属す るもの で は な

い」 とい う命題を重視す る。そ して,こ の基本命題か ら,伝 統的実現概念に よ

る収益認識の便宜性を明らかに し,そ の便宜性に由来する利益決定の期間的歪

曲性に厳 しい批判を加える。 こうした批判に立脚 して,伝 統的実現概念による

収益認識に代えて発生概念によるそれを強 く勧告する。

そこでは,期 間収益が 「当該期間の生産物すなわち財貨 一・用役を交換価値で

測定 した もの」 とされる。このような収益概念の規定は,伝 統的なそれ と異な

ることはもちろん,『AAA1957年 基準』における「当該期間に顧客に提供 した

生産物の価額」 とい う収益概念 とも明らかに異なる。すなわち,前 者は後者 よ

りも早い時点において収益の認識を可能にする規定である。そ して,こ のよう

な収益は,客 観的測定が可能 となるかぎり,そ れを創造 もしくは処分するに必

要な主たる経済活動が達成 された期間に認識されるべきである,と する。ここ

での 「主たる経済活動」 とは営業活動はもちろん こと・保有活動をも意味する。

(54)ibid.,p.29.
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このように,ア メリカ公認会計士協会の二つの 『会計調査研究書』は 「企業

および経済活動の正確な反映」のために,会 計上の収益認識において発生概念

によることを高揚する。 しか し他面において,企 業および経済活動の成果を,

その発生形態に応 じて,営 業損益と保有損益 とに分解認識することの必要性を

説 く。そ して,そ のための必要な概念 として,伝 統的実現概念の存在理由を認

める。いいかえれば,伝 統的実現概念は,収 益の第1次 的認識概念としては不

十分ではあるが,第2次 的認識概念すなわち収益の分類概念としては必要であ

る,と 観念するのである。

他方,資 産評価論の要点はこうである。まず,会 計上の資産を 「当期 もしく

は過年度の取引の結果,当 該企業実体によって取得された,期 待 される将来の

経済的効益,権 利」 と定義 し,そ の属性 として「将来の経済的効益」とい う点を

もっとも重視する。そ して,こ こに 「経済的」 とは,稀 少性を有 していること

であ り,し たがって,現 在および将来においてなんらかの交換価値を有 してい

るとい うことである。こうした観点か らいえば,資 産評価の原則的基準は 「現

在および将来における交換価格」である。 しか し,rAICPA原 測試案』は,同

時に 「客観性」の要請を受け入れ,土 地および無形固定資産等については 「過

去の交換価格」による評価をも是認する。

それゆえ,収 益認識においてもまた資産評価においても,と もに 「客観性」

の要請が重要な要因となっている。ところで,こ こにい う客観性とは,「 偏見
(55)

のないこと,す なわち他の有能な調査人によって検証 され うること」であり,

「過去にお・・て完了した事象と購 に,賑 りや予測も魍 的で励 う親 と

い う。 したがって,市 場価格はもちろんのこと,取 替原価.正 味実現可能価値
(57)

お よび 個 別 物 価 指 数 等 も客 観 的 な も の とさ れ てい る。

こ う した 「客 観 性 」 概 念 か らす れ ば,取 得 日以 降 に お け る 資 産 評 価 に 取得 原

価 を認 め た り,ま た一 定 期 間 ご との 鑑 定 評 価 や 物 価 指 数 に よる修 正 を主 張 す る

こ とに は論 理 的 矛 盾 が あ るで あ ろ う。 そ れ らは,あ くまで 便 宜 的 方 法 に す ぎ な

い も ので あ る。 そ れ ゆ え,こ こに解 明 した ア メ リカ公 認 会 計 士 協 会 の 会 計 思 考

(55)Moonitz,M,⑫cit.,P.42,

(56)ibid.,p.42.

(57)Sprouse,R.T、&Moonitz,M,,op.cit.,pp.12・-13,pp.26-27,



61

は,評 価論における時価主義の主張 よりも,む しろ収益認識論における発生概

念の高揚に重心があ り,ま た後者の方がヨリ論理的である,と いえる。

しか し,そ れに しても,本 章で明らかに したアメリカ公認会計士協会の見解

には,前 章で検討 したアメリカ会計学会の見解に比 して,理 論的に長足の進歩

がみ られるであろう。

すなわち,会 計上の収益認識において,発 生概念による認識の第1義 性を説

き,同 時に実現概念を利益ないし収益の分解のための概念として認める見解は,

現代会計学に対する要請に適合するものであ り,伝 統的会計理論を超克する,

一つの会計理論として妥当なものであろう
。 また,資 産評価論における原則的

見解は,発 生概念 と実現概念とを相互補完的概念として観念する収益認識論 と

も整合するものである。 しか し,こ れらについての検討やアメリカ公認会計士

協会の見解に存在する問題点の指摘等はすべて次章に譲ることとする。
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第5章 総 括 と 展 望

第1節 は じ め に

「会計上の利益概念とその認識方法」 に関する研究の端緒を開 くこと,こ れ

が本書の意図である。その研究テーマは,古 くしてかつ新 しい問題であるばか

りではな く,直 接あるいは問i接に会計上の諸問題をすべて包含する根本問題で

あるため,き わめて広範に して深遠な問題である。そこで,本 書は,そ の一つ

の端緒として,「 会計上の収益の妥当な認識概念ない し認識方法はいかなるも

のか」とい う問題の研究を試みた。

とはいえ,本 書でとりあげた 「収益認識概念ない し認識方法」の研究に関 し

ては,参 考となる文献がきわめて乏 しい現状にある。とりわけ,こ の問題に直

接関係する単行書は,筆 者の知 るかぎり,内 外にわた っても,わ ずかに二冊存
(1)

在 す るに す ぎな い 。 この た め もあ って,本 書 の採 用 した 接 近 方 法 はか な り限 定

され た も ので あ った 。 す な わ ち,伝 統 的 実 現 概 念 の意 義 と限 界 を 明 らか に した

後,こ れ に対 す る反 省 ない し批 判 の 動 向 を,ア メ リカ に お け る二 大 会計 研 究 団

体 で あ る,ア メ リカ会 計 学 会 とア メ リカ公 認 会 計 士 協 会 との今 世 紀 後半 に お け

る見 解 に よ つて,明 らか に し,こ れ を 比 較 ・検 討 す る こ とに よ って,「 会計 上

の収 益 の妥 当 な認 識 概 念 な い し認識 方法 は い か な る も のか 」 を研 究 しよ うとす

る もの で あ る。 そ れ ゆ え,「 会 計 上 の 利 益 概 念 とそ の 認 識 方 法 」 の 研 究 とい う

観 点 か らみ れ ば,本 書 はそ の端 緒 の 序 に す ぎな い か も しれ な い。

た だ,問 題 解 明 のた め に考 察 ・参 考 に した 対 象 はか な り限定 され た もの で は

あ った が,本 書 で は,ア メ リカ の二 大 会 計 研 究 団体 の今 世 紀後 半 の 動 向 を,単

(1)す なわ ち,つ ぎの二つで ある。 しか も,後 者は本書に とってはほ とん ど参考 には

な らなかった。

Winda1,F.W.,TheAccountingConceptofRealization,OccasionalPaper

No.5,MichiganStateUniversity,Michigan,1961.

Thomas,A.L.,RevenueRecognition,MichiganBusinessReportNα49,

Michigan,1966.
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に表面的に紹介するだけに終 らないよう心掛け,「 会計上の収益の妥当な認識

概念ない し認識方法」の究明とい う観点に焦点を合わせて,解 明 しようと努め

た。そ して,同 時に,こ うした動向の背後にあるヨリ根本的な問題点の解明に

も留意 したつもりである。

これによって,伝 統的実現概念による収益認識の不備を反省ないし批判する

現代会計学の動向がなにゆえに惹起 された ものか,ま た,こ れに対 してどのよ

うな認識概念ない し認識方法をもって対処 した らよいのか,と い うわれわれの

当面の問題を解 くことができる,と 信 じる。さらにまた,そ れは,た とえささ

やかなものであろうとも,「会計上の利益概念とその認識方法」の研究 とい う,

われわれの究極の課題の解明のための端緒を開 くことにもな りうるであろう。

そこで,本 章では,こ のような研究のあとをまず簡単に振 り返 り,つ いで本

書の直接の課題に対する一つの素朴な答えを披渥 し,お わ りに若干の展望を試

み ることに しよう。

第2節 本 論 の 要 約

まず第1章 では,本 書における問題の所在と接近方法を述べた。如上のよう

に,「 会計上の利益概念とその認識方法」 に関する研究の端緒 として,本 書は

「会計上の収益の妥当な認識概念ないし認識方法はいかなるものか」 の究明を

直接の研究課題とする。そ して,こ のテーマを,ア メリカの二大会計研究団体

における今世紀後半の動向の解明とその比較 ・検討によって,究 明しようとす

るものであることを述べた。

っいで,第2章 では,今 日,新 たな反省ない し批判の姐上にのせられている

伝統的実現概念の性格を,そ の成立の経緯,内 包要件,お よびその特徴の三っ

の側面か ら,究 明した。これによって,伝 統的実現概念の意義 と限界を明らか

にしえた,と 信ずる。それは,ま た,現 代会計学の動向をヨリよく理解するた

めの,そ れゆえ,収 益の妥当な認識概念ない し認識方法を確立するための基盤

ともなるであろ う。なぜなら,現 代会計学の動向の一つは,こ の伝統的実現概

念による収益認識の不備を反省ない し批判する動向であ り,そ こには,当 然の

ことながら,そ れな りの理由一 社会 ・経済的環境から生 じる現代会計学への
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要請一 がある,と 考えるからである。

ここに,第2章 の要点のみを記述 しておこうσまず,伝 統的実現概念は・第

1次 世界大戦後の,ア メリカにおける価格水準の上昇を契機 として,時 価主義

評価を前提とする 「純財産増加」概念としての利益の欠陥,す なわち未実現評

価益の計上に対する批判として誕生 したのであった。 したがって,そ れぱ,明

らかに,「可処分利益」 としての期間損益の認識概念として誕生 したのである。

こうした成立の背景から,伝 統的実現概念は,そ の内包要件 として,(1)相 互に

独立 した当事者間の財貨 ・用役をめ ぐる交換取引一 市場取引一 の存在と,

(2)その対価 としての(流 動)資 産の受領,と い う二っの条件を必要 とし,実 際

上は,販 売概念と同義語に用いられてきたのである。 このような条件をその成

立要件 とすることによって,そ れは,未 実現評価益を排除 し,客 観的に してか

つ確定的な期間損益,す なわち 「可処分利益」の認識を十分に保証する機能を

果 してきたのである。

しか し,こ うした長所は,観 点をかえる時,一 つの大きな短所 となるのであ

る。すなわち,実 現(販 売)利 益の認識は,逆 にいえば,未 だ実現(販 売活動)

とはなっていない当期の成果の一部を認識 しえず,ま た,過 年度の成果の うち

当期に実現(販 売)さ れた成果をすべて当期の成果 として認識する結果となる

のである。 したが って,そ れは,期 間個別の成果をタイムリーに認識 し,か つ.

これをその発生形態に応 じて,少 な くとも営業成果 と保有成果 とに分解認識 し

たい,と い う要請からは不十分なものとなるのである。 こうした伝統的実現概

念による収益認識の不十分性を反省ない し批判することによって,ヨ リ妥当な

認識概念および認識方法を確立 しようとするのが今世紀後半における現代会計

学の一つの動向であろ う,と 推論される。

そこで,第3章 では,こ うした仮説のもとに,現 代会計学の動向を代表す る

一づの見解である,ア メリカ会計学会の実現概念ない し収益認識概念に関する

1957年 以降の動向を明らかに した。すなわち,こ こでは,ま ず最初に,rAAA

1957年 基準』における実現概念の変貌を検討 し,つ いで,同 基準に対する二っ

の 『補足意見書』の見解を解明 し,さ らに,同 基準における実現概念を 「実質

的に展開 し,か つ部分的に修正すること」を意図 して公表 された 『実現概念小

員会報告書』の見解を検討 した。第3章 の論述内容を要約するならば,つ ぎの
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通 りである。

本章では,ま ず,『AAA1957年 基準』 における実現概念の変貌を詳細に分

析 した。すなわち,こ こでの実現概念は,単 に収益の認識概念に留まらず,会

計一般の認識概念 として規定され,会 計上の基礎概念の一つとして,そ の地位

を与えられるのであ つた。ここに,実 現概念の適用領域における拡大とい う意

味での量的拡大が まずみられる。 そのためもあって,こ の実現概念の成立要

件一 内包一 は,「 確定性」と 「客観性」 とい う抽象的で分散の大きい概念

によって満されることとなり,判 断の比重を増大させたのである。その結果,

具体的には,伝 統的実現概念の成立のための絶対条件 とされていた二つの要件,

すなわち,(1)相互に独立 した当事老間の財貨・用役をめ ぐる交換取引の存在一

当該企業実体が当事者である市場取引の成立一 と(2)その対価 としての(流動)

資産の受領の二つの要件は,「 確定性」と 「客観性」とを判断するための,単

なる相対基準以下に位置づけられてしまうのであった。後者の要件は否定すら

されている。,すなわち,こ こでは,収 益を 「受領 した対価」によってではなく,

「提供 した価格」によって認識する,と 主張されていたのである。 それゆえ,

伝統的実現概念による収益認識方法のもとにあっては,そ の例外的な認識概念

とされていた発生概念を新たな実現概念の うちに包摂 して しまうのである。そ

れは,も はや伝統的実現概念の量的拡大や展開の段階ではな く,そ の質的拡大

であ り,発 生概念への転開であることが明らかであろう。

このような方向を勇敢にも打ち出した 『AAA1957年 基準』ではあったが,

しか し,実 現概念と密接な関係を有する,そ の評価論の領域においては,事 実

上,原 価主義会計の域を殆んど出ることはできなかった。 すなわち,「 用役潜

在性」とい う新 しい資産概念の提唱のもとに,理 論上は,「 将来現金収入の割

引現在価値」による評価を説 くのであるが,そ れはあ くまで理論上の主張であ

って,実 際上は伝統的会計学のそれと殆んど同一なのである。

したがって,そ こでは,期 間個別の成果をタイムリーに認識することも,ま

た,こ れをその発生形態に応 じて営業損益と保有損益とに分解認識する思考 も,

具体的には,未 だなんら展開されてはいないのである。 しか し,評 価論におけ

る新たな動向や成果のタイリーな認識とその分解認識の思考は,rAAA1957

年基準』における実現概念の質的変貌のなかで力強 く胎動 していた,と 考える。



66

す なわち,こ うした新たな思考は,や がて同基準に対する二っの『補足意見書』

において,具 体的に表明されるのである。

すなわち,r補 足意見書第1号 』は,「用役潜在性」とい う資産概念の規定を

『AAA1957年 基準』から継承 し,同 時に,「 客観性」 と 「検証可能性1の 要請

を受け入れて,「 用役潜在性」 の実践的近似値であるカレン ト・コス トに よる

評価を説 く。なぜなら,そ うすることに よって,一 定期間における経済および

企業活動の成果をタイムリーに認識すると同時に,そ の成果を発生形態に応 じ

て営業損益 と保有損益とに分解認識することが可能にな り,し たがって,投 資

者による投資意思の決定と経営者の支配 ・統制に必要な資料,す なわち,企 業

の将来の利益予測を可能にする資料を提供できるようになるか らである,と 主

張するのである。

ここに,前 章第3節 で仮説的に指摘 した伝統的実現概念による収益認識の欠

陥を,そ れはまた伝統的実現概念に対する反省ない し批判を惹起 している現代

会計学への要請を,論 証 しえたと信 じる。それは,端 的にいって,会 計資料に

対 して過去的性格ない し職能ではな く,現 在 もしくは将来志向的性格ない し職

能を期待するものであって,「 会計資料のリァリィテ ィの増大」 を要請するも

のである。そして,こ の要請は,一 方において,一 定期間における経済および

企業活動の成果をタイムリーに認識することと同時に,他 方において,こ れを

その発生形態に応 じて営業損益 と保有損益 とに分解認識す ることを要求するの

である。

ところが,『補足意見書』では,こ の分解認識された保有損益に関 して,実

現説 と未実現 とが真正面から対立 し,こ の聞題を未解決のままに放置するので

あ った。そのことは,と りもなおさず,実 現概念の解釈に関する伝統的見解と

『AAA1957年 基準』に示 された新 しい見解 との対立であった。

そのような状態のなかで,ア メリカ会計学会は,『 補足意見書』 を公表 した

翌年,す なわち1965年 にr実 現概念小委員会』からrAAA1957年 基準』にお

ける実現概念を 「実質的に展開 し,か っ部分的に修正すること」を意図 して,

r実現概念』と題す る小委員会報告書を公表 した。 端的にいって,そ こでは実

現概念をほぼ伝統的実現概念と等 しい概念に規定することを主張するのであっ

た。すなわち,実 現概念の成立要件として,(1)当 該企業実体が当事者である市
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場取引の存在,(2)そ の対価として客観的に測定可能な資産の受領,お よび(3)収

益稼得活動における決定的事象の遂行,の 三要件を主張する。このような実現

概念は,た とえ伝統的実現概念の量的拡大一 ここでの量的拡大とは,適 用領

域の拡大の意味でのそれではな く,(2)の要件が示 しているように,内 包要件の

緩和とい う意味での量的拡大である一 をなすことはできても,(1)お よび(2)の

要件を依然 としてその成立要件 としている以上,そ の質的拡大,す なわち内包

要件の転開をなす ことはできないのである。それゆえ,こ のような実現概念の

規定から,r実 現概念小委員会報告書』では,保 有損益を未実現損益 として結

論づけ,こ れを 「実現」 とは区別された 「認識」とい う概念によって会計記録
(2)

の正式な対象とする,と 主張するのであった。

以上が第3章 におけるアメリカ会計学会の見解の要約である。新たな社会 ・

経済的環境から生 じる現代会計学への新たな要請に直面 して,実 現概念を質的

に拡大 ・変革することに よって,こ れに適合 しようとする姿勢を一度はみせた

アメリカ会計学会であったが,そ の到達 したところは,実 現概念を伝統的なそ

れにほぼ等 しい ものへ と再修正 し,こ れのみによる収益の認識を断念 して,そ

の不十分性を 「実現」 とは別個の 「認識」とい う概念によって補完 しようとす

るのである。

以上のようなアメリカ会計学会の見解に対 して,第4章 では,ア メリカ公認

会計士協会の収益認識論をその二つのr会 計調査研究書』,す なわちrAICPA

公準論』と 『AICPA原 則試案』によって明らかに した。その要点を再述する

なら,つ ぎの通 りである。

アメリカ公認会計士協会は,如 上の二つのr会 計調査研究書』において,会

計の基本的職能を 「企業および経済活動の正確な反映」と規定する。そ して,

この観点に立った期間損益計算においては,「 利益は企業活動の 全過程に帰属

する」 という命題が基本命題として設定される。ついで,こ の基本命題から,

実現概念による収益認識の便宜性を明らかに し,そ れに由来する損益計算の期

間的歪曲性に対 して厳 しい批判を加える。そ して,こ のような批判から実現概

念を会計上の本質的特徴とは認めえないとし,こ の概念に代えて発生概念によ

る収益の認識を強調するのである。

(2)脚 注⑥を参照されたい。
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そこでは,期 間収益を 「当該期間の生産物一 財貨もしくは用役一 を交換

価値によって測定 したもの」 と規定する。 このような収益の定i義は,「 顧客か

ら受領 した対価によって測定 された企業の生産物」 という伝統的なそれと異な

ることはもちろん,rAAA1957年 基準』 における 「当該期間に顧客に提供 し

た生産物の貨幣額」 という定義 とも明らかに異なる。いえば,三 者の うちで,

もっとも早い時点での認識を可能にする収益の定義である。なぜなら,そ れは,

顧客から対価を受領することも,さ らに顧客に生産物を提供することす らも,

要求 してはいないからである。

そ して,こ のような期間収益は,客 観的測定可能性の条件を満たすかぎ り,

その創造もしくは処分に必要な主たる経済活動が達成された期間に認識 される

べきである,と される。なお,こ こでの 「主たる経済活動」とは営業活動のみ

ならず保有活動にも関係づけられて用いられている用語である。

以上のように,ア メリカ公認会計士協会は,発 生概念による収益認識を強調

するのではあるが,他 方において,「 企業および経済活動の成果」 をその発生

形態に応 じて営業損益と保有損益とに分解することの必要性を認識 し,そ のた

めの必要な概念 として実現概念にその存在意義を認めるのである。いいかえれ

ぽ,実 現概念は,収 益の第1次 的認識概念としては不十分であるが,し か し,

その第2次 的認識概念ない し成果分解のための概念としては必要性が認められ

る,と い うのである。

なお,こ のような収益認識論と密接に関連する資産評価論の要点はつ ぎの通

りであった。まず,資 産の属性 として 「将来の経済的効益」 とい う点をもっと

も重視する。そ して,こ こにい う 「経済的」とは,稀 少性を有 しているとい う

ことであ り,し たがって,現 在および将来においてなんらかの交換価値を有 し

ている,と い うことである。それゆえ,こ のような観点からいえば,資 産評価

の原則的基準は 「現在および将来における交換価格」とい うことになる。 しか

し,『AICPA原 則試案』は,同 時に,客 観性の要請を受け入れて,土 地や無形

固定資産については 「過去の交換価格」による評価を主張する。 しか し,こ こ

での客観性の要請は,き わめて寛大なものであって,取 替原価はもちろんのこ

と,正 味実現可能価値,個 別物価指数,鑑 定評価等をも客観的なものと認めて

いるのであった。 したがって,そ の資産評価論の見解には論理的矛盾がある,
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といわざるをえないであろ う。

しか し,そ れに しても,収 益認識論における発生概念の第1義 性の主張や実

現概念の存在意義に関する見解は,現 代会計学に対する要請に ヨリ適合するも

のであ り,伝 統的会計理論を超克する一つの会計理論 として基本的には妥当な

ものであろ う。また,資 産評価論における原則的見解は,発 生概念の強調と符

合す るばか りではな く,収 益の分解認識をも可能にする。その意味で,rAAA

1957年基準』に比 して,そ こには長足の進歩がみ られる,と いえよう。

第3節 一 つ の 収 益 認 識 論

以上が本論第4章 までの総括であ る。 本書は,「 会計上の収益の妥当な認識

概念ない し認識方法はいかなるものか」をテーマとし,ま ず伝統的実現概念の

性格を明らかにした後,ア メリカにおける二大会計研究団体の今世紀後半の見

解を検討 しなが ら,よ うや くここまで辿 りついたのである。そこで,以 下,こ

れまでの研究成果を基礎にして,本 書のテーマに対する素朴な,一 っの答えを

申し述べ ることとしよう。

いまさら多言を弄するまでもな く,会 計は,本 来,一 つの経済的技術であ り,

しかも今 日では,不 可欠の社会的制度となっている。それゆえ,会 計理論は,

その社会 ・経済的環境ない し背景 とそこから生 じる要請とを正 しく認識 し,こ

れに適合するものでなければならないであろ う。

したがって,「 会計上の収益の妥当な認識概念ない し認識方法はいかなるも

のか」 という本書の問題に対する解答も,な によりもまず現代会計学に対する

社会 ・経済的要請はなにか,ま た,そ れを惹起 している社会 ・経済的環境ない

し背景はなにか,を 正 しく認識することから出発 しなければならない。

この点については,第3章 第2節 一 さらに詳 しくは第7章 一 や同第3節,

および第4章 等における現代会計学の動向の分析から,す でに明らかになって

いるであろう。すなわち,一 方において価格水準の変動とい う外的要因が,ま

た他方において,企 業経営の科学化 ・専門化に伴 う高度な管理的要請の増大,

および これと並行 して生 じた合理的人間行動重視の思考の増大という内的要因

が現代会計学の社会 ・経済的環境ないし背景である,と 考える。そ して,こ の
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ような環境ない し背景から生 じる要請は,会 計の基本的職能を過去的 ・回顧的

性格のものから現在的 ・未来志向的な性格のものへと重点移行させ,価 格水準

の変動によって喪失 した会計資料のリアリィティを回復ない し増大させること

を要求するのである。

この 「会計資料の リアリィテ ィの増大」とい う現代会計学に対する根本的要

請は,な によりもまず一定期間における経済および企業活動の成果をあ りのま

まに,す なわちその価値変動が現実に生 じるままに,タ イムリーに認識するこ
(3)

とを要請する。端的にいって,そ れは 「期間個別 の真実性」の達成ない し増大

を意図 しているのである。 しかし,こ の要請は,こ の段階のみに留まるもので

はな く,さ らに,タ イムリーに認識 された経済および企業活動の成果をその発

生形態に応 じて分解認識することをも要請するのである。なぜなら,そ うする

ことによって,会 計資料は一定期間における企業の経済価値 の変動を ヨリ現実

に近いものとして認識することができ,「 会計資料のリアリィティの増大」 に

資することとなるからである。

とはいえ,す でに述べたように,会 計の領域にあっては,本 来,生 産活動に

基づ く成果一 生産過程における価値増殖分一 を独立 して客観的に認識する

ことはできないであろう。また,取 得活動に起因する成果は,自 由競争経済を

前提とするかぎり,ゼ ロと考えてよいであろうし,さらには,本来の営業活動の

一部 と考えることもできる。そこで,現 代会計学に対する後者の要請は,結 局,

企業および経済活動の成果を本来の営業活動に基づ く成果一 営業損益一 と

それに付随す る保有活動に基づ くそれ一 保有損益一 とに分解認識す る要請

とならざるをえない。

しか し,そ れにしても,こ のような 「会計資料 のリアリィテ ィの増大」 とい

う新たな要請に対 して,伝 統的会計学は十分に適合 しえない。なぜなら,そ れ

は,伝 統的実現概念と原価主義評価を中核として形成されている理論であるた

め,す でに詳 しく述べたように,一 定期間における経済および企業活動の成果

をタイムリーに認識することができないばか りか,成 果の営業損益 と保有損益

との分解認識 もできないか らである。

(3)「 期間個別の真実性」については,谷 端 長著r動 的会計論(増 訂版)』 森山書

店 昭和43年の第5章 から第8章,と くに第6章 を参照されたい。
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それゆえにこそ,ア メリカ会計学会は,こ のような伝統的会計学の不備を反

省 し,最 終的には,収 益の認識においては 「認識」と 「実現」 とい う二つの概

念の採用によって,ま た費用および資産の評価においてはカレソ トコス トの採

用によって,こ の欠陥を補完 しようとするのである。これに対 してアメリカ公

認会計協会は,伝 統的会計学の欠陥を批判 し,収 益の認識においては,「発生」

概念による第1義 的認識 と 「実現」概念による第2義 的認識の方法によって,

また評価論においては,「過去 ・現在 および将来の交換価格」 による評価を主

張することによって,そ れを改革 しようとするのであった。

その基本的観点において,両 者に共通する点は,「 実現」概念による収益認

識を ともに不十分なものとしながらも,他 方において,収 益の分解ない し第2

次的認識概念として,実 現概念の必要性を認めている点である。そ して,そ の

不十分性を,一 方は 「認識」概念の採用によって,他 方は 「発生」概念の導入
'によ

って,そ れぞれカヴァーしようとするのである。

なお,前 者の 「認識」 とは,第3章 第3節 で明らかに したように,「 のれん

以外の,す べての資産価値の変動の影響は,適 切な証拠によって確認され うる

かぎり,勘 定に記録 されるべきである」,と い うことである。 それは,端 的に

いって,「 検証可能な資産価値の変動」 を会計事象となる経済事象とする見解

であ り,そ れを会計の正式な認識の対象 とするとい う思考である。他方,後 者

の 「発生」 とは,第4章 第2節 で述べたように,「 収益は,そ の活動に関する

成果の客観的測定が可能であるなら,財 貨 ・用役の創造と処分に必要な主たる

経済活動が達成された期間に識別されるべきである」,と い うことである。 端

的にいって,そ れは 「客観的に測定可能な資産価値の変動一 成果一一 」を会

計上の正式な認識対象 とすることを要求する概念であ り,思 考である。

したがって,両 者は,異 なる用語を用いてこそいるが,実 現概念による収益

認識の不十分性をカヴァーするために,共 通の思考ない し概念に立脚 している,

といえる。 「検証可能」 とか 「客観的に測定可能」 という用語の意味は,そ の

評価論が端的に示 しているように,究 極のところ,会 計資料を市場価格に依存

させることにほかならない。 それゆえ,H.T.Deinzer式 の解釈に従えば,

伝統的会計理論が「歴史的原価配分モデル」(historical・cost・allocationmodel)

であるのに対 して,ア メリカ会計学会やアメリカ公認会計士協会の見解はとも
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に 「客 観 的 市 場 価 格 モ デル 」(objecti"ve・market・pricemode1)と して,同 一
(4)

範 疇 に 属 す る思 考 で あ る,と い う こ とに な る 。

この よ うに,実 現 概 念 と発 生 概 念(な い し認 識 概 念)と を会 計 上 の収 益 認 識

に おい て二 者 択 一 的 概 念 と して で は な く,む しろ相 互 補 完 的概 念 と して 観 念 す

る両 者 の見 解 は妥 当 な も の であ る,と 考 え る。 な ぜ な ら,発 生 概 念 の 採 用 に よ

って,一 定 期 間に おけ る経 済 お よび 企 業 活 動 の成 果,す な わ ち 期 間 個 別 の成 果

を タ イ ム リー に 認 識す る こ とは可 能 とな るで あ ろ う。 しか し,こ れ のみ に よっ

た の で は,そ の性 格 を本 質 的 に 異 に す る営 業 損益 と保 有 損 益 とを実 質 的 に 分 解

認 識 す る こ とは で き な いか ら で あ る。 そ れ ゆ え,こ の 分 解 認 識 な い し第2次 的

認 識 概 念 と して.実 現 概 念 の必 要 性 が認 め ら れ う るの で あ るg

営 業 損 益 は,本 来,当 該 企 業 実 体が 当事 者 とな って外 部 の 独 立 した 実 体 との

間 に現 実 に行 な った取 引 の成 果 で あ り,い わ ば 当該 企 業 実 体 に と って 直 接 的 事

象 に よ る成果 で あ る。 そ こに は.市 場 に 存 在 す る外 的 要 因 を 当 該 実 体 の 内的 要

因 とす るた め の,当 該 実 体 の積 極 的 な意 思決 定 が 反 映 され て お り.ま た,W.J.
(5)

Vatterの 用語 を 用 い て いえ ば,「 資 産 に対 す る拘 束 の 解 除 」 が み られ るの で あ

る。 した が って,そ れ は,ま さに 客 観 的 に して確 定 釣 な事 象に 墓 つ く成 果 で あ

っ て,実 現 損 益 で あ る 。

(4)Deinzer,H.T.,MethodelogicalPresuPPαsUtonsinFinaMcialAccoun・ting

Modθls,Flor・ida,1968,P.8.

す なわ ち,彼 は,「現在 の財 務会計モデルはr歴 史的原価配 分モ デル』 と よぶ こと

がで きよ う。これ に対照す るモデル としては,『経 済的利益理念型』(economic・income

idea1)と 『客観的市場価 格 モデル』が あげ られ うる」,と い ってい る。そ して,『経済

的利益理念型』の提唱者 と してS・AlexanderとD.A.Corbi・nを,ま た 『客観 的市

場価 格モデル』のそ れ としてR.T.Sprouse&M.MoonitZ,EO.Edwards&P.

W.Bel1,N.M.Bedford,お よびR.J.Chambers等 を あげ,後 者を さらに細分類

している。

なお,Deinzerの この見解 については,つ ぎの優れ た紹介 があ る。藤 晒幸男稿 「ア

メ リカ財 務会計方法論の展 開一一H.T・ ダ ィン ヅアーの所説 を中心 として一 」 ビ

ジネス ・レビュー 第16巻 第4号 ,54-60頁 。

(5)Vatter,W,J,,TheFundTheoryo/Aeooctnti・ngjand伽Impli・catiovesfor

Financin,1」9ePor・ts.,Chicago,1947,p.'32.
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これに反 して,保 有損益は,当 該企業実体が当事者である市場取引は未だ現

実には成立 しておらず,当 該実体の外的環境がその資産ない し負債に反映 して

いるにすぎない,い わぼ間接的事象に よる成果である。そこには,布 場要因と

しての外的環境を当該実体の内的要因 とするための,積 極的な意思決定は未だ

なされていず,そ のかぎりで当該実体にとっては消極的な事象である,と いえ

よう。 したがって,そ れは,未 だ 「資産に対する抱束の解除」のみられない事

象に基づ く成果であ り,た とえ客観的であると認め られ うるにしても,未 だ確

定的にはなっていない事象による成果であって,未 実現損益である。

以上のように,営 業損益 と保有損益 とは,会 計実体の概念を前提に して成立

している会計の観点か らみれば,そ の発生形態においても,そ れゆえ証拠の質

においても明らかに異なるのである。 この質的相異を無視 して,同 一概念のみ

に よってこれを認識することは妥当ではない。期間個別の成果のタイムリーな

認識のために,両 者をひ とまずは一括 して認識するにしても,究 極的には両者

を識別 して認識することこそ,経 営活動ないしその意思決定の内容を ヨリ明ら

かにすることであ り,「会計資料 のリアリィティの増大」に資する方途である,

と考える。それゆえに こそ,収 益認識において発生概念と実現概念とを二者択

噌的な ものではな く,相 互補完的な概念として考えることが必要なのである。

いいかえるならば,発 生概念 も実現概念も,収 益認識において,と もに必要な

概念ではあるが,い ずれも一方のみでは十分 とはなりえない概念なのである。

この点に関 しては,ア メリカ会計学会 もアメリカ公認会計士協会も同様の見解

に立脚 しており,正 しい見解である,と いえる。

ただ,用 語法としてみるなら,「実現」の不備をカヴァーするための概念は,

「認識」 より 「発生」を妥当なものと考える。なぜなら,「実現」概念もまた,

たとえ第2義 的なものであろうと,や は り一っの認識概念にほかならない,と

解するか らである。それに対 して,「 発生」概念は,す でに伝統的会計学にお

いても 「実現」概念に対照する認識概念として用いられてきているのである。

ただ し,こ の点に関す る両者の相違は,単 なる用語上の相違にすぎないもので
(6)

あ っ て,実 質 的な 相異 で は ない 。そ の こ とは,両 者 に共 通 す る思 考 と して述 べ

ぐβ)な お,本 書では,ア メ リカ会 計学会の 収益認識 論は 「認識」 と 「実現」 とい う二

っ の概 念 の併用 によるもので ある としたのであ るが,む しろ当学 会は 「実現」に対照
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た上 述 の こ とか ら 明 らか であ る。

と ころが,ア メ リカ会 計 学 会 とア メ リ カ公 認 会 計 士 協 会 の見 解 に は,き わ め

て重 要 な根 本 的 相 違 点 が あ るの で あ る。結 論 か ら先 に い え ば,そ れ は究 極 的 な

利 益概 念 に 関す る見 解 の相 違 で あ る。

す なわ ち,ア メ リカ会 計 学 会 は,根 本 的 に は,実 現 利 益 に 重 点 を お い て い る。

そ の こ とは,r実 現 概 念 小 委 員 会 報 告 書 』 に お い て,未 実 現 保 有 損 益 を純 利 益

の構 成 要素 か ら除外 して い る こ とか ら も明 らか で あ る。 そ こで は,実 現 保 有 損

益 のみ が 営 業 損 益 と と もに純 利 益 の構 成 要 素 とさ れ,未 実 現保 有 損 益 は,純 利

益 が算 定 され た後,こ れ に 加 減 され て 「純 利 益 プ ラス保 有 損 益 」(netincome

plusholdinggainsandlosses)を 算 定 す るた め の要 素 と され て い る ので あ

る。 した が っ て,ア メ リカ会 計 学 会 は,期 間 個 別 の成 果 の タイ ム リーな 認 識 の

た め に実 現 概 念 の み に よる収 益 の認 識 を断 念 した とは い え,依 然 と して実 現 利

益 に 重 点 を お き,こ れ に未 実 現 保 有 損 益 を付 加 して い る ので あ る,と 考 え る。

これ に対 して,ア メ リカ公 認 会 計 士 協 会 は 明 らか に 発 生 利 益 に重 点 を お い て

い る。 な ぜ な ら,す で に述 べ た よ うに,当 協 会 は実 現 概 念 を 会 計 上 の本 質 的 特

徴 とは認 め ず,発 生概 念 を これ に 代替 させ,そ の 上 で,.実 現 概 念 の存 在 意 義 を

純 利 益 の分 解 のた め の概 念 と して い るか らで あ る。 した が っ て,ア メ リカ公 認

会 計 士 協 会 は,期 間 個 別 の成 果 の タイ ム リー な 認 識 と して の発 生 利 益 を 第1義

的 に認 識 し,つ い で これ を 実 現 概 念 に よ って 第2義 的 に分 解 して い る の で あ る。

す るも う一つ の認識概念を 明示 してはいない,と 解す ることもでき る。す なわ ち,そ

こでは,未 実現保有損益を 「なん らかの概 念」 に よって認識 はす るが,そ れを いかな

る概念 に よって認識す るか を明示 してはいない,と 考 えるのであ る。 この ように理解

す る場 合には,ア メ リカ公認 会計士協会 は,こ れを 「発生概 念」 として明示 してい る

のであるか ら,そ の点で アメ リカ会計学会 よ り優れ ている といえ る。

本書 では,ア メリカ会計学 会の見解を前述の よ うに理解 したのであ るが,そ れは,

r補足意見書』 やr実 現概念小委員会報告書』 の全般 的な論理構 成か ら判断 したの と

同時に,『 補足意見書第2号 』の小委員長で あるC.T.Horngrenが 『実現概 念小委

員会報告書』 と同時 に公表 した論稿 において,「 実現 テス ト」 と 「認識 テス ト」 とい

う用語 を用 いている点か らも判断 したのである。Homgren,C・T・ ・``HowShould

WeInterprettheRealizationConcept～",AccountingReview,Vo1・40No.2

(April1965),P.325.な お,こ の点 につ いてのHorngrenの 見解 の要点につ いては,

第3章 の脚 注C52)を参照 され たい。
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このように,両 者の間には,重 要な相違がある,と 考えられ うる。一方は実

現利益に重点をおき,こ れに未実現利益を付加することを主張 し,他 方は発生

利益を第1義 的利益とし,こ れをさらに実現概念によって分解することを提唱

しているのである。では,い ずれの見解ない し方法を妥当なものと考えるべき

であろうか。それは,当 然 のことながら,現 代会計学に対する要請にいずれが

ヨリ適合するのか ということによって決定 されるであろう。 したがって,現 代

会計学に対する要請を どのように認識す るかが答えを うるための鍵となる。私

見では,す でに述べたように,そ れは,根 本的には 「会計資料 のリアリィテ ィ

の増大」であ り,ヨ リ具体的にいえば,第1義 的には期間個別の成果をタイム

リーに認識することであ り,第2義 的にそれを発生形態に応 じて営業損益と保

有損益とに分解認識す ることである。このような見解からすれば,ア メリカ公

認会計士協会のごとく,第1義 的には発生利益の認識に重点をおき,第2義 的

にそれを実現概念によって分解する思考をヨリ妥当なものと考える。

さらに,ア メリカ会計学会の見解には,一 つの論理的矛盾があるのではない

か,と 考える。そ こでは,実 現損益に未実現損益が付加されているのであるが,

この付加計算を行なうことと実現利益に重点をお くこととには問題がある,と

考える。すでに詳論 したように,企 業実体の概念を前提とする会計の観点から

考える時,実 現損益 と未実現損益とは重要な異質性を有 している。その異質性

のゆえに最終的には分解認識が要請されるのであろう。ところが,ア メリカ会

計学会の見解においては,異 質性を有する二つの要素が分解されるのではな く,

逆に付加されているのである。 た しかに,「資産価値 の変動」 とい う観点から

は,両 者は同質性を有 してお り,そ れゆえに包括認識が可能になるのである。

しか し,こ の観点から同質性を認め,付 加計算を行な うとい うのであれぽ,そ

のタイムリーな認識にまず重点をお くべきであって,そ れゆえ,未 実現損益 も

また純利益の構成要素となすべ きであろ う。

以上のように,現 代会計学に対する要請の点から考えても,ま た形式論理の

点か らみても,と もにアメリカ公認会計士協会の見解をヨリ妥当なものと考え

るのである。もちろん,こ の見解にも問題がないわけではない。その点につい

ては,や がて言及することとなろう。

では,こ こに,期 間個別の成果のタイムリーな認識のために,第1義 的な収
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益認識概念 として要請される 「発生概念」をわれわれはどのように規定すべき

であろうか。すでに述べたアメリカ会計学会の 「認識」やアメリカ公認会計士

協会の 「発生」概念の規定をもってこれにあてることもできるであろう。 しか

し,こ こでは,こ れをつぎのように定義 しておこう。 すなわち,「 発生の本質

的意味は,当 該期間において当該実体の資産または負債の変動が収益(ま たは

費用)と して会計上での認識を正当化するに足るだけの客観性を備えるに至っ

たということである」 と。その本質的意味は前二者 と同様であるが,こ れを資

産価値の変動のみに限定 しないためもあって,そ して,さ らにはこの概念をい

ずれは収益以外の認識概念として利用することも考え,こ のように定義 したの

である。なお,こ の定義は,第3章 第2節 で詳 しく分析 したrAAA1957年 基

準』における 「実現」の定義にきわめて類似 している,と 考えられるであろう。

しか し,重 要な相違点が一つあることに注意 された い。 それは,「資産または

負債の変動が……客観性を備えるに至 った」 とい うことであって,こ こで は

「確定性」を備えることを要求 してはいない点である。

ところで,こ の 「発生概念」の内包要件をどのように考えるべきであろ うか。

私見によれば,そ れはつぎの二つである。すなわち,そ の第1は,当 該実体 の

資産または負債 の変動が収益(ま たは費用)と して当該期間に帰属することを

判断するための実質的要件である。それは,武 田隆二教授によって 「経済的正

当性」または 「経済的適格性」 の要件 として説かれているものであって,「 特

定期間の期間収益(・ 期間費用)と して計上する十分な経済的理由があること
(7)

を要請す る」,と い う要件である。私見によれば,こ の要件はつぎのようにヨ

リ具体的に考えることができる。すなわち,(1)当 該期間の企業活動によって資

産 または負債の変動が稼得されていると認識されるか,ま たは(2)当該期間の経

済条件の変化一 たとえば価格水準の変動等一 によって資産または負債 の変

化が生 じていると認識 されるか,の いずれかの条件が満たされることである,

と考える。

(7)武 田隆二稿 「損益法における実現原則」 国民経済雑誌 第109巻第3号(昭 和39

年3月),109頁 。(カッコは引用者)。ただし,武 田教授はこの要件を実現原則の要件

としている。それは,収 益の認識を実現原則のみによって行なうことを前提とした見

解だからである。
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また,「発生概念」の内包要件の第2は,「 客観的認識の可能性」の要件であ

る。すなわち,「 経済的正当性」 の要件を満たす資産または負債の変動が客観

的に認識可能となった時,会 計的には,収 益が発生 した,と 考えるのである。

ここでは,「客観性」概念をどのように考えるかが ポイン トとなるであろう。

しか し,こ の概念については,会 計上,必 ず しも十分な研究がなされていない

現状にある。それだけに,こ の概念を規定 しようとすることは困難を伴 う。そ

れゆえ,筆 老にとっては,「 会計上の客観性概念」 にっいての研究を後 日の課

題 とせざるをえない。ただ,こ こで暫定的な私見を述べることが許 されるな ら,

客観性 とは,い うまでもな く主観性の対照概念であるから,そ れは,非 個人的

であることを意味 し,「観察者,観 察者の経験,お よびその環箋の特殊性か ら

独立 した意味 と適用を有 し,か つ他の観察者の観察結果(findings)に よって検
(8)

証 さ れ,あ るい は検 証 され うる こ と」 を い う。 した が って,ア メ リカ公 認 会 計

士 協 会 の見 解 と同 様 に,確 定 した過 去 の 事実 のみ な らず,現 在 お よび 将 来 の事

象 も,一 定 の条 件 が 満 た され るか ぎ り,こ の概 念 範 疇 に含 ま れ うる こ と とな る。

しか し,こ の概 念 は,本 来,「 認 識 論 」 に お け る哲 学 用語 で あ って,相 対 的 性

格 を 有 す る概 念 で あ る。 そ れ ゆ え,上 に 述べ た 客 観 性 概 念 を 会 計 上 で実 際 に適

用 す る時,ど の よ うな 条件 が具 体 的 に 満 た され れ ば よい のか等 に つ い て,さ ら

に 研 究 しな け れ ば な らな い で あ ろ う。 こ の点 につ い て は,後 日の研 究 課 題 とせ

ざ るを え な い 。

と ころ で,「 発 生 概 念」 を 以上 の よ うに 考 え る時,つ ぎに,「 実 現 概 念」 を ど

の よ うに考 え るべ きで あ ろ うか 。 こ の概 念 も また 絶対 的 概 念 で は な く,目 的 に

よ って 規 定 され る相対 的 概 念 で あ る こ とは,す で に本 書 の分 析 に よ って,十 分

に 明 らか で あ ろ う。 そ れ ゆ え,実 現 概 念 を一 般 的 に定 義 す る こ とは,困 難 で あ

るぽ か りか,必 ず しも意 味 の あ る こ とで はな いか も しれ な い 。 しか し,こ れ を

前 述 の発 生 概 念 と比 較 し両 老 の相違 点 を 明確 に す るた め に,あ え て一 般 的定 義

を す るな ら,つ ぎ の よ うに な る,と 考 え る。 す な わ ち,「 実 現 の本 質 的 意 味 は,

当 該 期 間 に お い て 当 該 実 体 の 資産 ま たは 負債 の変 動 が 収 益(ま た は 費 用)と し

て 会 計上 で の 認識 を正 当化 す る に足 るだ け の 客観 性 と確 定 性 とを 備 え る に至 っ

(8)Kohler,EL.,ADt'ct・iθnarツforAccountant,3rded.,NewJersey,1963,P.

340i.
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たということである」 と。

「発生概念」の定義と異なる点は一つである。それは,「実現概念」が資産 ま

たは負債 の変動を収益 として認識す るに足るだけの 「客観性」を備えるに至 る

ことを要求するだけではな く,さ らに 「確定性」を備えることを要求 している.

とい う点である。 したがって,収 益の実現は,「 経済的正当性」 の要件を満た

す資産 または負債の変動が単に客観的に認識 され うるだけでは不十分で,そ れ

が取 り消されることのない確定的な事象 として認識されねばな らない,と い う

ことになる。 いいかえれば,「実現」 とは,発 生の要件を満たす とともに,さ

らに確定性の要件を満たすことである,と 考 える。

また,「実現概念」に関する如上の定義は,ま さにrAAA1957年 基準』 に

おけるそれと同一である。 しか し,重 要なことは,こ の定義における「確定性」

の要件を具体的にどのように考えるか,と いうことである。 『AAA1957年 基

準』がこれをどのように考えているか,ま たこれに対 してわれわれはどのよう

に考えるか等については,す でに第3章 で詳 しく述べた。そこで,こ こでは,

この 「確定性」の要件に対する私見を述べることに しよう。とはいえ,こ の要

件 こそ,明 らかに絶対的要件ではなく,目 的によって決定 される相対的要件で

ある,と 考える。この要件が相対的であるか らこそ,実 現概念が相対的概念 と

なるのである。

いま,会 計上の利益をいわゆる 「可処分利益」 と考えるなら,そ して,実 現

概念をこの利益の認識概念と考えるなら,そ れは本来の伝統的実現概念として

規定される必要がある。なぜなら,伝 統的実現概念は,す でに第2章 第1節 で

明らかに したように,本 来,「 可処分利益」 の認識概念として誕生 し,か つ機

能 している概念だからである。 したがって,そ こでの実現概念の成立要件,す

なわち 「確定性」の具体的要件は,(1)当 該実体が当事者である市場取引の成立

一 当該実体が外部の実体に対 して財貨または用役を提供する行為の存在一

と,(2)そ の対価として現金もしくは現金等価物を受領すること,の 二つである。

そ して,こ こで注意すべき点は,「 現金もしくは現金等価物」 によって対価を

「受領」することを要件とする点である。「可処分利益」の認識 という点からみ

れば,受 領 した対価は 「可処分」でなければ不十分であ り,し かも可処分な対

価が 「受領」 されねばならないのである。 したがって,上 述の 「市揚取引の成
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立 」 が な され,そ の結 果,「 可 処 分 」 な資 金 の 「受 領 」 が な され る こ と に よ っ

て,資 産 また は負 債 の変 動 が 「確 定 性 」 を備 え る至 っ た と認 識 され る時,収 益

は実 現 した,と 考 え られ るの で あ る。

しか し,こ の よ うな実 現 概 念 の重 要 性 を 否 定 す るわ け で は な いが,わ れ わ れ

の観 点 か らい え ば,実 現概 念 に対 して要 求 す る機 能 は 「可処 分 利 益 」 の 認 識 と

は異 な る。 な ぜ な ら,現 代 会 計 学 に対 す る要 請 を 満 た す手 段 と して の実 現概 念

は,前 述 した よ うに,期 間 個 別 の成 果 の タ イ ム リー な認 識 と して の 「発 生 利 益 」

を営 業 損 益 と保 有 損 益 とに分 解 す る ため の,第2義 的 な認 識 概 念 だ か らで あ る。

で は,実 現 概 念 を こ の よ うな 概 念 と して考 え る時,そ の成 立 要 件 な い し 「確

定 性 」 の 具 体 的 要 件 は どの よ うに考 え ら れ る で あ ろ うか 。 私 見 に よれば,そ れ

は,(1)当 該 実 体 が 当事 者 で あ る市 場 取 引 の成 立 一 当該 実 体 が 外 部 の実 体 に対

して財 貨 また は 用 役 を 提 供 す る行 為 の存 在 一 と,(2)そ の結 果 と して の測 定 可

能 な 対価 の 確 定,の 二 つ の 要 件 で あ る。 第1の 要 件 は,当 該 実 体 に とっ て直 接

的 で 確定 的 な 事 象 で あ る営 業 損 益 と間 接 的 で 未 確 定 の事 象 であ る保 有 損 益 とを

識別 す るた め の必 須 の 要 件 で あ る。 また,第2の 要 件 は,会 計 に お け る認 識 が
(9)測 定 可 能 性 を 前 提

と して い る こ との 当 然 の帰 結 で あ る。 な お,こ こ で注 意 す べ

き点 は,「 測 定 可 能 」 な対 価 で あ っ て 「処 分 可能 」 な対 価 で は な い こ と,お よ

び測 定 可 能 な対 価 の 「確 定 」 で あ って 「受 領 」 で は な い こ と,の2点 で あ る。

な ぜ な ら,こ こで は,期 間 個 別 の成 果 を そ の 発 生 形 態 に 応 じて 営 業 損 益 と保 有

(9)イ リノイ大学 のスタ ァデ ィ・グル ープは,収 益実現 のテス トとして,資 産増加 の

(1)現実 性(reality),(2)測 定可能 性,(3)分 離可能性,の 三つ の要件 をあげてい る。(3)

は必ず しも必要な要件で はな く,希 望条件であ る としている。 また,第1の 「資産増

加 の現 実性」 の要件が いか なる意 味を 有す るのかは必ず しも 明確ではない。 ただ,

「企業が非現実 的な資産増加(unrealassetincreases)に 基づ いて利 益分配 を行なわ

ない よ うにす るためには,こ の要件は必要不可欠 なものであろ う」 とい ってい ること

か ら推 して,収 益が実 現 してい ると認識 され るた めには,資 産 増加が架空ない し可能

性 にす ぎない ものであ ってはな らな い,と い うこ とで あろ う。 まさに,そ れが 「確定

性」を備 えてい る,と い うことで あると考 え,こ れをわ れわ れは(1)の市場取引の成立

とい うヨ リ具体的要件 として考 えるのであ る。

AStudyGroupattheUniversityoflllinois,AStatemento/BasicAccounting

postulatesandPrinciples,CenterforInternationalEducationandResearchin

Accounting,1964,P.21.
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損益 とに分解認識することができれば十分なのであって,利 益の 「可処分性」

はなんら要求されていないからである。 したがって,こ こでは,「 経済的正当

性」の要件を満たす資産または負債の変動が,「客観性」の要件を満たすと同時

に,さ らに(1)当該実体が当事者である市場取引の成立 と(2)その結果としての測

定可能な対価の確定の二つの条件を満たすことによって,「 確定性」 を備える

に至った時,収 益の実現が認められるのである。

以上のように,実 現概念は,本 来,相 対的概念であって,会 計目的ないしそ

の具現である利益概念に よってその内容を規定 されるのである。それゆえ,第

3章 第4節 で検討 した 『実現概念小委員会報告書』では,実 現概念の成立要件

の一つとして,「 受領 した資産の性格」 に関 しては流動性ではな く測定可能性

を重視するとしていたが,そ の根拠を単に会計実践における若干の例外から主

張 していたにすぎず,論 理的に説得力あるものではなか った。 また,ア メリカ

公認会計士協会の見解にあっても,実 現概i念の存在意義を発生利益の分解認識

のための概念としなが らも,そ の目的との関連性をなんら考慮することな く,

それを単純に伝統的実現概念と同一視 していたのであった。 この点が同協会の

見解の欠点である,と 考える。ともに,こ こに述べたように,実 現概念を規定

する会計 目的ないしそρ具現である利益概念から論理的にその内容を説 くべき

である。

以上,本 節では,「 会計上の収益の妥当な認識概念ないし認識方法はいかな

るものか」 という本書の問題点に対 して,素 朴な一つの答えを述べた。その要

点を整理するなら,つ ぎの通 りである。

まず,会 計収益の認識概念ない し認識方法も,所 詮は,そ の社会 ・経済的環

境 とそこか ら生 じる要請とによって決定される。私見では,こ れをつぎのよう

に考える。

〈現代会計学の社会 ・経済的環境〉

(1)価 格水準の変動

(2)企 業経営の科学化 ・専門化に伴 う高度な管理的要請の増大

(3)合 理的人間行動重視の思考の増大

く現代会計学に対する要請〉

現在的 ・未来志向的会計資料の提供=会 計資料の リアリィテ ィの増大
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〈その具体的内容〉

① 期聞個別の成果のタイムリーな認識

② その営業損益 と保有損益 との分解認識

この要請に適合するためには,ま ず収益認識を伝統的実現概念に代えて発生

概念による。そ して発生概念によって認識された期間個別の成果を発生形態に

応 じて営業損益 と保有損益 とに分解認識するために,第2義 的に実現概念によ

って認識する。

〈収益認識の方法〉

(1)第1義 的認識……発生概念による認識

(2)第2義 的認識……実現概念による認識

なお,こ こにいう発生概念および実現概念をつぎのように規定する。

〈発生概念〉

(定義)発 生の本質的意味は,当 該期間における当該実体の資産または負

債の変動が収益または費用として会計上での認識を正当化するに足るだ

けの客観性を備えるに至 ったということである。

(その内包要件)

(・)経済的正当{1k.一当呵1篇 蒙糠 瀦}の ・伽 ・一

っによる資産 または負債の変動の存在

(2)客 観的認識の可能性

く実現概念〉

(定義)実 現の本質的意味は,当 該期間における当該実体の資産または負

債の変動が収益または費用として会計上での認識を正当化するに足るだ

けの客観性と確定性を備えるに至ったとい うことである。

(その内包要件)

発生概念の内包要件 プラス確定性の要件

く確定性の要件〉

(1)当 該実体が当事者である市場取引の成立一 当該実体が外部の独立

した実体に対 して財貨 ・用役を提供する行為の存在一

(2)測 定可能な対価の確定
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したがって,こ こに認識される会計上の利益は,第1義 的には,客 観的に認

識 された発生利益であ り,第2義 的にそれが実現利益と未実現利益とに分解認

識 されるのである。

これに対 して,会 計上の利益を 「可処分利益」に求め,実 現概念をこの利益

の認識概念とする立場をとるなら,そ こでの実現概念は伝統的実現概念そのも

のである。そ して,こ こでの 「確定性」の要件の具体的内容はっぎの通 りであ

る。

<「可処分利益」の認識概念としての実現概念における 「確定性」 の具体的

内容〉

① 当該実体が当事者である市場取引の成立一 当該実体が外部の独立 し

た実体に対 して財貨 ・用役を提供する行為の存在一

② その対価として現金または現金等価物の受領

第4節 補 説

以上,本 章においては,ま ず本論の総括を行ない,そ れに基づいて,「 会計

上の収益の妥当な認識概念ない し認識方法はいかなるものか」とい う本書の問

題点に対 して,一 つの答えを出 した。そこで,っ ぎに今後の研究課題の一端に

触れて,本 章を閉 じることに しよう。

本書は,如上の問題点を検討す るにあたって,まず伝統的実現概念の性格一

内包要件,意 義および限界一 を明らかに し,つ いでアメリカの二大会計研究

団体であるアメリカ会計学会 とアメリカ公認会計士協会における今世紀後半の

動向を探究 し,こ れを現代会計学に対する社会 ・経済的背景からする要請に照

して,一 っの答えをえようとしたのである。それゆえ,こ こでの研究は,テ ー

マが限定されているぼか りでな く,そ の検討 した見解の範囲もきわめて限定さ

れているのである。今後,こ の検討範囲を拡大 し,個 人の見解をもさらに広 く

分析 してい くことが第1に 必要 となるであろう。 しかし,そ れに しても,本 章

の冒頭でも述べたように,こ のような問題に対する研究資料はきわめて乏 しい

現状にある。 したがって,こ のことは,か なりの困難を伴 うことが予想 される

のである。
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つ ぎ に,今 日,会 計 は一 っ の社 会 ・経 済 的 な不 可 欠 の制 度 と な っ て お り,そ

れ ゆ え,会 計 理 論 は,社 会 ・経 済的 環 境 な い し背景 とそ こか ら生 じる会 計 へ の

要 請 を正 し く認 識 し,こ れ に 適合 す る もの で な け れ ば な らな い で あ ろ う。 そ れ

ゆ え,会 計 上 の諸 問 題 を考 え る 出発 点 と して,現 代 会 計 学 の社 会 ・経 済的 環 境

とそ こか ら生 じる要 請 の解 明が きわ め て重 要 な 問題 点 とな る。本 書 で は,こ れ

を ア メ リカに お け る二 大 会 計 研 究 団体 の今 世 紀 後 半 の動 向 を伝 統 的会 計 理 論 と

比 較 す る こ とに よ っ て認 識 しよ うと した の で あ る。 しか し,こ の 問題 は きわ め

て 複 雑 な 問 題 で あ る だ け に,今 後 の研 究 に よ って,さ らに解 明 して い か な け れ

ぽ な らな い 点 で あ る。 最 近,財 務 諸 表 の 目的 や 会 計 の職 能 に関 す る研 究 が 再 び

な され つ つ あ る こ とは,こ の点 に 関連 して,意 義 の あ る こ とで あ ろ う。

如 上 の こ と と も関 連 す る こ とに な る の で あ る が,本 書 で は,一 定 期 間 に お け

る企 業 お よび 経 済活 動 の成 果 一 期 間個 別 の成 果 一 を本 来 の営 業 活 動 に基 づ

く成 果 とそ れ に 付 随 した補 助 的 活 動 で あ る保 有 活動 に よる成 果 との二 つ に のみ

分 解 して認 識 す る こ とを 主張 した 。 そ れ は,す で に 述べ た よ うに,自 由競 争 経

済 を 前 提 とす る時,取 得 活 動 に基 づ く成 果 は ゼ ロ と考 え,さ らに会 計 の世 界 に

あ っ て は,生 産 活 動 か ら生 じる成 果 一 生 産 過 程 に お け る価 値 増 殖 分 を客

観 的 に 独 立 して直 接 認 識 しえ な い と考 え た か らで あ る。 しか し,こ れ を さら に

細 分 類 して,各 過 程 の成 果 を 可 能 な か ぎ り識別 す る方法 も検 討 されね ば な ら な
(10)

い で あ ろ う。 この 方 法 を 主張 す るの が,衆 知 の よ うに,NM.Bedfordで あ る 。

また,前 節 で 述 べ た よ うに,収 益認 識 の 第1義 的 概 念 で あ る発 生概 念 の成 立

要 件 は,「 経 済 的 正 当性 」 の要 件 と 「客 観 的 認 識 の可 能 性 」 の要 件 で あ った 。

前 者 の 要 件 にっ い て は,こ れ を さ らに二 つ の要 件 に 具体 的 に考 え た の で あ るが,

これ を ヨ リ具 体 化 す る こ と,す なわ ち,こ の要 件 の具 体 的適 用 を今 後 検 討 す る

必 要 が あ る で あ ろ う。 さ らに,後 者 の要 件 に つ い て は,今 後 の研 究 課 題 とせ ざ

るえ な い こ と に つ い てす で に述 べ た通 りで あ る。

(10)Bedford,N。M.,IneomeDeterminationTlzeory,AnAccountingFramework,

Massachusetts,1965.

なお,Bedfrodの 所説 については,多 くの紹介がな されてい るが,つ ぎの文献が明

解 であろ う。津曲直躬稿 「繰作主義会計学 の展 開」 江村 稔編著r変 動期 の現代会計』

中央経 済社 昭和44年,180-206頁 。
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以上の四つの点は 「収益認識論」に関連して,今 後 さらに検討 していかねば

ならない問題点である。 しか し,本 書の究極的な問題が 「会計上の利益概念と

その認識方法」の研究にあるとする以上,わ れわれはさらに問題点を拡大 して

い くことが必要 となるであろう。すなわち,こ の 「収益認識論」の研究につい

で,「費用認識論」の研究に進まねばならない。 この研究は,前 者の研究以上

に,「会計上の評価論」と密接に関連 している。そこで,今 後,こ の評価論の

問題をいろいろな角度から検討 していかねばならないであろ う。この評価論の

研究は,当 然のことなが ら,「収益認識論」の 研究を補完することにもなる。

さらに,「費用認識論」の研究においては,「収益認識論」 との関連性も研究さ

れねぽならず,そ の際,最 も重要な問題点は会計上の 「対応概念」(matching

concept)に 関する研究であろ う,と 考える。

以上のような問題点を 検討することによって,「 会計上の利益概念とその認

識方法」を究明していくことができるであろう。 しか し,ど の問題一つをとっ

ても決 して容易な問題ではない。 「会計上の利益概念 とその認識方法」 に関す

る研究は,所 詮,終 りなき永遠の問題である。
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補 論

悠久なる歴史的背景を有する現代会計学は,今 世紀後半に入って,顕 著な変

貌の傾向を示 しっっある。このような新たな動向は,社 会 ・経済的環鏡の変化

とそこから生 じる新たな要請に対 して,社 会制度 としての会計が自己を変革 ・

適合させていく歴史的過程であ り,伝 統的会計学を超克 していこうとする一つ

の試みであろう。だとすれば,こ れを分析 し,そ の進むべき方途を正 しく判断・

選択するためには,伝 統的会計学の意義 と限界を十分に認識する必要がある。

ところで,第1章 でも述べた ように,現 代会計学の動向は,伝 統的会計学の

中核を構成する理念,す なわち収益認識における実現概念と資産および費用の

評価における原価主義とに対する反省ない し批判である,と 考える。前章まで

の本論では,主 に前者すなわち収益認識論の問題に焦点を合わせ,現 代会計学

の動向を明らかに し,そ の上で,「 会計上の収益の妥当な認識概念ないし認識

方法はいかなるものか」を解明しようとした。

そこで,以 下,こ の補論では,後 者すなわち会計上の評価論の問題を若干検

討 しよう。伝統的会計学にあっては,す でに指摘 したように,実 現概念と原価

主義 とは密接に結合 し,表 裏一体の関係をな しているのであるから,そ の意義

と限界を明らかにするためには,後 者の問題をも合わせ考察する必要がある。

しかも,そ うすることによって,前 者の問題をヨリよく解明するための手掛 り

を うることもできる,と 考えるか らである。

とはいえ,評 価論についての本格的な研究は,筆 者にとっては,後 日の課題

とせ ざるをえない。そこで,こ の補論では,ま ず第6章 において,原 価主義会

計論の基底を明らかにし,つ いで第7章 で,原 価主義会計に対する反省の一つ

の方向を瞥見 しようと思 う。必ず しも十分なものではないが,こ れによって,

伝統的会計学の意義と限界を明らかに し,同 時に,こ れに対する現代会計学の

動向を知る一つの手掛 りをうることはできた,と 考える。そのことはまた,現

代会計学の社会 ・経済的環境とそこから生 じる新たな要請を究明するための,

ささやかな基盤 ともなるであろ う。
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第6章 原価主義会計論の基底
一A .C.Littletonの 見解 に よせて一

第1節 は じ め に

悠久なる歴史的背景を有する現代会計学は,今 世紀後半に入 って,顕 著な変

貌の傾向を示 しっっある。会計は,一 っの社会制度として,社 会 ・経済的環境

の変化に自己を適合させていかねばならぬ以上,歴 史とともに変貌の道を歩む

のもまたその宿命であろう。

ところで,す でに述べた ように,現 代会計学の新な動向は,伝 統的会計学の

中核をなす基本理念,す なわち伝統的実現概念と原価主義評価 とに対す る反省

ないし批判である,と 考える。とりわけ,1930年 代に確立された原価主義会計

論は,価 格水準の変動に基づ く会計数値の リアリィテ ィの喪失に対 して,多 く

の批判 と挑戦を受け,変 貌の傾向を余儀な くされている。

しか し,わ れわれは,同 時に,価 格水準の変動を十分に認識 しながらも,な

おかた くななまでに原価主義会計論に徹 した,AC.Littletonの 存在を忘れ

ることはできない。そこで,本 章では,多 くの批判と挑戦を受けなが らも,な

お原価主義会計論を終生にわたって主張 し続けた彼の所論をもっぱ ら明らかに層

し,そ れによって,原 価主義会計論の基底を解明 しようとする'。そ うす ること

はまた,伝 統的会計学の意義と限界を明らかにする手掛 りともなるであろうし,

さらには,現 代会計学の動向を正 しく認識 し,判 断するための一つの出発点と

もなるであろう。

第2節 原価主義会計論の論理構造

ま ず,Litt1・ ・。nカ ・,そ 曙r会 計 理 論 の 構 翻(S・,u。 ・ure。fAcc。u。,i。g

(1)Littleton,A.C.,StructureofAccountingTheory,AAA,1953.な お,以 下 に

お い て は,本 書 を 単 にStructureと し て 引 用 す る 。
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Theory)に お い て,会 計 理 論 一 会 計実 践 の 根拠 を解 明 す る もの一 の エ ッセ

ソ ス を簡 潔 に 文 言 化 した もの と して 説 い て い る 会 計 原 則(accountingprin-

(2)
ciples)の なか か ら,そ の 原価 主 義会 計論 を構 成 す る 中心 的 原 則 を抽 出 し,そ

の論 理 構 造 を 明 らか に しよ う。

と りあ えず,彼 の原 価 主 義 会 計 論 を 構 成 す る基 本 原 則 を 取 り出す な ら,そ れ

は 「同質 的 資料 の原 則 」(principleofhomogeneousdata)と 「客 観 的 決 定 の

原 剣 」(principleofobjectivedetermination)と で あ る 。Littletonも,「 こ
(3)

の二つの原則が合 して会計上の原価主義の本質を述べている」,と いっている。
(4)

そ こで,ま ず これ を 列 挙 してみ よ う。

同質 的 資 料 の原 則

会 計 取 引 の 同質 性 は,一 部 は,一 定 の 貨 幣 制 度 に基 づ く価 格 を 用 い る こ

と に よ り,ま た他 の 一 部 は,特 定 企 業 とそ の 目的 に対 す る取 引 の関 連 性 か

らえ られ る。

客 観 的 決 定 の原 則

会 計 記 録 の対 象 とな る取 引 が 特定 企業 に 関 係 あ る独 立 の 当 事 者 間 の 交 換

に よ っ て決 定 され た もの で な い な ら,あ らゆ る原 初 資 料 は 客 観 的 決 定 を 欠

き,し た が って そ れ に 基 づ く報 告 は虚 偽 の も の とな る。

会 計 に お い て貨 幣価 格 を 用 い る こ とは,会 計 一 般 の前 提 で あ っ て,原 価 主 義

とか 時 価 主 義 とい う 特 定 の評 価 論 と 直接 結 び つ くもの で は な い 。 そ れ ゆ え,

「同 質 的 資 料 の原 則 」 の前 段 の規 定 は 原価 主義 会 計 論 と 直 接 関 連 す る もの で は

な い。 こ こに 重 要 な 点 は,そ の後 段 の規 定,す なわ ち 「特 定 企 業 とそ の 目的 に

対 す る取 引 の 関連 性」 に あ る。Littletonに よれば,こ こに 「目的 」 と は,第

(2)Littletonの 会計原則形成 の論理 は帰 納的導 出 と演 繹的 検証のそれであ る。会計

原則 の内容については,高 田正淳稿 「リ トル トソ 『会 計理論の構造 』」 会計 第66巻

第4号(昭 和29年9月),109-119頁 に詳細 な紹介がある。 また,本 節は,青 柳 文司

稿 「リ トル トン会計学(そ の二)」 横 浜市立大学論 叢(社 会 科学系 列)第14巻 第2号

(昭和38年2月),35-46頁 に負 う所 大であ る。

(3)Structure,p.217.

(4)Structκre,p.192.
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1に 会計資料を同質化すること,第2に 会計資料を客観的に決定することであ
(5)

るという。 したがって,「 客観的決定」 という目的を介 して,「客観的決定の原

則」は 「同質的資料の原則」に直結する関係にある。換言するならば,前 者は

後者の敷衛原則である。 ここにいう 「客観的決定」 とは,そ の原則が明示 して

いるように,要 するに,当 該企業 と外部の独立 した取引当事者 との相互の同意

によって成立する取引過程の客観性をいったものである。そ して,取 引当事者

のいずれか一方が任意に決めた資料は,こ の客観性を欠いているから,正 規の
(6)

会計資料 とはならないというのである。

もちろん,会 計記録の対象 となる資料がすべて独立の当事者間の取引によっ

て決定 されるとはかぎらない(た とえば,贈与や固定資産の耐用年数等)。それが

如上の二つの原則の例外 として設定 された 「見積計算必要性の原則(principle

OfnecessaryaPProxima・tion)と よばれるものである。すなわちそれは,「 状

況によって,交 換 された対価の貨幣価格や継続性資産の実際耐用年数を直接知

りえない場合には,そ の取引の量的側面を表示す るために,可 能なかぎり周到
(7)

かつ合理的な見積計算を行なうことが認められうる」 とい う原則である。

では,こ の 「見積計算必要性の原則」によって,価 格水準の変動のごとき影

響を会計数値に反映させることは認められ うるであろうか。結論から先にいえ

ぽ,答 は 『否』である。Littletonの 会計原則 リス トのなかに,財 務諸表ない

し報告領域の原則の一つ と して,「 無関係の影響排除の原則」(principleof

irrelevanteffects)と よばれる原則がある。それは,,「勘定中に記入 されてい

る取引の統計的効果を直接変更する基礎 として,価 格水準の変動を用いること

を排除するなら,企 業の努力と成果の客観的測定の過程において,無 関係かつ
(8)混 乱

を惹 き起 す 修 正 を 行 な わ な いで す む こ とに な る」 とい うも の で あ る。 要 す

る に,価 格水 準 の変 動 の影 響 は,当 該 企 業 が そ う した 環 境 の も とで,外 部 の 独

立 した 当事 者 と現 実 に取 引を 行 な うこ とに よ っ て,初 め て会 計 記 録 の対 象 と し

て の 正式 な資 料 とな りうる ので あ る。 そ れ まで は,か か る影 響 は,会 計 の外 部

(5)Structure,pp.192」193.

(6)Structure,pp,192-193.

(7)Structure,P.192.

(8)Structure,P.198.(傍 点 は引用者)
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にある,単 なる可能性の問題にすぎず,正 規の会計機構に入 り込む資料として

は,無 関係な影響 として排除される。それゆえ,前 述の 「客観的決定」とは,

見積計算を補足的に利用するのではあるが,そ れに よって,未 だ独立の当事者

間の取引とはなっていない価格水準の変動の影響まで正規の会計資料 として認
(9)

め るわけではない。

ここに、,「客観的決定の原則」 と 「無関係の影響排除の原則」 とは表裏一体

の関係を有 し,こ れと結合 した 「同質的資料の原則」 とがLittletonの 原価主

義会計論を構成する中心原則であることが理解できた。そ して,そ れらは合成

されて,「特定企業に影響する,あ らゆる種類の取引は,相 互に独立 した売買

当事者によって,取 引が行なわれた際に同意された貨幣価格と一致するように,
(10)

数量的に測定されることによって,ほ ぼ正確に,同 質性が与えられる」 とい う

彼の原価主義会計論の基本命題 となる。それは,ま た 「一般に,交 換取引を客

観的に表示 し,か つそれを同質的に表現するために利用される唯一の明確な事

実は,当 該取引に内包 された価格総計(price-aggregates)で ある。それゆえ,
(11)

か か る資料 が 会 計 の 基 本 的 な対 象 を なす 」 とい う,W.A.Paton&A,C.

Li亡tletonの 掲 げ る 「基 礎 概 念」(basicconcepts)の 一 つ,「 測 定 され た対 価 」

(12)(
measuredconsidera・tion)に ほ か な らな い 。

さ て,Littletonの 原 価 主 義 会 計 論 の存 立 基 盤 は,こ の よ う に,Paton&

Littletonの 説 く 「基 礎 概 念」 の一一つ,「 測 定 され た対 価 」 で あ る こ とが 明 らか

に な った 。 しか し,私 見 に よれ ぽ,そ の 根底 に は さ らに 「企 業実 体」「business

enti・ty)と 「貨 幣 評 価 」rmonetaryvaluation)の 二 つ の公 準(postulate)が

(13)

あ る 。 貨 幣 価 値 一 定 の 仮 定 を 否 定 す るLittletonの 見 解 に あ っ て は,前 述 の こ

(9)Structure,PP.197-198・

(10)Structure,pp。172-173.

(11)Paton,W.A.&Littleton,A.CりAnlntroduction彦oCorporateAccounting

Standards,AAA,1940,p.7.以 下.本 書 を 単 にlntroductionと して 引 用 す る。

(12)こ の点 に 関 して,Littletonは,「 会 計 概 念 は,い くつ か の原 則 の源 点(pointof

origin)で あ り,ま た一 群 の 原 則 の 合成 物 で あ る」,と い って い る。Structure,p.148.

(13)Littletonは こ の点 に つ い て つ ぎ の よ うに い って い る 。 「会 計専 門 家 は 一 つ の こ と

を仮 定 して い る。 そ れ は,貨 幣 価値 が 安 定 して い る とい う こ とで もな け れ ば,ま た,

算 定 され た 企 業 利 益 の額 に対 して,経 営(者 の)行 為 が 全 面 的 責 任 を負 う とい う こ と

で もな い 。」Structure,p,221.
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とく,「貨幣評価」の公準は特定の評価論と無関係である。 そこで,前 者すな

わち 「企業実体」の公準が彼の原価主義会計論の基底をな していることを明ら

かに しよう。前述の諸原則,原 価主義会計論の基本命題および 「測定 された対

価」の定義等からも,そ の事実を知ることができるのではあるが,さ らに 「企

業実体」に関するLittletonの つぎのような文言を引用しよう。

「会計の支柱をな している基本理念(groundworkideas)の 一つに実体概念

(entityconcept)が ある。この概念をつぎのように述べることができる。すな

わち,会 計 目的のために,企 業は,個 人所有,組 合,会 社等の法的身分とは関

係な く,一 つの独立した経済的実体ないし活動単位である。企業は,… ….経

営者や投資者にとって重要な資料を収集する機構 として役立つ一つの単位であ

る。このことはつぎのようなことを意味する。特定企業の所有と経営の領域外

で生 じている事象はその内部事象とはっきり区別できる。内部事象は,わ れわ

れに明白な関連性を有 している点で,現 実的(real)で ある。 それに反 して,

外部事象は,そ れを知ることが重要な場合 も多いが,わ れわれの会計にとって
(14)

は直 接 影 響 を 与 え な い他 人 の取 引 で あ る点 で 非 現 実 的(unrea1)で あ る。」

い さ さか 長 文 の 引用 で は あ るが,こ こに 「会 計 目的 」 とは 既 に述 べ た ご と く,

客観 的決 定 で あ り,同 質 化 であ る。 それ ゆ え,こ のLittletonの 文 言 を つ ぎの

よ うに要 約 で き る。す なわ ち,「 企 業 実 体 」 の 公 準 に よ って,あ る事 象 は,特

定 企 業 と有 関 係 一 内 部事 象 す なわ ち 現実 的 事象 一 で あ るか,無 関 係 一 外

部 事 象 す な わ ち 非 現実 的事 象 一 で あ るか が 客観 的 に 決 定 され る と。 換 言 す る

な らば,経 済 的 事 象 か ら会 計 的 事象 を選 別 し,こ れ を 特 定 企 業 へ 客 観 的 に 帰 属

させ る メル ク マ ール こそ,「 企 業 実 体 」 の公 準 で あ る,と い うの で あ る。

な お,こ こ に 「現 実 的 」 とは,「 特 定 企 業 の会 計 が 当該 企 業 と関 連 す る状 況

に お い て市 場 に お い て決 定 され た 事 実 との 接 触 を 失 うな らば,そ れ は 会 計 的 意
(15)

味 に お け る客 観 的 現実 との主 要 な結 び付 き を失 う こ とに な る」 と の文 言 か ら も

明 らか な よ うに,「 会 計 的意 味 に お け る客 観 的 現実 」(objectiverealityinthe

accountingsense)で あ る。 そ して,そ れ は 前 述 した 「客 観 的 決 定 」 と よば

(14)Littleton,A・C・,EssaysenAccountancy,Urbana,1961,P・412・ 以下,本 書

を単 にEssaysと して引用す る。

(15)Structure,p.182.
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れる取引過程の客観性に依存 した現実で あ る。Littletonが 「会計的現実」

(accountingrealism)と して強調するのもまさにこの取引過程における現実

である。かかる意味での現実に彼の原価主義会計論の基本命題は立脚 してお り,

さらに 「企業実体」の公準にまでその根は深 く伸びている。

では,こ の 「取引過程における現実」をなぜにLittletonは 重視するのであ

ろ うか。換言するなら,こ の現実にいかなる意義があるというのであろうか。

つぎに,こ の問題に関するLittletonの 所論を明らかに しよう。

Littletonに よれ ば,原 価主義会計における原価なる用 語 に は,投 下,

(invested),歴 史的(historical),原 始的(original),伝 統的(traditional)

等の形容詞を付すことができる。すなわち,そ れが,現 在や未来の価値ではな

く,過 去の取引を語 る意味で歴史的であ り,あ るかもしれないとい う予想上の

原価ではな く,現 実の取引によって生起 した意味で原始的である。さらに,そ

れは長い間の慣行に付着する長所か らではなく,過 去の取引に含まれた貨幣価

格を知 ることが利害関係者に有用であるという意味で伝統的であるという。 し

か し,Littletonは これらにかえて投下なる形容詞を付することを主張する。

なぜなら,資 本提供者,経 営者等の取引当事者の意思決定が取引行為の背後に

存在 している事実を表現する形容語として,こ の投下がもっとも適切であるか
(16)

らであるとい う。

投下原価の背後に取引当事者の意思決定が 存在するという事実をLittleton

はきわめて強調する。そして,か かる事実があるからこそ,会 計は,投 下原価

に基づ く組織的計算によって,過 去における行為主体の意思決定とその結果の

良否を評価する基礎資料を提供することができるのであるとい う。すなわち,

Littletonに よれば,会 計の本質的職能は,過 去における経営者の意思決定 と

それに基づ く行為の結果を,(経 営者およびその他の利害関係者が)判 断する

ための資料を提供することにある。そ して,そ のために,会 計は行為主体の意

思決定の具現である投下原価を利用する。それゆえ・前述の「取引過程の現実」

とは,と りもなおさず行為主体の過去における意思決定の具現であり・またそ

の意味での 「過去における現実の経験」に関する資料である。それはまた・単

(16)Structure,p.173.
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に経営者のみならず投資者その他の利害関係者にとっても,意 思決定を行なう
...(17)

上で不可欠の一資料である。これがLittletonの 所論のあらましである。

ここに,Littletonの 本質的職能観からす る評価論一 原価主i義会計論一

の主張が明らかになったと信 じる。この職能観が彼の評価論を根本的に支えて

いるのであ り,会 計的現実一 取引過程の現実一 の重視 となっているのであ

る。そ して,そ れを達成するための手段 として,「 企業実体」 の公準を設定 し

ていることも同時に知れる。

以上,本 節においては,Littletonの 会計原則を手がか りとし,そ の立脚基

盤に考察を進め,さ らに会計の本質的職能観から,そ の原価主義会計論の構想

を明らかに しようとした。会計における客観性の要請を強調 し,原 則 として,

当該企業実体が当事者である,現 実の取引に内包 された価格総計に会計資料を

限定する。これによって客観性の要請を達成 しようとする,い わば取引過程の

客観性からす る原価主義会計論である。そして,取 引の意義を行為主体の意思

決定の 具現とな し,会 計はかかる資料を 組織的に解明する。 そして,そ れに

よって,「企業実体」 の 「過去における現実の経験」に関する資料を客観的に

提供するという本質的職能を会計は達成できるというのである。

第3節 原 価 主 義 会 計 擁 護 論

さて,前 節において明らかに したLittletonの 原価主義会計論に対 しては,

種々の角度から多 くの批判がなされ うるであろう。そ こで,本 節においては,

原価主義会計論批判の典型的問題をとりあげ,そ れに対するLittletonの 反批

判を明らかに しよう。そ うすることによって,わ れわれは,彼 の原価主義会計

論を ヨリよく理解することができると信じるからである。

いまさら多言を弄するまでもな く,原 価主義会計に対する批判の典型は,価

格水準の変動に起因する原価(cost)と 価値(value)と の乗離の問題であ り,
(18)

そ れ に よ る会 計 数値 の リ ァ リ ィテ ィの 喪 失 に対 す る批 判 で あ る。

(17)拙 稿 「Littleton会 計学説研究く序説〉一 歴史観 か ら理 論ヘー 」 六 甲台論集

第12巻 第3号(昭 和40年9月),18-20頁 を参照 され たい。

ぐ18)そ の代表的一例がG.0.Mayの 批判 であろ う。May,G.0.,"Limitationon
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そ こ で,ま ず 原 価 と価 値 とに関 す るLittletonの 見 解 を 明 らか に し よ う。

Littletonに よれ ば,会 計 は,価 値 で は な く,原 価 を対 象 とす る もの で あ っ て,

(19)

価値 は経済学の対象である。かかる見解は彼のつぎのような所論から生まれる

ものである。すなわち,前 節にも概説 した ごとく,会 計を必要 とし,こ れを生

み出 した本質的要請は,資 本主であれ,経 営者であれ,企 業経営を行なう主体

が過去においてな した自己の意思決定 とそれに基づ く行為の結果を評価 し,将

来の決定を行な うための基礎資料,す なわち 「過去における現実の経験」に関

する資料を必要 としたとい うことである。それゆえ,会 計記録の対象は,原 則

として行為主体の過去における意思決定の具現である,現 実の取引価格,す な

わち原価である。それに対 して,価 値は現在の計数(時 価)な いし未来の計数

(未来価格)に よって示 されるものである。 したがって,そ れは,将 来の予測

を中心課題 とする経済学の対象であって,如 上の職能を有する会計にとっては,

不確実に して,客 観性を欠 くばか りでな く,単 なる将来の可能性を示すものに

すぎない。それは,な んら当該企業 の現実の経験とはなっていない点で,た と

え補足的資料 とはな りえても,正 規の会計資料 とはな りえない。以上が会計か
(20)

ら価 値 を 放 逐 す るLittletonの 所 論 の 大 略 で あ る。

この よ うに,Littletonは 原 価 と価 値 との対 立 を会 計学 と経 済学 との対 立 と

な し,過 去 と現 在(な い し未 来)と の対 立 とす る。 彼 に よれ ば,会 計 学 が 過 去

の原 価 を,経 済学 が 現 在 な い し未 来 の価 値 を対 象 と して,こ れ を解 明す る ごと

く,両 者 は,別 個 の職 能 を 有 す る異 な る学 科 で あ る か ら こそ,相 互 に補 完 しあ

え るの で あ る。 そ れ を無 視 して,両 者 を 統 合 し よ う とす る 「知 的 雑 交 授 精 」

(men・talcross-fertilization)の 試 み は,新 しい 「混 血 的 学 問 」(hybriddiscipline)

を 創 りだす こ とは で き て も,二 っ の 学 問 が そ れ ぞ れ 長 年 に わ た っ て確 立 して き
(21)

た 有 用 性 と 本 来 の 姿(integrity)を 破 壊 す る だ け で あ る と い う 。

theSignificanceofInvestedCost",AccountingReview,Vo1.27No.4(Oct.1952),

pp.436-440.

(19)Structure,p.214,

(20)Strt{cture,PP・214-215・:Littleton,A.C,&Zimmerman,V.K.,Accounting

Theory;ContinuityandChange,NewJersey,1962,PP.194-195,P.246.(以 下,

本 書 を 単 にAccountingTheoryと し て 引 用 す る 。)=拙 稿 前 掲,19-20頁 も 参 照 さ

れ た い 。

(21)Acco.untingT加07y,p.170,



94

か くして,Littletonは,正 規の会計資料を投下原価一 当該企業実体が当

事者である現実の取引に内包された価格総計一 に限定 し,価 値は,本 来,経

済学の対象 とする。そのかぎりにおいて,前 節にみた 「会計的意味における現

実」を投下原価は有 しているのであり,他 方,価 値は 「経済学的意味における
(22)

現実」(economickindofrealities)と なるのである。

しか し,投 下原価の 背後に行為主体の意思決定が存在することは 事実 とし

ても一 それゆえ,投 下原価は過去の 経験としての現実を有 している として

も一,価 格水準の変動か らす る原価 と価値 との乗離のもとにあって,な お原

価に固執するなら,会 計数値のリァリィティ,す なわち,現 在時点に立ったそ

の真実性の喪失は依然 として解決されえない。かかるリァリィティの喪失に対

する批判 こそ,価 格水準の変動によって惹起 された現代会計学の根本問題であ

ろう。

では,か かる批判に対するLittletonの 反批判は どうであろ うか。 「ここで

主張 したい主要な点は,そ のような会計上の欠陥がもしあるとすれば,そ れは

会計に固有なものではなく,そ れゆえ会計方法の修正によってその欠陥を除去
(23)

し うるか 否 か疑 わ しい とい う こ とで あ る」 と,一 見 きわ め て味 気 な い。

で は,会 計 数 値 の リ ァ リ ィテ ィの喪 失 に対 して,会 計 は ま っ た く無 力 で あ る

とい うの で あ ろ うか 。 換 言 す る な らば,会 計 は,過 去 に お け る現 実 の経 験 と し

て の リ ァリ ィテ ィのみ に留 ま り,価 値 的 意 味 で の リ ァ リ ィテ ィに対 して は 無 関

心 で あ る とい うの で あ ろ うか 。Littletonの 見 解 を 聞 こ う。 「取 替 原 価 に よ る利

益計 算 も会計 職 能 の一 つ で あ る と主 張 す る人 々 の 根本 的 な 誤 解 は,彼 らが 計 算

(computing)と 批 判(criticizing)と い う二 つ の,別 個 の技 術 を混 同 して い る こ

とで あ る。 も し も批 判 な い し評 価(evaluating)が 別 個 の職 能 と して意 識 的 に 承

認 され るな らば,有 用 な 資 料 が 同質 的 な統 計 的 系 列 一 勘 定 一 に 集 め られ,そ

の上 で他 のす べ て の社 会 統 計 の ご と き解 釈 操 作(interpretativemanupilation)

(24)

が な さ れ る こ と に 対 し て は,実 践 的 に も な ん ら 制 限 は な い 」 と い う。

(22)Essays,p.324.

(23)Structure,p.221.

(22)Essays,P.296.な お,以 下 に お い て は,こ の二 つ の職 能 を そ れ ぞ れ 計 算 と解 釈

(interPretation)と よぶ こ とに す る。Littletonの も っ と も新 しい用 語 法 だ か らで あ る 。
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これ に よ って,わ れわ れ は 会計 数 値 の リ ァ リィテ ィ ー現 在 時 点 に立 った そ

の 真 実 性 に 関 す るLittletonの 見 解 を知 る こ とが で きる 。 す なわ ち,正 規

の 会 計 機 構 の計 算 過 程 に お い て は,あ くまで原 価 に よる計 算 を維 持 し,そ れ に

よ って え られ た 結 果 を あ らゆ る方 法 に よっ て分 析 ・解 釈 し,か く して会 計 数 値

の リァ リ ィテ ィの 喪 失 を カ ヴ ァー し よ う とす る主 張 で あ る。

で は,い か な る理 由か ら,原 価 主 義 に 固執 し,計 算 と解 釈 とい う二 元 論 的 主

張 を なす の で あ ろ うか 。 私 見 に よれ ば,既 に述 べ た 彼 の本 質 的 会 計 職 能 観

「過 去 に お け る現 実 の経 験 に 関 す る資料 の 提供 」.以 外 に,さ らに,そ の 根

拠 を二 つ の 点 一一一一無 論,そ れ も職 能 観 か ら派 生 す る点 で はあ るが 一 か ら明 ら

か に し うる と考 え る 。

そ の一 つ は,会 計 上 の利 益 に 関 す るLittletonの 見 解 に よ って で あ る。彼 は,

「利 益 を 生 み だ す 要 因 は何 か 」 を 問題 と し,従 来,経 済 学 者 に よ って利 益 の源

泉 と して主 張 され て きた 「危 険 説 」 や 「経 済 界 の変 動 お よび不 確実 性 の説 」 を

批 判 的 に検 討 した 後,つ ぎの よ うな 主張 を す る。利 益 は 危 険 そ の もの に比 例 す

るの で は な く,む しろ危 険 の影 響 か ら巧 み に 身 を かわ す 経 営 者 の手 腕 に 比 例 す

る も の で あ る 。 また,経 済 界 の 変 動 や 不 確実 性 は利 益 獲得 の チ ャ ンス を提 供 す

また,こ こに引用 した一文 は取 替原価 に関す る主張であ るが,こ の よ うな主張は投

下 原価以外のすべ てのケ ースに通 じる彼 の見解で ある(Structure,p.164:Essays,

p.334)。

しか も,こ の よ うな計算 と解釈 とい う二 元論的主張は,彼 の初期の主著,『 会 計発

達 史』 のなか で,す でにつ ぎの よ うに主張 されていた のであ る。「一言に していえば,

現 代 の簿 記は会計化へ 向って発展 的解 消を とげん とす る傾向にある といえ るのである。

簿記 と会計 との区別はいつか は不必要 になるか もしれない。そ うした場合における会

計の内容 は,事 実を計数的 に把握すべ き半統計的 手続 がその一半 をなす と同時に,こ

の よ うに分析 せ られた統計的資料 を縦横 に操作す るこ とお よびこの統 計的資料 に もと

づ き 専門的批 判を行な うことが 他 の一半 をなすべ きであろ う。」(Littleton,A.C.,

AccountingEvol%tionto1900NewYork,1933,PP・82-83:片 野一郎訳 『リ ト

ル トソ会計発達 史』同文館 昭和37年,126頁,な お,以 下 にお いては,本 書を単 に,

AccountingEvolution,お よび片野訳 書 として引用する。)

また,後 者す なわ ち解釈 を会計外の職能であ るとす る主張 もみ られ る(Essays,p.

926:AccountingTheory,P.46)反 面,こ れを今後 ます ます重要にな る会計研究 の

一 側面 とす る考え もみ られ る(AccoerntingTheory・PP・185-187)。
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るにす ぎず,利 益の真の源泉はこのチャンスを巧みに利用する経営者の能力に
(25)

こそあると。要するに,彼 の説 く会計上の利益は,経 営者が自己を外的環境に

対 して巧みに適応させる成果,す なわち 「経営(者 の)手 腕に対する報酬」
(26)

(rewardformanagerialskill)で ある。換言するならぽ,「 会計上の利益は
(27)

経営(老 の)行 為(managementaction)と 経済変動の相互作用か ら生 じる」

というごとく,経 営者の貢献と経済変動の影響との融合された成果をもって会

計上の利益とする見解である。

そして,Littletonは このように異なる二つの要因の密接な相互作用の結果

として生まれる会計上の利益を異なる要因別に分解 して計算することはなん ら

保証されてはいない。それゆえ,た とえば投下原価にかえて物価指数を適用す

ることよりも,投 下原価に基づいて計算された結果を解釈とい う別個の手段に
(28)

よ っ て 分 析 し,判 断 す る こ と の 方 が 優 れ て い る と い う。

以 上 が,会 計 上 の 利 益 に 関 す る 見 解 に 基 づ い たLitt正etonの 計 算 と解 釈 と い

う二 元 論 的 主 張 で あ る 。

つ ぎ に,計 算 と解 釈 と い う二 元 論 的 主 張 の 第2の 根 拠 に 考 察 を 進 め よ う。 そ

れ は つ ぎ の よ う なLittletonの 主 張 の な か に 表 明 され て い る と い え る 。 「価 格

水 準 の 変 動 に よ っ て,勘 定 の 修 正 を 行 な う こ と は 許 され る べ き で は な い と い う

考 え を 追 加 し て よ い 。 な ぜ な ら,か か る 修 正 が 行 な わ れ る な ら ぽ,実 質 勘 定 と

名 目勘 定 と の 統 合(integrationbetweenrealandnominalaccouhts)

(25)Littleton,A.C.,``WhatisProfit?",AccoantingReview,VoL3No.3(Sept.

1928),pp.282-284.

(26)Accountin8Evolution,P.192,

(27)Structure,p.221.

(28)Structure,PP.221-222・ な お,同 様 の主 張 はPaton&LittletonのIntroduction

に もみ られ る 。 な す わ ち,「 一 期 間 の企 業 純 利 益 は,計 算 方 法 に よ って 大 き くな った り,

小 さ くな っ た りす る もの で は な い 。 そ の現 実 の額 は経 営 活 動 とそ の 際 の経 済 的 環 境 と

に よっ て決 定 され る こ とを強 調 す る必 要 が あ ろ う。 それ ゆ え,会 計 上 の利 益 計 算 は,

計 算 が 行 なわ れ る と否 とにか か わ らず,現 存 す る客 観 的 現 実(objectiverealities)を

把 握 す る よ うに す べ きで あ る」(Jntroduction,p.86)と い い,さ らに,「 企 業 活 動 は

複 雑 な諸 要 素 か ら構 成 され て い る経 済 機 構 の なか で 行 な わ れ て い る の で あ り,一 般 に

は,価 格 変 動 や そ の他 の か く乱 要 因 の 影 響 を 狭 義 の経 営 活 動 の成 果 か ら分 解 す る こ と

は ま った く不 可能 で あ る 」(lntroduction,P.60)と 。
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企業会計のもっとも明白な,ま たもっとも重要な側面と考えてよい関連一 は

致命的に破壊されるからである。……もし指数修正(価 値)を 投下原価にかえ

て,二 っの報告書中に導入するなら,資 産価額の増加に対応する影響を処理す

るために,た とえぽ資本修正勘定のごとき対照勘定を貸借対照表に設定せねば

ならな くなる。そ うすることは報告書間の統合をまった くの人為的なものにし
(29)

てしまう。」 「諸勘定を一つの体系へ 統合 した ことは偶然的なことでは なか っ
…(30)

た。……その関連は必然的に取引のなかに存在 していたのである。」「この統合

を破壊 して貸借対照表と損益計算書との連繋作用で結びあった相互依存関係を

破壊することは,も っとも価値ある技術をこの特徴のない技術のために犠牲に
(31)

することとなる。これはほとんど進歩 とよぶことのできないものである」 と。

要するに,投 下原価にかえて,他 の数値を正規の会計機構へ導入するなら,

実質勘定すなわち貸借対照表と名 目勘定すなわち損益計算書との必然的統合は

破壊 され,単 なるみかけだけの,人 為的統合になってしまう。 「その最終結果

は,会 計がもっとも本質的な特徴を喪失 して,純 粋に統計的なものとな り,完

全に実利本位のものとなってしまう。……そして,会 計的論理の力(forceof

accountingiogic)は 失われ,会 計は,便 宜性をもた らす と思われるすべての

見解を支持 して しまい,や がてはよろず屋(allthingstoallmen)に なって
(32)

し ま う。」

それ ゆ え,こ の 必 然 的 統 合 を 確 保 す るた め に,会 計 は,あ くまで 投下 原価 に

よる計 算 を維 持 し,そ の 上 で,え られ た 結 果 を別 個 に 解 釈 す る こ とに よ って,

会 計 数 値 の リ ァ リ ィテ ィを補 完 す べ き で あ る。 これ がLittletonの 計算 と解 釈

とい う二 元 論 的 主 張 の第2の 根 拠 で あ る。

以 上,本 節 に お い て は,価 格 水 準 の 変 動 に 基づ く会 計 数 値 の リ ァ リ ィテ ィの

喪 失 か らす る原 価 主義 会 計 論批 判 に対 す るLittletonの 反 論 を 明 らか に した 。

そ れ に よっ て,彼 の原 価 主 義 会 計 論 を ヨ リ明 らか に しえた と信 ず る。

会 計 の本 質 的職 能 は 過 去 に お け る行 為 主 体 の現 実 の経 験 に関 す る資 料 を 提 供

(2g)Structure,pp.227-228.(傍 点は引用者)

(30)Structure,P.47.(傍 点は引用者)

(31)Essays,p.339,

(32)Struclure,P.228,(傍 点 は弓1用者)
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することにある。かかる見解か ら,会 計的現実とは,取 引過程の客観性に依存

した現実であって,価 値的意味の現実は,本 来経済学の対象であ り,会 計学的

には計算 と区別 された解釈領域の問題である。かかる主張の根拠をさらに二っ

の点一Littletonの 利益観および会計の核心として説 く貸借対照表 と損益計

算書との必然的統合確保の主張一 から明らかにした。

第5節 お わ り に

前節までにおいて,わ れわれはLittletonの 構想する原価主義会計論の基底

を明らかに しえた,と 信 じる。以下,か かるLittletonの 所論に対 して,若 干

の私見と問題点を挙げ,結 びにかえよう。それは原価主義会計に対する反省の

方向がいかなるものであるかを検討する要点ともなるであろう。

まず,Littletonの 原価主義会計論を指導する根本的理念は客観性の要請で

あった。思 うに,会 計学に限らず,あ らゆる科学的な学問領域において,客 観

性の要請は必要不可欠な要件であろう。ましてや,多 くの異なる利害関係者の

なかに存在する,社 会的にも不可欠な制度 としての近代会計にあっては,客 観

性の要請はとうてい無視 しえないものである。

しか し,す でに述べたごとく,価 格水準の変動する環境下にあっても,な お

会計数値の客観性を重視 し,投 下原価に固執するなら,そ の リァリィティー

現在時点に立 った会計数値の真実性一 は犠牲にされざるをえない。そこで,

客観性の要請は,・必要ではあるが,十 分 とはいえないのではなかろうか という

疑問が生 じる。また,客 観性の要請 とリァリィテ ィの要請とが相克する時,こ

の両者に対 していかなる判断を下すべきか。二つの要請をともに必要なものと

認める場合,こ れをどのような方法で調和させるのか。思 うに,こ の問題は,

変貌する現代会計学が直面 している一つの問題であ り,わ れわれに残 された今

後の課題である。

さて,価 格水準の変動からする会計数値のリァリィティの喪失をLitt1etQn

は正規の会計機構の外部に存する解釈なる方法によって補完することを主張す

る。そこで,つ ぎにかかる計算 と解釈 という二元論的主張に対 して若干の考察

を加えよう。 しか し,そ のためには,か か る主張の根拠 となっている二っの
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点一 彼の利益観および貸借対照表 と損益計算書 との必然的統合確 保 の 主 張

一 を吟味する必要があろう
。

Littletonは,会 計上の利益を経営者の貢献 と経済変動の影響との密接不可

分な相互作用の産物と規定する。そして,そ れは与えられた外的環境に対する

経営者の適応能力すなわち経営能力の尺度を示すものであるとい う。このよう

な利益観に対 しては,経 営能力の尺度 としての利益は費用 ・収益の同一価格水

準的対応による利益であるという反論がなされ うる。すなわち,Littletonの

説 く利益は,価 格変動に基づ く利益,い わゆる投機的利益をも含んだ概念であ

り,純 粋な経営活動の成果ではないとする批判である。

なるほど,Littletonの 利益観は,一 種の合理主義的,楽 天的な思考である,

なぜなら,経 営者は当然に経済変動を考慮 して行動するとするあた り,経 営者

の能力を全幅的に信頼 した思考だか らである。その意味で,Littletonの 説 く

利益は,多 分に投機性が強 く,こ れをもって直ちに経営能力の尺度とすること

には強い疑問もある。

しか し反面,経 営者は経済変動のまった く存在 しない静的な経済環境のなか

で行動 していると考えること自体,ま った くの擬制であ り,許 されえないこと

であろう。む しろ,経 済変動の存在する社会のなかで活動 しているからこそ,

これに自己を適応 させてい くことが経営者の重要な任務 となる の で あ ろう。

Littletonも い うごとく,経 済条件の変化は,資 産再評価が行なわれな くとも,

また何 らかの方法によって費用が時価を反映するように修正ないし測定 されな

くとも,経 営者や個人の行動を通 して一 たとえすべてはないにしても,少 な
(33)

くともその一部は一 現実 の取引行為に反映 され るであろう。か く解すること

が認められ うるなら,費 用 一収益の同一価格水準的対応による利益は如上の経

営者の行動 と経済変動 との関連性を無視することとなる。

とはいえ,Littletonの い う利益をヨリ狭義の経営活動の成果から分解する

必要性を否定するものではない・む しろ,同 一価格水準的対応による利益は,

この必要性を満たすものであろ う。 しか し,会 計上の利益はそれのみに留まる

ものではないと解するのである。

要するに,私 見によれば,Littletonの 利益観も同一価格水準的対応による

(33)Structure,p.212,
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利 益 観 も,と もに それ 自体 を も って して は必 要 か つ 十 分 とな りえ な い 。 そ こで ・
(34)

この両者をいかに判断 ・調整す るか。これが第2の 問題点である。

つぎに,Littletonが 計算 と解釈 という二元論的主張をなす第2の 根拠一

貸借対照表 と損益計算書 との必然的統合を確保すべ しとする主張一 に考察を

進めることとしよう。

まず,Littletonは,こ の統合を取引自体のなかに存在する必然的なもので

あって,人 為的なものではない,と する。この点については,既 に拙稿で明ら

かにしたごとく,企 業実体の観点か らする取引の二面性 とそれによって誘発さ

れた資本運動の二っの現象一 回転 と循環一 という理解から,肯 定すること
(35)

が で き る,と 解 す る。

また,こ の統 合 を無 内容 な,単 な る形 式 に 過 ぎ な い もの とす るな ら,問 題 は

簡 単 で あ る。 な ぜ な ら,形 式 が 内容 を絶 対 的 に限 定 す る こ と 自体 論 理 の逆 立 ち

で あ る と信 じるか らで あ る。 しか し,こ の統 合 を単 な る形 式 に過 ぎな い も の と

断 じる こ とは で き な い の で は なか ろ うか 。 こ の統 合 を完 成 した もの こそ,中 世

地 中 海 に お い て,利 潤 性 商 業 の濃 密 化 に伴 い成 立 した 企 業 資本 の 独 立 認 識 な の

で あ る。 そ して,こ の 資本 概 念 の認 識 に よ って単 な る借 方 ・貸 方 とい う勘 定 の

二面 性や 勘定 の貸 借 均 衡 とい う形 式 が 一 つ の有機 的 な 体系 に統 合 され た と考 え

る時,こ の統 合 は 取 引 に よ って 誘発 され た企 業 資 本 の 運動 す る姿 そ の も ので あ
(36)

った,と 解 す るか らで あ る 。

そ れ ゆ え,こ こで の 問題 は この統 合 に い か な る現 代 的意 義 を 認 め うるか とい

う点 の解 明 に尽 き るで あ ろ う。 私 見 に よれ ば,こ の統 合 はE.Schmalenbach

のい う貸 借対 照 表 継 続 性 の原 則(GrundsatzderKontinuittit)に 相 当す る も

ので あ る。 す なわ ち,そ れ は,会 計 数値 の継 続性 を保 証 し,も っ て 「期 間損 益

の合 計=全 体 損 益 」 とい う周知 の一 致 の 原 則(GrundsatzderKongruenz)を

保 証 す る手 段 で あ る。

(34)な お,Littletonの 利益観 も一 つの真理であ ると主張 したが,価 格水準の変動 の

うち貨 幣価値 の変動 に対 しては この よ うに はいえない,と い う反論が考え られ うる。

この よ うな反論は今 日では一般 に認 め られた考 えであ る。

(35)拙 稿,前 掲,14頁 。

(36)同 上,13-14頁 。
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そ の会 計 学 的 意 義 は,山 下 勝 治 博 士 のつ とに説 か れ た と ころ で あ るが,会 計

に お け る期 間 計 算 と して の 暫定 性 が 時 の経 過 につ れ て 自動 的,必 然 的 に そ の実
(37)

際 額 へ と調 整 され る可 能性 を保 証 す る手 段 で あ る。 これ を一 言 に して い えば,

期 間 計 算 に お け る判 断(judgements)を 事実(facts)に 自動 的 か つ必 然 的 に結

合 す る手 段 で あ り,Littleton的 に い え ば 「会 計 的 論 理 の力 」で あ る。 それ は ま
(38)

た,谷 端 長 教授の所説に明らかな,「全体的・相対的真実性」の保証手段たる

一致 の原則の基盤をなすものである。それゆえ,か かる統合が保証されては じ

めて,会計は,投下企業資本の自己増殖運動を現実の取引に基づいてあますとこ

ろな く把握することができるのであって,い わゆる会計責任(accountability)

を完全に遂行することができるのである。すなわち,企 業実体に投下された資

本は,企 業内において機能 し,や がては企業を離れてい く。この投下か ら離脱

までの一連の資本運動を組識的に把握 し,そ の結果を利害関係者に検証力ある

客観的証拠に基づいて報告することを可能にするものこそこの統合である,と

いえるからである。

さらに,こ の統合の意義を期間的観点か ら考えるなら,そ れは,山 下博士の
(39)

所 論 に 明解 な ご と く,損 益 法 と財 産 法 と の有 機 的 統 合 に よる,複 式 簿 記 の 自動

的 自己 検 証 機 能 で あ る,と い え る。

以 上 の よ うな 意 義 を 考 え る な ら,こ の統 合 こそ 会 計 の有 す る内 在 的 ・技 術 的

な最 大 の特 質 と し,こ れ を破 壊 す る こ とは 会 計 な い し会 計学 の 自殺行 為 で あ る

とす る,前 述 のLittletonの 見 解 に も十分 に共 鳴 し うる もの が あ る。

しか し,か か る意 義 を認 め る反 面,そ れ に も 自ず か ら限 界 は あ ろ う。す なわ

ち,全 体 的 ・相 対 的 真 実 性 の保 証 手段 は,全 会 計 期 間 の終 了時 に 達成 され る,

いわ ば 「全 体 的 個 別 」(EinzelnealsGanze)の 観 点 か らい い うる もの で あ っ
..● 邑.・ ・(40)

て,期 間 個 別 の観 点 か らは不 十分 で あ る。 また,如 上 の 会計 責 任 は,価 格 水 準

(37)山 下勝治稿 「会 計的判断 とその論理」 企業会計 第11巻 第12号(昭 和34年10月)・

2-7頁 。

(38)谷 端 長 著 『動的会計論(増 訂版)』 森 山書店 昭和43年,155-159頁 。

(3g)山 下勝 治稿 「会計構 造論序」 企業会計 第8巻 第4号(昭 和31年4月),13-18

頁:山 下勝 治著 『近代簿記論』 千 倉書房 昭和40年,10頁 。

(40)詳 しくは,谷 端 長 前掲書,第7章 を参照 されたい。
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の変動する環境においては,名 目的なものとな り,実 質的な会計責任の遂行 と

はならない。さらに,期 間損益計算の真実性に関する自己検証機能に対 しても,

それは会計の形式的合理性である。形式は∫その合理性のゆえに,内 容を制約

する条件 とはな りえても,絶 対的な否定条件 とはな りえない。以上のような批

判ないし限界が考えられ うる。

しかし,全 体的 ・相対的真実性は,谷 端教授も指摘するごとく,た とえ全

体的個別観 としての限界はあるにしても一 それゆえ,十 分 とはな りえな くと
(41)

も一 その必要性を否定されるものではなかろう。そ こで,こ の真実性を保証

する手段 としての統合の必要性も否定できない。換言するなら,こ の統合は,

既に述べたように,会 計的判断の論拠としての重要性 と必要性を有 している。

また,今 日の社会 ・経済的機構が名 目的な貨幣制度に基づいて運用されている

以上,名 目的な会計責任の必要性も否定 しえないであろう。そのことは,企 業

の投機性を否定 しえないことと軌を一に しているのではなかろ うか。

以上,Littletonの 計算 と解釈とい う二元論的主張の根拠 となっている二っ

の点一 彼の利益観および貸借対照表 と損益計算書 との必然的統合確保の主張

に対 して,き わめて不十分ながら,暫 定的私見を述べてきた。要するに,私 見

によれば,二 っの点にっいてのLittleton主 張は,決 して十分なものとはいえ

ないが,そ れにもかかわ らず,そ の必要性もなお否定 しえない。Littletonも

この不十分 さを認めるがゆえに,こ れを補完するために,解 釈 とい う第2の 職

能を導入するのである。

では,Liftletonの このような二元論的主張に対 して,わ れわれはいかなる

判断を下すべ きか。当然のことなが ら答は二つある。一つは原価主義会計の必

要性を認め,こ れを生かそ うとする途である。すなわち,計 算 と解釈 とい う二

元論的主張の妥当性を認める答である。ただ し,こ の場合には,計 算のみなら

ず解釈をも同時に一 その具体的方法は別として一 公表財務諸表において行

なうことを前提としてのことである.轍 は財務蔽 の禾U用者に委ね親 いう

の で は,公 表 財 務 諸 表 の 十 分 条 件 は 満 た さ れ え な い で あ ろ う 。R.J.Chambers

(41)谷 端 長 前 掲 書,180-183頁 。

(42)Edwards,R・S・,``TheNatureandMeasurementofIncome,"Accountant,

1938,inBaxter,W・T・ed・,StudiesinAccounting,Australia,1950,P.293 .
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も指摘するごと く,経 営者を除 く財務諸表の利用者が自ずから解釈のための資
(43)料

を入手することはきわめて困難であり,ほ とんど不可能ですらある。

他方,も う一っの答は,こ れとは逆に,た とえ必要性は否定 しえないに して

も,原 価主i義会計は不十分であるか ら,こ れを認めず,な んらかのヨリ妥当な

方法を採用するとするものである。前者が 「異なる目的には異なる資料」をと

いう思想であるのに対 し,後 者は,こ れを否定 し,な んらかの一元的理論を構
　 　 　 　

築することを主張するものである。 ここにおいては,計 算 と解釈 とい う二元論
(44)

的主張は,当 然のことながら,否 定 され る。

いずれの方途を採るか。 これは,一 見や さしそ うにみえて,事 実はかならず

しも簡単な問題ではない。ましてや,多 くの異なる利害関係者のなかに存在す

る制度としての現代会計にあっては,な おさらである。
　 　 　 　

以 上,本 章 は,変 貌 す る現 代 会 計 学 研 究 の一 っ の序 と して,A.C.Littleton

の 原 価 主 義 会 計 論 を究 明 して きた 。一 見 か た くな まで に原 価 主 義 会 計 に固 執 す

るLittletonで は あ るが,そ の主 張 に は,な お 注 目すべ き重 要 な点 もあ る よ う
ロ 　

に思える。原価主義会計のみをもってしては十分 とはな りえな くとも,こ れを
の 　

解 釈 に よ っ て 補 完 す る と い う主 張 に は 興 味 を 覚 え る 。 今 後,現 代 会 計 学 に お け

る新 な 動 向 を 研 究 し て い くに あ た っ て,本 章 に お い て 指 摘 した い くっ か の 問 題

点 が ど の よ う に 展 開 さ れ て い る か に 注 目す る 必 要 が あ る,と 考 え る 。

(43)Chambers,R・ 工``MeasurementandObjectivityinAccounting・"Accounting

Review,Vo1.39No.2(April1964),p271.

(44)こ う した 見解 は 最 近 は か な り多 い が,そ の一 例 がRJ・ChambersやG・E

PhiliPsの 見 解 で あ ろ う。Chambers,Rエ,Accounting,EvaluationandEconomic

Behavior,NewJersey,1966.:Philips,G.E.,``TheAccretionConceptofIncome",

Accountin8Review,Vol.38No.1(Jan.1963),pp.14-25.
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第7章 原価主義会計反省の一方 向

AAAr補 足 意 見 書 第1号 』 の 思 考 に よせ て

第1節 は じ め に

前 章 では,原 価 主 義 会計 論 の基 底 を,そ の代 表 的 論 者 で あ るA.C.Littleton

の所 論 に よって,明 らか に した 。 この よ うな 原価 主義 会 計 論 は,今 日,多 くの

批 判 と挑 戦 を 受 け,変 貌 の傾 向を 余 儀 な くされ て い る。 原価 主 義 会 計 論 に 対 す

る反 省 ない し批 判 の 具 体 的 見 解 と して は,1960年 以 降 の ア メ リカ会 計 界 に お け

る 諸文 献 を 初 め と して,近 年 で は 枚 挙 に い と まの な い 状 態 で あ る。 しか し,本

章 で は,比 較 的 初 期 の文 献 で は あ るが,そ の具 体 的 見 解 の一 つ と して,「 ア メ

リカ会 計 学 会 ・概 念 お よび 基 準 委 員 会 ・長 期 資 産 小 委 員 会 」(Committeeon

ConceptsandStandards-Long-LivedAssets,AAA)か ら,1964年7月 に

公 表 され た,r土 地 ・建 物 お よび 設 備 の た め の 会計 』("AccountingforLand,

Buildings,andEquipment",AccountingReview,Vol.39No.3,pp.693

ff.)を と りあ げ て,そ こに お い て原 価 主 義 会 計 に 対 す る反 省 が い か な る方 向 で

な され て い るか を概 観 し よ うとす る。

本 意 見 書 は,そ の脚 注 に も 明 らか な よ うに,1957年10月 に 公 表 され た,r会

社 財務 諸表 のた め の会 計 お よび 報 告 諸 基 準 』("AccountingandReporting

StandardsforCorporateFinancialStatements:1957Revision")一 『A

AA1957年 基 準 』 一 に 対 す る,初 め て の 補 足 意 見 書 で あ る。 そ こで,以 下 に

お い て は,本 意 見 書 をr補 足 意 見 書 第1号 』 と よび,1957年 の 諸 基 準 を 『AAA

ユ957年 基 準 』 と よぶ 。

な お,r補 足 意 見 書 第1号 』 と同 時 に,「ア メ リカ会 計 学 会 ・概 念 お よび基 準 委

員 会 ・棚卸 資産 測 定 小 委 員 会 」(CommitteeonConceptsandStandards-

InventoryMeasurement,AAA)か ら,rAAA1957年 基 準 』 に対 す るr補 足

意 見書 第2号 』と して,r棚 卸 資 産 の 諸 測 定 方 法 に 関 す る議 論 』(``ADiscussion
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0fVariousApProachestoInventoryMeasurement",・4ccountingReview,

Vo1.39No.3pp.700ff.)が 公 表 され た 。 これ ら二 つ の補 足 意 見 書 は,そ

れ ぞ れ独 立 した,別 個 の 小 委員 会 に よ って 研 究 ・公表 され た もの で あ るか ら,

両 者 の 間 に は 若 干 の 相 違 もみ られ る。 しか し,原 価 主 義 会 計論 に対 す る反 省 の

方 向 に お け る大筋 に お い て は,共 通 の 思 考 の 上 に よ って立 って い る と考 え られ

る。 そ こで,本 章 で は,比 較 的 論 理 の 明解 な 第1号 を と りあ げ,必 要 な か ぎ り

に お い て第2号 の思 考 に も言 及 しよ うと 思 う。(な お,以 下 においては,r補 足意

見 書第1号 』 か らの引用に あたっては,本 文 中に単 に頁数のみを示 す。)

第2節AAA『 補 足 意 見 書 第1号 』 の 論 理 構 造

「本小委員会は,そ の考察の対象を土地 ・建物および設備のための会計に限

定 し,そ の他の長期資産に対 しては特別の考慮を払わなかった(p.693)」,と 述

べているように,r補 足意見書第1号 』の直接的な考慮の対象は,土 地 ・建物

および設備のための会計に限定されている。 しか し,「 その基本的前提が健全

なものであるなら,こ の諸勧告は他の領域にも同様に適用 されえなければなら

ない(p.693)」,と 同小委員会も認識するように,そ の基本理念が健全な前提の

上に築かれたものであるな ら,『 補足意見書第1号 』の主張は,単 に上にあげ

られた長期資産に適用されるばか りではな く,広 く会計学一般理論 として,あ

らゆる資産に通用するであろう。いいかえれば,直 接的には,特 定の長期資産

会計に対する勧告書であるが,そ れは同時に・当小委員会が構想する会計学一

般理論を長期資産へ具体的に適用した一つの見解である。

したがって,そ の基本理念を明らかにすることは,単 に長期資産のための会

計理論を解明することに留まるものではない。む しろ・それは・アメリカ会計

学会が想定する一つの新 しい会計理論の方向を明らかにする意義を有 している。

そ こで,ま ずr補 足意見書第1号 』の基本理念と論理構想造を,筆 者の理解に

基づいて,素 描 しよう。

いまさら,多 言を弄するまで もなく,会 計は,本 来,一 つの社会 ・経済的技

術であり,必 要不可欠な制度である。それゆえ,会 計は,社 会 ・経済的背景か

らする,そ れへの要請すなわち会計 目的に適合したものでな くてはならない。
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ア メ リカ会 計 学 会 が1966年 のr基 礎 的 会 計理 論 』(AStatementofBasic

AccountingTheory)に お い て,会 計 情 報 の妥 当性 を 判 断 す るた め の,も っ と も

重 要 な会 計 基 準(accountingstandards)の 一 つ と して,目 的 適 合 性(relevance)
(1)

をあげるのも,ま さに,こ のゆえであろう。 したがって,一 定の論理構造を解

明す る場合,な に よりもまず,そ の理論の想定する主 目的を明らかにする必要

がある。

この点にっいて,r補 足意見書第1号 』は,つ ぎのような見解を示 している。

すなわち,「 投資者が投資決定をなし,か つ経営者を支配するにあた って公表
(2)

財 務 諸表 を利 用す る こ と,こ れ を第1次 的 に重 要 な こ と と考 え るべ き で あ る」,

とい うrAAA1957年 基 準 』 の見 解 を是 認 し,各 種 政 府 機 関 等 の ご とき 投 資 者

以 外 の 諸 グル ー プの要 請 に 対 しては,特 別 の考 慮 を払 わ な い の で あ る(p.693)。

した が って,現 在 お よび将 来 の 投 資 者 に対 して,彼 らが 投 資 決 定 と経 営 者 の 支

配 ・統 制 を 行 な うの に 必要 な財 務 諸 表 を 公表 す る こ とを もっ て会 計 の主 目的 と

考 え るの で あ る。

そ れ で は,投 資 者 が 投 資 決 定 と経 営 者 の支 配 ・統 制 に利 用す る財 務 諸 表 とは,

いか な る も ので あ る とい うの か 。r補 足意 見書 第1号 』 に よれ ば,こ の 目的 に

役 立 つ財 務 諸 表 は,少 な くと もつ ぎの 二 つ の 要 件 を満 たす もの で な け れ ば な ら

な い 。す なわ ち,第1に,「 当期 利 益 の測 定 と報 告 は将 来 の利 益(earnings)を

予測 す る た め の基 礎 を 提 供 す る もの で な け れ ば な らず(p,693)」,第2に,「 貸

借対 照 表 は企 業 の 資産 構 成 と資 本 構 造 を 明 らか に す る(p.694)」 もの で な けれ

ば な らな い,と い う。 第1は,期 間 損益 計 算 の 問題 で あ り,期 間 収 益 と期 間 費

用 の認 識 ・対 応 の 問題 で あ る 。 評価 論 的 見 地 か らい え ば,そ こで の主 要 な 課 題

は 費 用 評 価 に 関 す る問題 で あ る。 そ して,そ れ は,ま た 貸 借 対 照 表 に お け る資

産 価 額 決 定 の問 題 と して,第2の 点 に も関 連 す る。 い い か えれ ば,貸 借対 照 論

に おけ る資 産 評 価 の 問 題 が 損 益 計 算 論 に お け る費 用 決 定 の問 題 と密 接 に 関 連 し

て い る ので あ る。 した が って,上 に 述 べ られ た 財 務 諸 表 の二 つ の 属性 に共 通 す

(1)AAACommitteetoPrepareAStatementofBasicAccountingTheory,A

StatementofBasicAccountingTheory,AAA,1966,p.7.

(2)AAA,AccountingandRePortingStandardsforCorPorate」FinancialStatements

andPrecedingStatementsandSuPPIements,AAA,1957.p.7.
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る問 題 と して,r補 足 意 見 書 第1号 』 の想 定 す る評 価 論 が,つ ぎに 解 明 され る

べ き重 要 な問 題 と な る。

と ころ で,一 定 の評 価 論 は一 定 の 資産 概 念 と密 接 な 関連 性 を有 す る。 す なわ

ち,い か な る資産 概 念 を と るか に よ って,理 論 的 に は,そ の 評価 論 が規 制 され る。

従 来,伝 統 的 会 計理 論 は,そ の 資 産 概 念 と して未 費 消 原 価(unexpiredcost)

の概 念 を採 用 す る こ とに よ っ て,原 価 主 義 評 価 を理 論 づ け て きた 。 これ に対 し

て,「 『用 役 潜 在 性 』(``servicepotentials")の 概 念 が 資 産 評 価 の た め の 健 全 な

概 念 的 基 礎 を提 供 す る(p.694)」 と,『 補 足 意 見 書 第1号 』 の とる 資産 概 念 は,

『AAA1957年 基 準 』 に よ って は じめ て公 に 採 用 され,そ の 後 の ア メ リカ会 計 界
　 ロ リ

に お い て,理 論 的 に は,一 般 に認 め られ る よ うに な った 資 産 概 念 であ る,『 用

役 潜 在 性 』 の概 念 で あ る。

と ころ で,『 用 役 潜 在 性 』 と して の経 済 価値 を 表 示 す る もの は,経 済 理 論 に お

い て一 般 に説 か れ て い る よ うに,「 将 来 現 金 収 入 の 割 引現 在 価 値 」(discounted

presentvalueoffuturecashflows)で あ ろ う。 『補 足 意 見 書 第1号 』 も資 産

評 価 の た め の概 念 上 の 基 準 と して は,こ の経 済価 値 を 主張 す る(p,694)。 しか

し,大 部 分 の 経 済 的 債 権 ・債 務 は別 と して,客 観 的証 拠 に 基 づ い て,こ の 「割

引 現 在 価値 」 を 資 産 一 般 に 適 用 す る こ とは,ほ と ん ど不 可 能 で あ る。 と りわ け,

長 期 資 産 の ほ とん どが そ うで あ る よ うに,「 将 来 の 現 金 収 入 」 が複 数 の資 産 の

結 合 的 利 用 か ら生 じる場 合,こ れ を 客 観 的 に 見 積 り,か つ個 々 の 資産 に配 分 す

る こ とは不 可 能 で あ る。 そ こで,r補 足 意 見 書 第1号 」 は,「 用 役 潜 在 性 は資 産

評 価 に お い て 本質 的要 素 で あ る(P.694)」 と しな が ら も・会 計 に おけ る客 観 性

と検 証 可 能 性 の要 請 を 受 け 入 れ,長 期 資 産 の 実 際 的 評価 基 準 と して は,用 役 潜

在 性 と して の経 済 価 値 の実 践 的 近 似 値 で あ る・ 「同一 も し くは 同等 の用 役 を 取

得 す る のに 必 要 な カ レソ ト ・コス ト1(currentcostofsecuringthesame

orequivalentservice)tlこ よる評 価 を主 張 す る(p.694)。

で は,こ の 一般 的 基 準 は,長 期 資 産 に対 して具 体 的 に どの よ うに 適 用 され る

の で あ ろ うか 。r補 足 意 見 書 第1号 』 は ・この 問題 を 資産 の 「取 得 日に おけ る評

価 」(valuationatacquisitiondate)と 「取 得 日以 降 に お け る評 価 」(valuation

subsequenttoacqu圭sition)と の二 つ に分 け て考 察 す る。

ま ず,「 取得 日に お け る評価 」 につ い て は・ 「資産 の取 得 日に お い て は,そ の
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用役潜在性の価値は,少 なくとも,そ の購入価値 と同じ大きさであると考えら

れる(p,694)」 とい うように,原 則 として,資 産の取得原価に よる評価を説 く。

その時点において,取 得原価が当該資産の潜在用役以下であるなら,原 則とし

て,そ の購入行為はなされないはずである。すなわち,取 得 日においては,そ

の取得原価が,「 同一もしくは同等の用役を取得するのに必要な カレソ ト・コ

ス ト」であり,潜 在用役の上限を画するものとして評価基準に採用 される。 ま

た,そ れは,も っとも客観的な証拠に基づ く値であるから前に述べた客観性 と

検証可能性の要請を十分に満た している。なお,「購入以外の方法によって取得

された資産はその資産の市場価格に近づ くような方法で評価される(p,695)。 」

経営者の行動を合理的な行動であると仮定するかぎり,r補 足意見書第1号 』

の如上の主張は妥当な ものであ り,ま た従来の評価論と根本的な差異はないで

あろう。問題は,む しろ 「取得 日以降における評価」にある。

r補足意見書第1号 』の説 く 「取得 日以降における評価」 は,取 得 日におけ

ると同様に,「 同一もしくは同等の用役を取得するのに必要な カレン ト・コス

ト」による評価である。具体的には,つ ぎの通 りである。 「同種かつ同条件の

資産についての常設市場(establishedmarketforassetsoflikekind

andcondition)が 存在する場合には,そ こでの時価(quotedprices)が カレ

ン ト・コス トのもっとも客観的な証拠を提供する。」 またこのような 常設市場

が存在 しない資産の場合には,「 同等の用役能力を 提供する資産の購入価格を

参考に して,カ レソ ト・コス トが見積 られる。」 もちろん,こ の場合には,代

替資産の購入価格がそのままカレン ト・コス トとして適用されるのではな く,

原価能力,品 質等の営業性格上の差異を考慮 した上で,そ れを修正 して使用す

る。また,「 その他の場合には,個 別物価指数の利用による歴史的原価の修正

がヵレン ト・コス トの認められ うる近似値となる。」 そ して,以 上の諸方法を

客観的に適用 しえない資産については,取 得原価に基づかざるをえない。以上

がr補 足意見書第1号 』の説 く,具 体的な評価方法である(P.695)。 それは,

伝統的な原価主i義評価にかえて・r用役潜在性』 としての経済価値による評 価

であ り,実 践的には,そ の近似値であるカレン ト・コス トによる評価である。

ところで,取 得 日以降において,長 期資産のカレン ト・コス トと取得原価 と

は,当 然のことながら,相 違することとなる。r補 足意見書第1号 』は,こ れ
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を つ ぎの 二 つ の 形 態 に 分 類 し,そ れ らを別 個 に測 定 ・報 告 しな け れ ば な らな い,

とい う。 す な わ ち,そ の一 っ は,「 購 入時 点 に おい て予 測 され た,利 用 ・物 理

的 損 傷 ま た は陳 腐 化 に よっ て生 じる資 産 の 用 役潜 在 分 のi費消」 であ り,い わ ゆ

る減 価 償 却 費(depreciation)で φ る。 ま た,他 の一 っ は,「 購 入 時 点 に お い て

予 測 しえ な か った,技 術 変 化 も し くは需 要 変 化,お よび一 般 物 価 水 準 の 変 動 」

に起 因す る カ レン ト ・コ ス トの変 動 で あ っ て,い わ ゆ る 保 有 損 益(holding

gainsandlosses)で あ る(P.695)。

前 者 の 減 価 償 却 費 は,期 間損 益 計 算 に お い て,「 正常 営 業 利 益(incomefrom

ordinaryoperations)の 測 定 に お け る重 要 な要 素 であ る(p.695)。 」 こ こに 正

常 営 業 利 益 とは,「 当期 収 益(currentrevenues)に 減価 償却 費 を も含 めた カ

レソ ト ・コス トの費 消 分(currentcostexpirations)を 対 応 して算 定 され た 利

益 で あ る(p.694)。 」 そ して,そ れ は,異 常 損 失 あ るい は 資産 の発 見 等 の,い

わ ゆ る超 期 間損 益 が な い場 合,「 企 業 の営 業 能 力 水 準 を 縮 小 す る こ とな く,外

部 へ処 分 し うる利 益 額 を意 味す る。」 い い か えれ ば,「 企 業 内に 留保 す る こ とに

ょ って,営 業 能 力 を 拡 大 す る こ との で き る額 で あ る(p.695)。 」 営 業 能 力 を維

持 す るた め に は,期 間 損 益 の 測定 に お い て,費 用 は 収 益 と同一 価 格 水 準 的 に対

応 され ね ぽ な ら ない 。 した が って,当 期 の費 用 は,減 価 償 却 費 を も含 め て,当

期 の価 格 水 準 を 反 映 す る カ レン ト ・コス トに 基 づ い て 測定 され ね ぽ な らな い 。

な お,こ の正 常 営 業 利 益 は,つ ぎの よ うな場 合 に 有 用 な情 報 とな る。す な わ

ち,(1)現 金 配 当 と比 較 す る こ とに よ って,企 業 の営 業 能 力 を縮 小 も し くは拡 大

し ょ う と して い る経 営 者 の意 図 を 評価 す る場 合;(2)将 来 の 正 常営 業 利 益 を予 測

す る場 合;(3)利 益 の企 業 間比 較 を す る場 合;(4)経 営 者 の 実 質 的 な 受託 責 任 解 除

額 を知 る場 合,等 で あ る(p,696)。

他方,r補 足 意 見 書 第1号 』 に よれ ば,保 有 損 益 とは,当 該 資 産 の 保 有 中 に

生 じた,減 価 償 却 費 以外 の価 値 変 動 で あ り,(1)技 術 変 化 も し くは 需 要 条 件 の 変

化 か らす る個別 物 価 の変 動 と,(2)一 般 物 価 水準 の変 動 とに,そ の 源 泉 を 有 す る

(P.697)。 そ して,保 有 損 益 の具 体 的 な 測 定 方法 は,つ ぎ の二 っ の測 定 額 の 差

に よ る。 す なわ ち,(1)期 首 に お け る新 しい取 替 原 価 か ら期 首 に おけ るそ の減 価

償 却 累 計 額 を控 除 した額 と,(2)期 末 に お け る新 しい 取 替 原価 か ら期 首 に おけ る

そ の 減 価 償 却 累 計 額 を控 除 した額,と の差 額 が 保有 損益 であ る。 前者 が大 で あ
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れぽ保有損失が,後 者が大であれば保有利得が,そ れぞれ生 じる(p.697)。

ところで,r補 足意見書第1号 』に よれば,保 有損益は,株 主持分の変動を

意味するものであるか ら,客 観性と検証可能性の要請を満たすかぎり,そ れが

生 じた期間の純利益の合計額(totalnetincome)の 算定に含められねばなら

一ない。すなわち,「 保有利得を(企 業外部に)処 分するなら,営 業能力を縮小

することになるか ら,そ れは正常営業利益の測定には含められない。…… しか

し,こ の価値変動(保 有損益)は,株 主持分の変動を示す ものであり,そ れゆ

え,そ れが生 じた期間の純利益の合計額の測定においては(損 益として)認 識

きれねばならない(p.697)。 」なお,こ こに 「純利益の合計額とは,そ の期間

に株主による資本取引が存在 しない場合,期 首における株主持分額を縮小する

ことなく,企 業外部に処分 しうる利益の最大限度額をい う(p.697)。 」

-aの ように,r補 足意見第1号 』は,保 有損益を利益の,そ れも可処分利益

の範疇において認識する。その根拠を保有損益が株主持分の変動であることに

求める。すでに述べたように,『 補足意見書第1号 』は,投 資者をもって会計

報 告の客体とする。 したがって,会 計上の利益もまた株主持分の増加によって

認識するのである。

周知のように,伝 統的原価主義会計のもとにおいては,保 有損益は,当 該資

産が売却もしくは除却されるまで認識されない。その結果,本 来,数 期間に帰

属する保有損益が価値変動のまった く存在 しない,あ るいは,ほ とんど存在 し

ない,あ る特定の期間すなわち当該資産が売却もしくは除却された期間にのみ,

一括的に認識される。『補足意見書第1号 』 に よれぽ,客 観的に決定 しうる保

有損益を認識することは,(1)貸 借対照表評価 と減価償却費の測定にカレン ト・

ベイシスを与え,か っ,(2)価 値変動をそれが現実に生 じた期間に認識す る,と

いう二重の目的に役立っ(pp.698-699)。 したがって,「保有損益の認識は,将

来の予測 目的のための当期利益の測定と報告を改善する(pp.693-694)」,と い

う所期の目的に役立つのである。

以上,『 補足意見書第1号 』の論理構造を,筆 者の理解に基づいて,素 描 し

た。会計は,な によりもまず,投 資者が投資決定 と経営者を支配 ・統制する上

で必要な資料を提供することを主 目的とする。そ して,具 体的には,将 来の利

益予測 と財政状態を明らかにす ることを主 目的とするのである。そのための会
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計資料は,陳 腐化 した取得原価によるのではなく,客 観性 と検証可能性 との要

請を満たすかぎり,用 役潜在性の実践的近似値である,カ レント・コス トに よ

らなければならない。なぜなら,そ うす ることによってのみ,つ ぎのような長

所を生か して,所 期の目的に役立つことができるからである。すなわち,(1)費

用評価と資産評価 とが同一価格水準的に行なわれ,そ れによって,総 資本利益

率等の経営分析上重要な比率が リアルなものとなる;(2)期 間損益は,正 常営業

損益と保有損益 とに区分認識 され,経 営活動の実態がヨリ明らかとなる;(3)価

値変動は,そ れが現実に生 じた期間に正 しく認識 され,期 間損益の真実性ない

し会計資料の リアリィティが高 くなる。これ らの理由によって,投 資者は,将

来を予測するための情報能力を増大することができるのである。

ちなみに,『補足意見書第1号 』の要点を個条書的に整理 しておこう。

(1)会 計の報告客体は投資者であり,

(2)そ の中心的関心は,投 資決定 と経営者を支配 ・統制する上で必要となる資

料である。

(3)具 体的には,期 間損益が,企 業の将来の利益予測を可能にするものである

ことを要求 し,

(4)そ のためには,(イ)価値変動(期 間損益)は,そ れが現実に生 じた期間にタ

イムリーに認識 ・報告され,(ロ)しかも,そ の価値変動(期 間損益)が,発 生

源泉に応 じて,正 常営業損益と保有損益とに分解認識 ・報告されねぽならな

い,と する。

(5)な お,客 観性 と検証可能性の要請は満たされねぽならず,

(6)し たがって,資 産評価は,資 産の用役潜在性を客観的に測定することであ

り,実 践的近似値 として,カ レント・コス トが用いられる。

(7)そ うすることによって,(4)の 条件が満たされ,し たがって,(3)が,さ らに

(2)が満たされる。

第3節 そ の 特 徴

以上によって,r補 足意見書第1号 』の論理構造を,大略,理 解 しえたと信 じる。

以下,本 節においては,r補 足意見書第1号 』における,こ れらの思考を若干
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検 討 し,そ の 特 徴 を 列 挙 して み よ う。 な ぜ な ら,そ うす る こ とに よ って,『 補

足 意 見 書 第1号 』 の 論 理構 造 と基 本 理 念 を ヨ リよ く理 解 で き るか らで る。

前 節 に 述 べ た 通 り,『 補 足 意 見 書 第1号 』 は会 計 の 本 来 的 な 報 告 客 体 を 投 資

者 に 求 め る 。 い い か えれ ぽ,会 計 は投 資 者 の た め の技 術 で あ り,そ の 理 論 は 投

資 者 の 要 請 を 満 た すべ く形 成 され る。 そ のか ぎ りに お い て,従 来 か ら論 じられ

て きた,ア メ リカ会 計 学 の特 色 で あ る,「 投 資 者 のた め の会 計 」(accounting

forinvestors)と い う思 考 と一 致 し,形 式 的 に み る か ぎ り,そ こに は,な ん ら

新 しい 会 計観 は み られ な い 。 しか し,そ の 内 容 に考 察 を進 め る な ら,そ こに は,

従 来 に み られ な か った新 しい会 計 観 の存 在 す る こ とが 理 解 で き る。 そ の 点 の 考

察 は,ひ と まず お い て,つ ぎに 進 も う。

評 価 論 の 前 提 とな る資 産 概 念 の 認 識 に お い て,『 補 足 意 見 書 第1号 』 は,そ

れ を 『用 役 潜 在 性 』 に 求 め る。 この 点 も,す で に述 べ た よ うに,rAAA1957

年 基 準』 と同様 で あ る。 しか し,後 者 に お い て は,『 用 役 潜 在 性 』 とい う新 し

い資 産 概 念 を 説 きな が ら も,実 際上 の評 価 基 準 に おい ては,第3章 第2節 で も

述 べ た よ うに,伝 統 的 な原 価 主 義 評 価 の域 を 出 る もの で は な か った 。 そ れ に 対

して,『 補 足 意 見 書 第1号 』 は,新 た に そ の 実践 的近 似値 と して,カ レン ト ・

コス トに よる評 価 を説 き,し か も,そ の 具 体 的 な適 用 方 法 まで論 じて い る。 こ

の点 が まず 注 目す べ き第1の 特 徴 で あ ろ う。

さ らに,従 来,原 価 主 義 会 計 に対 す る反 省 の 方 向 と して は,『AAA1948年 基

準』(``AccountingConceptsandStandardsunderlyingCorporateFinancial

Statements;1948Revision")に 対 す る補 足 意 見 書 第2号,『 価 格 水準 の変 動

と財 務 諸表 』(``PriceLevelChangesandFinancialStatements,"1951)

や 同第6号,r棚 卸 資 産 評 価 と 物 価 水 準 の 変 動』("lnventoryPricingand

ChangesinPriceLevels,"1953)等 に そ の 典 型 的 な 姿 勢 が み られ る よ うに ,

「ドル の 全 般 的 な購 買 力,す な わ ち 一 般 物 価 指 数 に よ っ て 測 定 され る よ うな一
(3)

般 物 価 水 準 の 変動 」 に対 す る反 省 の 方 向 で あ った 。 そ こで の主 張 は,周 知 の よ

うに,い わ ゆ る修 正 原 価 主 義 会 計 の 主 張 で あ った 。 これ に 対 して,こ こで 問題

に したr補 足 意 見 書 第1号 』 の 主 張 は,個 別 物 価 水 準 の変 動 に起 因す る原 価 主

義 会 計 の 欠 陥 に対 す る反 省 に,そ の重 点 が 移 行 してい る。 この 点 も また 注 目す

(3)ibid.,p.26.
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べき重要な特徴である。このことは,い えば,新 しい会計観の根本問題から産

まれた思考である。すなわち,前 章における検討でも明らかな ように,従 来,

会計上の利益は当該企業の対外取引活動に基づ く成果 として考えられてきた。

これに対 して,こ のような成果のみならず,企 業をとりまく経済現象ないし環

境の変動に起因する価値変動をも,会 計上の利益の範疇 とするとい う思考が生

まれたのである。 このことは,修正原価主義会計のもとにおいて,修正される価

値変動が利益の範疇ではな く,資 本の範疇であると考えられていたことと著 し

い対照をなしている。 したがって,上 に述べた特徴は,単 に評価基準の変化に

のみ留まるものではなく,ヨ リ根本的には,会 計上の利益観における変化一

実現利益か ら発生利益への変化一 を意味するものであ り,さ らには会計の本

質的職能観に関す る変化でもあろう。

さらに,上 述の第2の 特徴と符合するのであるが,つ ぎのような特徴をあげ

ることができよう。すなわち,『 補足意見書第1号 』においても,客 観性や検

討可能性の要請は要求されてはいる。 それゆえにこそ,『 用役潜在性』の測定

において,「 将来現金収入の割引現在価値」に代えて,そ の実践的近似値であ

るカレン ト・コス トに よる評価を採用するのである。 しか し,そ こでの客観性

の程度は,「 財務諸表の利用者がその財務諸表を 非個人的に作成されたものと

信 じるに至る(p.694)」 程度をもって満足するのである。 したがって,こ こで

は,客 観性等の要請が相対的に後退 し,あ るいはその内容を変化させ,そ れ以

上に真実性ないしリア リィティの要請が強 く要求されている,と いえよう。そ

れは,ヨ リ具体的には,取 引として完了していない,価 格水準の変動に基づ く

価値変動 も,そ れが現実に生 じた期間にタイム リーに認識されるべきである,

とする思考となる。このことは,と りもなおさず,会 計資料における客観性を

ある程度は犠牲に しても,そ れ以上に期間個別の成果のタイムリーな認識を重

視 し,そ れによって会計資料の リア リィテ ィの増大を達成 しようとしている,

と考えられる。これが第3の 特徴である。

つぎに,評 価基準にカレン ト・コス トを用いる結果,期 間損益は営業損益と

保有損益とに分解認識されることとなる。それによって,企 業活動と経済現象

の変動をタイムリーに認識すると同時に,そ の態様ないし種類に応 じて,両 者

を別個に認識することが可能 となる。これが第4の 特徴である。こうした思考
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は,r補 足意見書第1号 』 において初めて採用された思考ではなく,す でに本

論でも述べたように,E.0.Edwards&P.W.Bellに よって,1961年 の著

書,『企業利益の理論と測定』(TheTheoryandMeasurementofBusiness

Income)に おいて提唱され,ア メリカ公認会計士協会の 『総合的会計原則試

案』(ATentativeSetofBroadAccountingPrinciplesforBusiness

Enterprises,1962)の なかで公に認められた思考である。 しか し,そ れに して

も,ア メリカ会計学会においては,初 めて明確化された思考である点で注目で

きるものである。

さて,最 後の,そ してもっとも重要な特徴を述べることとしよう。本節の最

初の部分で,r補 足意見書第1号 』は,会 計を従来 と同様に 「投資者のための

会計」 としながらも,内 容的にみれば,従 来の見解とは異なる注目すべき特徴

を内包 している,と 述べておいた。それは,以 上に列挙した諸特徴によって具

体化されるものであ り,い いかえるならこれ ら諸特徴の背後にある根本思考で

ある。すなわち,「 投資者のための会計」 という思考自体は,ア メリカ会計学

の伝統的な基本的思考であって,な んら新 しいものではない。 しか し,問 題は,

その投資者の中心的関心についての認識一 それはまた会計の基本職能にっい

ての認識でもあるが一 にはまさに新 しい思考が存在 しているのである。それ

は,す でに前節でみたように,投 資者の投資決定と彼等による経営者の支配 ・

統制に必要な資料,具 体的にい うなら,企 業の将来における利益の予測を可能

にする資料の提供である。そ して,こ の基本職能を達成するために,具 体的に

は以上に列挙 した諸特徴を うち出 している,と 考えるのである。つ まり,伝 統

的会計学にあっては,す でに前章でA.C.Littletonが 指摘 しているように,

このような資料は,具 体的には,経 営者の過去における現実の意思決定の具現

である投下原価に基づ く 「過去における現実の経験」に関する資料であった。

それが,こ こでは,将 来の企業利益の予測を可能にする資料 とされ,そ の結果

が以上の特徴となって具現 し,過 去的 ・回顧的視点か ら現在的 ・未来志向的視

点へ と会計の基本職能についての認識を変化 させているのである。これが,第

5の 特徴であると同時に,他 の特徴の根源をなすものであって,も っとも本質

的な特徴である,と 考える。

以上,筆 者の理解するかぎりにおいて,『 補足意見書第1号 』 にみ られる,
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い くつかの特徴を列挙 してきた。これらの特徴を総合的に判断するなら,新 し

い会計思考の基本理念をヨリよく理解す ることができる,と 考える。

一方において
,価 格水準の変動 とい う外的要因によって,伝 統的な原価主義

(およびこれと表裏一体の関係にある実現主義)に 基づ く会計資料は,リ アリ

ィテ ィを喪失 し,そ の真実性ない し有用性を少なからず失 ってしまう。他方,

企業経営の科学化 一専門化に伴 う高度な管理的要請,お よびこれ と並行 して生

じる合理的人間行動重視の要請はますます増大す る。その端的な現われが,期

間損益計算を中心 とする会計資料をして,過 去的 ・回顧的な統制 目的から,さ

らに現在的 ・未来志向的な予測 目的にヨリ役立たせようとする要請である。こ

うした状況のもとにあって,会 計資料のリアリィティは大きく要請され,伝 統

的会計による実現利益(取 引利益)は 少なか らずその意義を後退させ,発 生利

益 ともい うべ き新 しい利益概念がクローズ ・ア ップされる。すなわち,一 定期

間における企業活動と経済状況の変化をありのままに,そ の価値変動を生 じる

ままに,タ イムリーに認識する要請が強調されるのである。 その結果,「 取得

日以降における評価」では,陳 腐化 した原価評価に代えて,用 役潜在性の実践

的近似値であるカレン ト・コス トに よる評価が主張される。そ うすることは,

価値変動をタイムリーに認識するぼかりでなく,さ らにこれを本来の営業活動

と付随的な保有活動 とに分解 して,そ れぞれの成果を認識することを可能に し,

現実にヨリ即 した会計的認識を可能にする。それによって,会 計資料は,リ ア

リィテ ィを回復 し,新 しい環境のもとでの新 しい要請に ヨリ応えることができ

るようになるのである。

ちなみに,『補足意見書第1号 』の特徴を個条書的に整理 しておこう。

(1)会 計の中心的利害関係者を投資者 としなが らも,そ の中心的関心,し たが

って会計の基本職能を具体的には将来利益の予測とい う未来志向的観点に求

めている。そのことは会計資料の意思決定への直接的な役立ちを重視する思

考でもある。

(2)そ れゆえ,会 計上の利益を過去的利益 としての実現利益から現在的利益と

しての発生利益へ と利益概念を変化させ,

(3)そ のため,客 観性や検証可能性の要請を相対的に後退させ,価 値変動(期

間損益)を,そ れが現実に生 じた期間に,タ イムリーに認識することを重視
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し,

(4)し かも,そ の価値変動(期 間損益)を,発 生形態に応 じて,営 業損益と保

有損益とに分解認識することを主張す る。

⑤ これらの方法によって,会 計資料の リア リィテ ィの増大を意図 している。

(6)そ のため,価 格水準の変動の うち個別物価の変動をヨリ重視 し,し かもそ

の評価基準としてカレソ ト・コス トの適用方法を具体的に論 じている。

第4節 お わ り に

以上のように,『 補足意見書第1号 』 には注目すべきかなり多 くの特徴があ

り,そ れ らは原価主i義会計に対する反省の方向を示す ものとして重要である。

しか し,そ の反面において,若 干の問題点が存在することもまた事実である。

そこで,本 節では,ま ず最初に,そ の一つ,二 つを述べておこう。

問題点の第1は,会 計の報告客体を投資者に限定 していることである。今 日

では,投 資老以外にも,た とえば,債 権者,労 働者,消 費者,お よび国家,さ

らには地域住民等,さ まざまな利害関係者が企業をとりまいてお り,会 計は,

これら関係者の利害を調整する手段 として,必 要不可欠な社会制度 となってい

る。こうした状況のもとで,会 計の報告客体を投資者に限定 し,し かもその中

心的な関心を投資決定 と経営者の支配 ・統制に限定することは,会 計の有す る

制度的性格を十分に認識 しえていないことになるであろう。

この点にっいて,『補足意見書第2号 』は,財 務諸表をして 「株主その他企
(4)

業に利害関係を有する人々への一般 目的の報告諸表」 として,会 計の報告客体

を単に投資者のみに限定することなく,広 く利害関係者一般に求めているので

ある。 したがって,こ うした前提のもとに作成された財務諸表は,取得原価とと
(5)

も に 取 替 原 価 に 基 づ い て 評 価 さ れ た,二 っ の 数 値 の 統 合 さ れ た 表 で あ る,と す

る 。 こ の よ うに,今 日 で は,多 種 多 様 な 利 害 関 係 者 の 複 雑 な 利 害 ・関 心 を,r補

(4)CommitteeonConceptsandStandards-lnventoryMeasurement,AAA,・ ・A

DiscussionofVariousApproachestoInventoryMeasurement",Accountin8

Review,Vo1.39No。3(July1964),p.700.

(5)ibid.,p.700.
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足意見書第1号 』のように一元的に統一す ることには問題があるがゆえに・原

価主義会計に対する反省のもう一つの方向として,多 元評価に よる方法が説か

れているのである。このような原価主義会計に対する反省の二つの方向のうち・

いずれの方向が ヨリ望ましい方向であるかは,会 計の本質的職能をどのように

理解するかに よって左右される問題である。いずれにしても,こ の問題は,こ

のように会計の基本的職能観に関連する問題であって,今 後さらに検討 されね

ばならない点であろう。

問題点の第2は,保 有損益は実現損益か,そ れ とも未実現損益か,と い う点

に関する問題である。つまり,保 有損益はいかなる認識概念によって認識され

るのか,と いう問題である。すでに,第3章 第3節 で述べたように,『 補足意

見書第1号 』は,保 有損益の認識は 「発生主義会計の論理的拡張」である(p.

698),と い う一文をもって説明 しているのみで,こ の間の事情を必ず しも十分

に明瞭にしていないのである。この問題は,結 局,実 現概念の規定をどのよう

に考えるか,と いう問題であって,r補 足意見書第2号 』では,6名 の委員が
(6)

実 現 説 と未 実 現 説 とに 同数 ず つ にわ か れ て完 全 に 対 立 して い るの で あ る。 この

よ うに,保 有 損益 の実 現 ・未 実 現 の 問 題 な い しそ の 認 識概 念 の 問題 がr補 足 意

見 書 』で は 解 決 され て い な い の で あ る。 な お,わ れ わ れ が 保 有 損 益 を 未 実現 損

益 とす る こ とに つ い て は,第5章 第3節 で詳 し く論 じた ので,こ こで は 繰 り返

さ ない こ とにす る。

さ て,つ ぎの 問 題 点 は,r補 足 意 見 書 第1号 』 が,保 有 損 益 の 源 泉 の 一 つ と

して,一 般 物 価 水準 の変 動 に起 因 す る価 値 変 動 を も含 め て い る点 であ る。 委 員

の一 人,R.L.Dixonも 批 判 してい る よ うに,一 般 物 価 水 準 の 変 動 に 基 づ く

資 産 価値 の 変 動 は保 有 損益 か ら除外 す べ きで あ る(p.699)。 それ は,保 有 損 益

とい うよ りも,む しろ測 定単 位 の 変 動 を 意 味 す る,と い う点 は今 日で は一 般 に

認 め られ て い る とこ ろで あ る。 『補 足意 見書 第1号 』 も この こ とを認 め な いわ

け では な い の で あ るが,そ れ が 会 計 全 般 に わ た る問 題 で あ る と して未 解 決 に放
(7)

置 して い る の で あ る(p.698)。 この点 は第2号 も また 同 様 で あ る。

(6)ibid.,P・709・ なお,本 書,第3章 第3節 ですで にこの点 も論 じた。

(7)ibid.,p.701.
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r補足意見書第1号 』 の問題点はこれに尽 きるものではないであろう。 しか

し,わ れわれにとってヨリ関心のあることは,前 章第4節 で指摘 したAC.

Littletonの 原価主義会計論の問題が,『 補足意見書第1号 』では,い かなる

方向で考えられているか,と いうことであろう。以下,こ の点を若干検討 して,

本章の結びに代えよう。

まず,A.C.Littletonの 原価主義会計論を支える基本的要請は客観性の要

請であった。r補 足意見書第1号 』においても,こ の要請は要求されてお り,

その存在が認められてはいる。 しか し,前 節で第2の 特徴として述べたように,

そこでの客観性は,明 らかにLittletonの それ とは異な り,そ の外延は拡大さ

れ,会 計資料におけるこの要請が相当に後退 しているのである。

では,な にゆえに客観性概念の外延を拡大 し,こ の要請を後退させているの

であろ うか。それは,会 計の本質的職能観の相違ない し変化にある,と 考える。

すなわち,Littletonは,そ れを経営者の 「過去における現実の経験」の解明

に求めた。そして,そ うす ることに よって,会 計は,そ の利用者に対 して,彼

らが投資決定や経営者の支配 ・統制を含めて各種の意思決定を行なう際に役立

つ,過 表の反省資料を提供することができる,と 考えるのであった。これに対

して,『補足意見書第1号 』では,こ れを 「企業の将来利益の予測を可能に す

る」 ような期間損益の把握に求め,そ の目的を投資者の投資決定と経営者の支

配 ・統制に必要な資料の提供にある,と する。

両者は,会 計の本質的職能をともに会計利用者の意思決定に役立っ資料の提

供としながらも,前 者が過去的 ・回顧的でかつ意思決定に間接的に役立っ資料

の提供を考えているのに対 し,後者が現在的・未来志向的でかっ意思決定に直接

的に役立つ資料の提供を考えている,と いえよう。換言す るならば,Littleton

が 「過去の事実」 としての リア リィティを主張 し,原 価に固執 しているのに対

し,後 者は 「現在の事実」としての リア リィテ ィを強調 し,Littletonが 「経

済学的意味における現実」 として排斥 した価値を重視 している,と いえよう。

そのことが,客 観性概念に対す る姿勢の相違となっているのである。

また,会 計の本質的職能観におけ るこのような変化は,前 節でも述べたよう

に,ヨ リ具体的には,客 観性に対する姿勢の変化のみならず,会 計上の利益概

念の変化 として,さ らにはまた収益認識概念や資産概念 ・資産評価論の変化と
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して具体的に現われているのである。すなわち,過 去的利益としての実現利益

から現在的利益 としての発生利益への重点移行,お よび未費消原価;取 得原価

評価から用役潜在性;カ レン ト・コス ト評価への変化である。そ して,こ のよ

うな方向に共通 していえる点は,現 在時点に立った会計資料の真実性の回復,

すなわち 「会計資料の リアリィティの増大」を志向する姿勢である,と 考えら

れ うるであろ う。

さて,Littletonは,正 規の会計資料をあ くまで原価に限定 し,価 格水準の

変動に起因す るその リア リィテ ィの喪失を 「計算」 とは別個の 「解釈」によっ

てカヴァーすべきである,と 主張す るのであった。そ して,そ の根拠を,前 述

の職能観の他に,一 つは会計上の利益観から,さ らに他の一っには実質勘定 と

名目勘定 との必然的な統合,す なわち貸借対照表 と損益計算書 との自然的統合

の確保に求めるのであった。そ こで,つ ぎにこの二つの点 とr補 足意見書第1

号』 との関係を考えてみることに しよう。

第1の 利益観についてみれば,如 上のように,『補足意見書第1号 』は,実

現利益か ら発生利益へ と重点移行をみせ,そ の基本姿勢を変化 させている。そ

れゆえ,Littleton的 利益観は修正ない し否定 されているようにみえるであろ

う。 しか し,一 見 した ところでは,こ のように相違す る利益であるが,実 は,

両者は根本的には同一の思考によっている。 すなわち,r補 足意見書第1号 』

においても,価 格水準の変動に起因する保有損益を利益の構成要素 としている。

それゆえ,そ れは,Littletonの それ と同様に,基 本的には貨幣利益であり,
(8)

しかも 「経営(者 の)行 為 と経済変動の相互作用から生 じる」成果である。た

だ,Littletonは,こ の両者を 「計算」過程で客観的に分解す ることはできな

い し,す べきではないので,こ れとは別個の 「解釈」過程で分解すべきである

としていたのに対 し,『 補足意見書第1号 』は,こ れを計算過程で分解すると

ともに,し かも経済変動に起因する成果すなわち保有損益を実現時点ではな く,

発生時点で認識すべきであるとしている点が相違する点なのである。

それゆえ,こ の点に関しては,Littleton的 見解は必ず しも否定 されている

わけではない,と いえよう。む しろ,会 計の本質的職能観からする要求である

「期間個別の成果のタイムリーな認識とその発生形態に応 じた 分解認識」とい

(8)Littleton,A.C.,AccountingEvolutionto1900,NewYork,1933,P.192.
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う観点から修正ないし改善されている,と もいい うるであろう。それは,「 解

釈」領域 と 「計算」領域との融合であ り,ま た 「解釈」領域のヨリ重視である,

とも考えられうる。そ して,こ うした方向の背後にある基本思考は,前 述のよ

うに,会 計の本質的職能観の変化であ り,「会計資料 の リア リィテ ィの 増大」

の志向である,と 考える。

つぎに,第2の 実質勘定と名目勘定すなわち貸借対照表と損益計算書との必

然的統合確保の必要性とい うLittletonの 主張は,r補 足意見書第1号 』におい

ては,ま ったく考慮されていない。たとえ,資 産の評価差額が利益であると考

えられているに しても,し たがって 「期間損益の合計=全 体損益」とい う 『一

致の原則』が究極的には確保されているに しても,「取得 日以降における評価」

をカレン ト・コス トに一元化 している以上,貸 借対照表 と損益計算書 との統合

はもはや必然的なものではなく,人 為的なものとならざるをえない。それゆえ,

そのかぎりでいえば,「 会計的論理の力」は失われ,こ れに よる会計責任の遂

行 も変容されていることになる。

期間損益計算におけるr補 足意見書第1号 』 の基本的観点は,「 期間個別の

成果のタイム リーな認識 とその発生形態に応 じた分解認識」であった。 したが

って,そ れは,「個別的 ・相対的真実性」への接近をヨリ重視する方向であ り,

そのために 「全体的 ・相対的真実性」を軽視せざるをえなか ったのである,と
(9)

いえよう。

これに対 して,r補 足意見書第2号 』 では,取 得原価 と取替原価 とに よる,

いわゆる多元評価の方法が主張されており,こ うした方向にあっては,貸 借対

照表 と損益計算書 との必然的統合は明らかに確保されている。このように,一

元評価をとるか,多 元評価をとるかは,会 計の本質的職能観から派生す る重要

な問題であ り,現 代会計学の方向をきめる具体的問題の一つであろう。目下の

ところ,こ の二っの方向が相互に併存 してお り,い ずれの方向に向 うかは予断

を許さない状態にある。究極的には,会 計の本質的職能観に関す る問題である

だけに,今 後,十 分な検討を要する点の一つである。

(9)「 個別的 ・相対的真実性」 と「全体的 ・相対的真実性」の意味および関係にっい

ては,つぎの文献を参照されたい。谷端 長著 『動的会計論(増 訂版)』森山書店 昭

和43年,140-162頁 。
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しか し,そ れに しても,二 っの 『補足意見書』が共通 して志向する方向は,

「期間個別の成果のタイム リーな認識 とその発生形態に応 じた分解認識」 によ

る 「会計資料の リアリィテ ィの増大」である,と いえよう。そ して,そ れは,

会計の本質的職能を過去的 ・回顧的な統制職能から現在的 ・未来志向的な予測

職能へと重点移行させる思考のなかから生まれたものである,と 考える。 しか

も,こ のような方向は,単 に 『補足意見書』のみのとる特殊な方向ではな く,

む しろ現代会計学の一般的方向でもある,と いえよう。そして,こ のような方

向は,一 方において価格水準の変動 という外的要因によって誘発され,他 方で

計数管理や行動科学の著しい発展に伴って急速に進展をみせつつある情報化社

会での合理的人間行動重視の思考によって生み出されたものである,と 理解す

る。
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